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z1200001
警察庁、国土交通

省

レンタカーの稼働率にあった保管場所

の確保の容認

道路運送法施行

規則第５２条第４

項

自動車の保管場

所の確保等に関す

る法律第３条

自動車の保有者は、道路上の場所

以外の場所に、その自動車の保管

場所を確保しなければならない。保

管場所とは、車庫、空き地その他

自動車を通常保管するための場所

をいい、自動車の保管場所の確保

等に関する法律施行令第１条各号

の要件にすべて該当しなければな

らない。

ｃ

　自動車の保管場所の確保等に関

する法律は、自動車の保有者が道

路上の場所以外の場所に自動車

の保管場所を確保しなければなら

ないことを規定しており、この保管

場所とは、車庫、空き地その他自

動車を通常保管するための場所を

いい、自動車を使用しないときには

その自動車を必ず駐車させること

ができる場所であることを要する。

　仮に、御要望のように保管場所の

収容能力について稼働率にあった

台数を認めようとしても、曜日、季

節、需要の変動等によって稼動して

いるレンタカーの数は一定ではな

い以上、保管場所として必要なス

ペースが不足し、レンタカー営業所

付近等の道路上に違法に駐車され

ることとなり、それに起因する交通

事故の増加や交通渋滞の悪化を

招くおそれが十分考えられる。

　したがって、御要望のような方法

については、適正な保管場所を確

保していると認めることはできない

と考える。

要望は、レンタカー会社が駐車場

所を確保することにより、他の当事

者の駐車スペースの確保をさらに

困難にすることを踏まえ、自動車の

保管場所の確保について現実の稼

働率を考慮することを求めるもので

あり、要望の趣旨を踏まえ、稼働率

を考慮した保管場所の容認の方策

について検討することの可否につ

いて、回答されたい。

C 警察庁の回答を参照されたい。

z1200002 国土交通省

建設機械を許可寸法内におさめるため

に、分けられた構成要素の一括輸送可

能化

【道路法関係】

道路法第４７条の

２第１項、車両の

通行の制限につ

いて（昭和５３年１

２月１日道路局長

通達）

道路運送車両の

保安基準第５５

条、「基準緩和の

認定要領について

（依命通達）」（平

成９年９月19日自

技第193号）別添

「基準緩和自動車

の認定要領」第３

（１）

【道路運送車両の

保安基準関係】

①保安基準第五

十五条、

②自動車交通局

長依命通達「基準

緩和自動車の認

定要領」第３(1)

【道路法関係】

一般的制限値を超えて車両を通行

させるためには、車両の構造が特

殊か、または積載物が分割不可能

な単体物であるなど特殊なものであ

る必要がある。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両の保安基準に適合し

てなければ運行することができない

が、その構造により若しくはその使

用の態様が特殊であることにより保

安上及び公害防止上支障がないと

認定された自動車について基準緩

和が受けられることとなっている。

ｃ、ｄ －

【道路法関係】

　道路は一定の諸元の車両の通行を想定し、この車

両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されており、

車両制限令によって道路を通行する車両の寸法、重

さ等の最高限度（一般的制限値）を定め、制限してい

る。一般的制限値を超える車両の通行は道路構造に

影響を与える可能性があるため、車両の構造又は積

載する貨物が特殊であるためやむを得ない場合のみ

道路管理者の許可を得て通行することとなっている。

　運搬する車両があおり型、スタンション型、船底型

等、特定の種類の車両であり、一定の要件を満たして

いる場合の分割可能貨物の輸送については、平成１

５年１０月に、その上限を総重量４４ｔまで引き上げたと

ころである。建設機械についてもこの範囲内において

取り外した部品を本体と一括にして運搬することが可

能となっている。

　また、運搬する車両が上記の特定の種類以外の場

合、又は総重量４４ｔを超える場合については、道路へ

の影響を最小限にとどめるため、積載する貨物が分

割不可能であり、やむを得ない場合に限り認めている

ものであり、これに該当する建設機械の輸送につい

て、一括輸送を認めることは困難である。

【道路運送車両の保安基準関係】

基準緩和の認定は、本来適用されるべき基準の適用

を除外する制度であり、超重量物の輸送に関しては、

輸送する物品が分割不可能であり、かつ、必要最小

限の重量である場合に限り、基準緩和を認めている。

無制限に超重量物輸送を認めた場合、道路構造への

悪影響を与える可能性があり、また、他の車両に比べ

一旦事故を起こすと重大な死亡事故に至る危険性が

高いことから、必要最小限にとどめて輸送させる必要

があり、要望の超重量物の一体輸送を認めることは

困難。

　なお、分割可能な貨物を輸送する場合であっても、

平成15年10月1日以降、車両総重量３６トンまでの認

定を受けることができるよう、セミトレーラ等の積載条

件（車両総重量）の見直しを実施した。

0

回答では一括輸送は困難とされて

いるが、建設機械（小サイズのもの

除く）は、平成１５年１０月から緩和

が実現した「分割可能貨物の特例8

機種のトレーラ」では、寸法・構造

上の制約から輸送出来ず、通常巾

３ｍや３．２ｍのトレーラで輸送する

ことが必要であること、及び、本来

一体として用いる製品を分けたも

のを、少数の構成要素（例えば４要

素以下）に限ることから、特例として

の緩和要望があり、この点につい

ての可否について改めて検討され

たい。

c -

【道路法関係】

道路を通行する車両の寸法、重さ等の最高

限度を超える分割可能貨物の積載について

は、重量については徐行等の条件により構造

物への影響を軽減できること､長さについては

交差点部､曲線部といった一部の個所に限っ

てのみ徐行等により注意した走行をすれば安

全が確保できることから､車両を限定し、車両

が特殊なものとしてあおり型等の車両に限定

し特例として許可している。

道路の幅員は車両幅２．５ｍに対応するよう

設計されており､それ以上の車両幅は、通行中

の全区間に渡り道路の保全､交通の安全に非

常に大きく影響を与えることとなることから、

幅の超過は貨物が分割不可能なやむを得な

い場合に限定して条件を附して認めていると

ころである。

このため、分割可能な積載物について幅の超

過を認めることについては、慎重な対応が必

要と認識。

【道路運送車両の保安基準関係】

基準緩和の認定は、本来適用されるべき基準

の適用を除外する制度であり、超重量物の輸

送に関しては、輸送する物品が分割不可能で

あり、かつ、必要最小限の重量である場合に

限り、基準緩和を認めている。

　無制限に超重量物輸送を認めた場合、車両

が大型化し、安全性が損なわれることや、他

の車両に比べ一旦事故を起こすと重大な死

亡事故に至る危険性が高いことから、要望の

ような基準を超える積載重量は、最小限にす

ることが必要であり、建設機械に限らずその

他の一体製品であっても分割して輸送するこ

とをルールとしている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 1/316
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z1200001
警察庁、国土交

通省

レンタカーの稼働率にあった保管場

所の確保の容認
5015 50150002 11

オリックス・レンタカー株式会

社
2

レンタカーの稼働率にあった保管場所の

確保の容認

自家用自動車貸渡許可申請書の事項

には、車庫の収容能力の記載が義務付

けられており。また、自動車の保有者は

道路上以外の場所での保管場所を確保

することとされている。しかし、レンタ

カーは業務用車両に近い性質であり、

ユーザーにレンタルしている期間は保管

場所が空くため、保管場所の収容能力

については稼働率にあった台数で認め

てほしい。

事業者からみれば、保管場所確保費用

の軽減につながる。また、都市部におい

て、駐車場スペースが社会問題化して

いる中､レンタカー事業者による広範な

駐車スペースの確保は、一般企業、個

人に駐車場確保をこんなんにさせ、土地

の有効利用の妨げになっている。

z1200002 国土交通省

建設機械を許可寸法内におさめる

ために、分けられた構成要素の一

括輸送可能化

5019 50190001 11
（社）日本建設機械

　　　工業会
1

建設機械を許可寸法内におさめるため

に、分けられた構成要素の一括輸送可

能化

特殊車両通行許可を取得したセミトレー

ラによる建設機械の輸送において、本

来一体で使用する建設機械を、許可さ

れた寸法（高さ・巾・長さ）の範囲内にお

さめるために分けられた、複数（少数）の

構成要素を、一括輸送することを認めて

いただきたい。

－

(1) 建設機械の複数の構成要素を同一

車両で輸送し輸送効率を向上したい。

(2) 「単なる物品を複数個積載する場

合」と「本来一体として用いる製品を、許

可範囲内に抑えることを目的に、分け、

その結果、複数となるものを積載する場

合」とは区別し、後者につき配慮いただ

きたい。

(3) 省エネルギー、環境負荷軽減、交通

量緩和に有効である。

一括輸送の対象とする構成要素(例…

本体、作業機類、運転室、マフラー、履

帯・タイヤ、トラックフレーム　等)の範囲

の設定や、構成要素の数を少数に制限

することも考えたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200003 国土交通省
特殊車両通行許可（個別審査の場合）

の審査期間の短縮

特殊車両の通行

許可に係る標準処

理期間の基準に

ついて（平成６年９

月１４日道路交通

管理課長通達）

下記の要件を満たした場合、標準

処理期間は新規申請及び変更申

請は３週間以内、更新申請は２週

間とする

ア　申請経路が道路情報便覧記載

路線で完結している場合。

イ　申請車両が超寸法車両及び超

寸法車両でない場合。

ウ　申請後に、申請経路や諸元な

どの申請内容の変更がない場合

ｂ Ⅳ

　個別審査が必要となる場合の標

準処理期間の設定については、現

状の道路管理者における審査にか

かる期間の状況等を調査の上検討

する。

0

回答では現状の状況調査の上、検

討とされているが、平成17年度ま

でに実施される事の可否について

改めて検討されたい。

ｂ Ⅳ

　個別審査が必要となる場合の標

準処理期間の設定については、審

査に係る期間の実態を調査の上、

平成１６年度中に実施の可否を判

断する。

z1200018
総務省、財務省、

国土交通省
港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化

港湾法第４４条第

１項

港湾法第４４条の

２第１項

地方自治法第２２

５条

地方自治法第２３

８条の４第４項

入港料、港湾施設使用料について

は港湾管理者がその徴収の有無も

含め料率を条例により定めている。

さらに、それら料金に係るインセン

ティブ(減免措置）が、港湾管理者

の政策的な判断により、条例に基

づき、かつ、利用者に対し不平等な

取扱いとならないような公正な対応

により積極的に導入されているとこ

ろである。

Ｄ

制度の現状にも記述している通り、

現行の制度により対応可能となっ

ている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3/316
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z1200003 国土交通省
特殊車両通行許可（個別審査の場

合）の審査期間の短縮
5019 50190003 11

（社）日本建設機械

　　　工業会
3

特殊車両通行許可（個別審査の場合）

の審査期間の短縮

特殊車両通行許可申請における、オン

ライン化等の業務合理化成果も取り入

れ、個別審査が必要となる場合の標準

処理期間を設定いただきたい(希望：３

週間以内)。

また、その標準処理期間を超えざるを得

ない場合は、審査結果の出る予定日を

教えていただきたい（例えば申請後、１

週間程度での通知）。

－

(1) 特殊車両通行許可（個別審査）に４

週間を超えることも少なくなく､顧客の要

望納期に応えるため、極力短縮したい。

また、審査結果が出る予定日が分から

ないと、業務の計画を立てにくく、また、

顧客や関係先に、納入予定時期を報告

できない。

(2) オンライン化による業務効率化が進

められており、その成果を基に、個別審

査においても、期間短縮を検討いただき

たい。

制限外積載許可も得る必要ある場合

は､さらに５日程度を要するため、特別困

難なものを除き、３週間程度での審査を

希望します。

z1200018
総務省、財務

省、国土交通省

港湾関係諸税ならびに諸料金の適

正化
5031 50310001 11 社団法人日本船主協会 1 港湾関係諸税ならびに諸料金の適正化

港湾関係諸税（とん税、特別とん税、船

舶固定資産税）並びに諸料金（入港料、

公共岸壁使用料等）の徴収の目的なら

びに考え方を明確にした上で、諸外国と

同等となるよう制度を適正化すること。

港湾関係諸税のうち、特に、とん税は諸

外国と同様に国税であるにもかかわらず

制度は大きく異なる。即ち、諸外国では

とん税の徴収目的が港湾の維持・改修

費用など使途が明確化されているが、

わが国においては、一般財源に繰り入

れられ、目的も使徒も不透明であるこ

と。また、わが国において、例えば神戸

港・名古屋港・東京港の3港に外航船が

入港する場合、それら3港全てでとん税

が都度徴収されるが、米国などにおい

ては、とん税の徴収は最初に寄港した港

のみで、次港以降は徴収されていない

など、わが国のとん税は国税的な性格

ではなく、手数料的な色彩が強いこと、

など。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4/316
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z1200019 国土交通省
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正

化

外貿埠頭公団の

解散及び業務の

承継に関する法律

施行規則第５条第

１項

外貿埠頭公社における岸壁等の貸

付料の額は減価償却、修繕費、管

理費、災害復旧引当金、貸倒引当

金、支払利息等の費用額の合計を

基準とし、かつ、岸壁等に係る外貿

埠頭の建設に要した資金の償還を

考慮して、埠頭公社が定めている。

Ｅ

公社埠頭の貸付料は、埠頭公社と

船社等との間で結ぶ岸壁等賃貸借

契約による民間契約で決定されて

いる。しかし、公社が原価を大きく

下回る岸壁等貸付料を設定するこ

とは、公社の経営を危うくし、埠頭

整備に係る債務償還に支障を来す

おそれがある。また、原価を上回る

貸付料を設定することは、公益法

人の本来の目的を逸脱するばかり

か、船社等の経営を不当に圧迫す

るおそれがある。

このような観点から、国は岸壁等貸

付料の算定基準を定めると同時

に、国土交通大臣に届けられた貸

付料については、是正が必要な場

合には、変更命令が担保されてい

るところである。

なお、国において、国際競争力の

強化・確保を図るため、岸壁整備へ

の国費の投入、無利子貸付の拡

充、税制等の支援施策を実施して

おり、公社埠頭の貸付料の低減に

寄与しているところである。

貴省回答は昨年11月に実施した

「規制改革集中受付月間」に係る

回答と同様であるが、その後引き

続き要望もあることから、見直しの

可否について再検討され、示され

たい。

Ｅ

　国において、国際競争力の強化・

確保を図るため、岸壁整備への国

費の投入、無利子貸付の拡充、税

制等の支援施策を実施しており、

公社埠頭の貸付料の低減に寄与し

ているところである。

　なお、公社が原価を大きく下回る

岸壁等貸付料を設定することは、

公社の経営を危うくし、埠頭整備に

係る債務償還に支障を来すおそれ

がある。一方、原価を上回る貸付

料を設定することは、公益法人の

本来の目的を逸脱するばかりか、

船社等の経営を不当に圧迫するお

それがある。

　このような観点から、国は岸壁等

貸付料の算定基準を定めると同時

に、国土交通大臣に届けられた貸

付料については、是正が必要な場

合には、変更命令が担保されてい

るところである。

z1200021 国土交通省
船舶の建造許可に当たっての手続きの

一層の簡素化

臨時船舶建造調

整法第２条及び第

４条

我が国海運の健全な発展に資する

ことを目的として、造船事業者が総

トン数２，５００トン以上又は長さ９０

メートル以上の船舶であって、遠洋

区域又は近海区域を航行できる構

造を有するものを建造しようとする

ときは、その建造の着手前に国土

交通大臣の許可を受けなければな

らないとされている。

ｂ Ⅰ

商業的造船業における正常な競争

条件に関する協定の発効後、可及

的速やかに臨時船舶建造調整法

の改廃を含む建造許可制度の抜本

的見直しを行う。

平成16年度中に実施することの可

否について検討され、実施時期を

示されたい。

b Ⅰ

16年度中に商業的造船業における

正常な競争条件に関する協定が発

効した場合、可及的速やかに臨時

船舶建造調整法の改廃を含む建造

許可制度の抜本的見直しを行う。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5/316
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z1200019 国土交通省
外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の

適正化
5031 50310002 11 社団法人日本船主協会 2

外貿埠頭公社の埠頭等貸付料の適正

化

原価主義に基づく料金の妥当性の検証

及び、荷動きの実態や公共埠頭料金と

の格差等を勘案した、より弾力的で国際

競争力のある料金設定を可能とするこ

と。

外貿埠頭公社における岸壁等の貸付料

の額は減価償却、修繕費、管理費、災

害復旧引当金、貸倒引当金、支払利息

等の費用額の合計を基準とし、かつ、岸

壁等に係る外貿埠頭の建設に要した資

金の償還を考慮して、埠頭公社が定め

ている。

昭和55年12月16日の港湾審議会答申

では外貿埠頭公団の業務の移管に関し

て、『・・・・・外貿埠頭の管理運営という

公共的かつ国家的に重要な業務を行う

ものであるので前述の通りこれを適切か

つ確実に運営していくことが出来るよう

な財団法人を国が指定するとともに、指

定された財団法人に対しても法人の指

定に伴う通常の監督のほか、国の海運

政策及び港湾政策との整合性の取れた

外貿埠頭の整備及び管理が行われるよ

う国の監督措置が必要となる。たとえ

ば、貸付料の適正な水準の確保、外貿

埠頭施設の処分などの制限、需給バラ

ンスと港湾間の機能分担を考慮した外

貿埠頭の整備などの為の措置が挙げら

れる。』とした。国はこの答弁を充分尊

重し、原価主義に基づく料金の妥当性の

検証、及び荷動きの実態や公共埠頭料

金との格差等も充分勘案、弾力的で国

際競争力を有する料金設定とするように

各埠頭公社を指導すべきである。

z1200021 国土交通省
船舶の建造許可に当たっての手続

きの一層の簡素化
5031 50310006 11 社団法人日本船主協会 6

船舶の建造許可に当たっての手続きの

一層の簡素化

船舶の建造許可申請手続きの簡素化に

ついては、現在検討が進められている

OECD造船協定が発効した際に、臨時船

舶建造調整法の改廃を含む建造許可制

度の抜本的見直しを行うとのことである

ので、同協定発効後速やかな見直しを

お願いしたい。

当該規制は、「我が国の国際海運の健全な発展に

資することを目的とした臨時船舶建造調整法（昭和

28年）法に基づき、造船事業者が総トン数 2,500ト

ン以上又は長さ90m以上で、遠洋区域又は近海区

域を航行区域とする鋼製の船舶を建造しようとする

ときは、その建造の着手前に国土交通大臣の許可

を受けなければならない。」とされているものであ

る。本法制定時には意義があったものと思われる

が、近年の近隣諸国の造船所の発展もあり、わが

国においてのみ本法に基づき需給調整を行うこと

の意義は、もはやないものと思われる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6/316
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z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて

道路運送車両法

第６１条

車両総重量８トン以下の貨物自動

車は、初回の車検有効期間が２年

で、以後１年ごとの車検有効期間と

なっている。一方、車両総重量８ト

ンを超える貨物自動車は、１年ごと

の車検有効期間となっている。

ｂ Ⅰ

車検有効期間については、安全で

環境等の調和のとれた車社会の実

現を目指すという車検・点検整備制

度本来の目的を念頭に置き、必要

なデータ等を収集の上、安全確保、

環境保全、技術進歩の面から有効

期間の延長を判断するための調査

を平成１６年度中にとりまとめ、その

結果に基づき速やかに所要の措置

を講ずることとしている。

今年度中にとりまとめるとあるが、

実施困難とされる理由があれば具

体的に示された上で、実施時期に

ついても具体的に示されたい。

ｂ Ⅰ

車検有効期間延長を判断するため

の調査を平成１６年度中にとりまと

めるべく行っているところであり、現

時点で措置内容及び時期等につい

て具体的にお示しすることは困難で

ある。

z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて

道路運送車両法

第６１条

車両総重量８トン以下の貨物自動

車は、初回の車検有効期間が２年

で、以後１年ごとの車検有効期間と

なっている。一方、車両総重量８ト

ンを超える貨物自動車は、１年ごと

の車検有効期間となっている。

ｂ Ⅰ

車検有効期間については、安全で

環境等の調和のとれた車社会の実

現を目指すという車検・点検整備制

度本来の目的を念頭に置き、必要

なデータ等を収集の上、安全確保、

環境保全、技術進歩の面から有効

期間の延長を判断するための調査

を平成１６年度中にとりまとめ、その

結果に基づき速やかに所要の措置

を講ずることとしている。

回答では平成16年度中にとりまと

め、速やかに措置とされているが、

平成17年度までに実施される事の

可否について改めて検討された

い。

ｂ Ⅰ

車検有効期間延長を判断するため

の調査を平成１６年度中にとりまと

めるべく行っているところであり、現

時点で措置内容及び時期等につい

て具体的にお示しすることは困難で

ある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7/316
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z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延

長について
5031 50310009 11 社団法人日本船主協会 9

内航輸送用トレーラー・シャーシの車検

制度の緩和

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対

する車検制度を現行の1年から3年にす

る。また、国土交通省では、平成16年度

中に安全確保、環境保全、技術進歩の

面から有効期間の延長を判断する調査

を実施することとなっているが、これを早

急に取りまとめ、その結果に基づき所要

の措置を講じられたい。

内航輸送用のトレーラー・シャーシに対

する自動車検査証の有効期限は、毎日

陸上輸送している一般のトラック同様1

年である。主に海上輸送用であるトレー

ラー・シャーシは、本船船内または港頭

地区駐車場に停車している状態が長く、

陸上走行距離が短いものとなっている。

また、シャーシ自体は動力を持たず、ト

レーラー（ヘッド）に牽引されるだけであ

る。このような使用実態に即し、内航輸

送用のトレーラー・シャーシに対する車

検制度を現行の1年から3年にすべきで

ある。

z1200022 国土交通省
トラック・トレーラの車検期間の延

長について
5076 50760003 11 （社）全日本トラック協会 3

トラック・トレーラの車検期間の延長に

ついて
トラック・トレーラの車検期間の延長

普通貨物自動車の車検→初回２年、２

回目以降１年ごと

車両総重量８トン未満のトラックについ

て初回車検期間が２年に延長されたが、

トラック・トレーラについても同様に２年

に期間延長をされたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8/316
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z1200023
警察庁、国土交通

省

内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫

に関する規定の見直し

車庫法第3条、貨

物自動車運送事

業法第4条

自動車の保有者は、当該自動車の

保管場所を確保しなければならな

いこととされている。貨物自動車運

送事業者の保有する車庫の確保状

況の確認は、車庫の概要を貨物自

動車運送事業の事業計画記載事

項とすることにより行っている。

 c -

船内及び港頭地区の駐車場にある

シャーシの数は、景気変動、季節波

動、トラック事業者の内航輸送の利

用状況等により変動するものであ

り、その数をあらかじめ特定するこ

とはきわめて困難であるため、その

数を見込んで車庫１か所あたり複

数のシャーシの使用を認めることは

できない。

　仮に、船内及び港頭地区の駐車

場にあるシャーシの数を特定するこ

とができたとしても、車庫１か所あた

り複数のシャーシの使用を前提とす

る事業計画は、自動車の保管場所

の確保等に関する法律の趣旨に反

するものであり、貨物自動車運送事

業法上も認められない。

同一航路に反復継続して利用され

る海上輸送シャーシの複数登録の

場合で、地方公共団体が臨時の駐

車スペースとして港湾用地を提供

するなど、責任を持って非常事態に

対応することで、シャーシの適正保

管・管理ができる場合は、認めても

よいのではないか。 見直しの可否

について再検討され示されたい。

ｃ

１．お示しの措置の内容は必ずしも

明らかではなく、地方公共団体が臨

時の駐車スペースとして港湾用地

を提供する担保措置の具体的内容

及び実効性が不明であるとともに、

一台当たりの駐車スペースに何台

程度の複数登録を可能とするかと

いう問題もある。

　また、地方公共団体が担保措置

を責任を持って確実に講じることに

より、トラック事業者の営業所ごと

に実質的に必要となる保管場所の

数を特定できるようなシステムが構

築されるか否かも不明である。

２．仮に１．において指摘した問題

点が解決されたとしても、そもそも、

警察庁の所管である自動車の保管

場所の確保等に関する法律の規制

について措置が手当てされない限

り、貨物自動車運送事業法の運用

の変更のみでは本件提案の実現

は不可能である。

　なお、フェリー会社等が確保して

いる船内及び港頭地区の駐車場に

ついては、貨物自動車送事業者が

当該土地の所有者と賃貸借契約を

締結する等により車庫として使用す

る権原を取得すれば、事業計画上

の車庫として認められ、その分につ

いては別途車庫を確保する必要は

なくなる。

z1200025 国土交通省 車高規制の緩和

車両制限令第３

条、道路交通法施

行令第２２条

車高の一般的制限値は道路管理

者が高さについて指定した道路に

ついては４．１ｍ、それ以外の道路

については３．８ｍ

ｄ －

　車両の高さについては、平成１６

年２月に車両制限令の一部を改正

し、道路管理者が指定した道路に

おける車両の高さの最高限度を

４．１ｍに引き上げた。

0

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 9/316
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z1200023
警察庁、国土交

通省

内航輸送用トレーラー・シャーシの

車庫に関する規定の見直し
5031 50310010 11 社団法人日本船主協会 10

内航輸送用トレーラー・シャーシの車庫

に関する規定の見直し

内航輸送用シャーシ運用上において

は、登録用車庫確保の負担が所有者に

強いられる一方、その車庫はほとんど利

用されておらず、現在の規制は利用実

態にそぐわない。ため、内航輸送用

シャーシについては、車庫一台のスペー

スで複数台登録できるようにするべきで

ある。

自動車の保有者は車庫法により保管場

所を確保しなくてはならないが、海上輸

送用トレーラー・シャーシについても一般

のトラック同様、同法が適用されてい

る。しかし、内航輸送用シャーシの車庫

の利用実態は、船内及び港頭地区の駐

車場に限られ、かつ運用上常時海上輸

送のものもある。トレーラーヘッド、

シャーシ夫々1台ずつの車庫取得に加

え、港頭地区におけるヤードの確保が仕

出し地／仕向け地両方で必要となり、実

質取扱いトレーラー・シャーシの約4倍の

車庫の確保が必要となる。このため、内

航輸送用に利用されるシャーシについて

は、利用実態に合せて車庫に関する規

制を見直し、車庫一台のスペースで複

数台数登録できるようにすべきである。

z1200025 国土交通省 車高規制の緩和 5032 50320018 11
（社）電子情報技術産業協

会
18 車高規制の緩和

道路の構造や交通の安全に影響を与え

ない通行可能な道路については簡易の

手続きで継続的に4.1ｍ以下の車両が

通行できるようにして欲しい。

【規制の現状】

道路を走行する車両の高さ制限は、車

両制限令により3.8ｍとされており、特殊

貨物等やむを得ない場合には、特殊車

両通行許可を得ることにより制限が緩

和される。一方でISO規格国際海上背高

コンテナの場合、ルート・車両の申請／

許可を得て継続的に最大4.1ｍまでの通

行が認められている。

【予想効果】

荷主として運賃面でメリットが享受でき

ると共に、モーダルシフト推進にもつなが

ると思われる。

鉄道によるモーダルシフトを推進する上

で、現在JRおよび通運業者と鉄道用コ

ンテナを開発検討中であるが、積載効

率を考えコンテナ高さが従来のJRコンテ

ナ（高さ2500mm）より若干高め

（2773mm）のものを考えている。鉄道

ルートは既に背高コンテナ（2896mm）輸

送可能ルートになっており問題ないが、

既存の高さ制限の中でターミナルからの

陸送に専用の低床台車が必要になって

いる。高さ制限が緩和されれば既存の

台車が利用でき、新たな投資が避けら

れる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 10/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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措置の
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内容
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z1200026
総務省、国土交通

省

自動車保有関係手続のワンストップ

サービスの対象拡大

道路運送車両法

第22条

国土交通省自動

車交通局技術安

全部　平成１３年１

１月６日付通達名

称：「登録事項等

証明書交付請求

者及び自動車検

査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につ

いて」（②）

　登録事項等証明書は、何人も、国

土交通大臣に対し、その書面での

交付を請求できることとされてい

る。

　なお、自動車盗難防止等の観点

から、平成１３年１２月３日から、全

国の陸運支局及び自動車検査登

録事務所において、登録事項等証

明書の交付請求者及び自動車検

査証の再交付申請者等に対して、

運転免許証の提示を求める等によ

り、本人確認を実施することとした。

（②）

ｂ（②）
Ⅰ

（②）

　登録事項等証明書に関する手続

きの電子化については、平成１６年

度中を目途に、利便性の向上や個

人情報の保護等の観点から検討す

る。（②）

回答では平成16年度中に検討され

るとの事であるが、平成１７年度ま

でに実施される事の可否につき改

めて検討されたい。

ｂ（②）
Ⅰ

（②）

登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、利便性の向

上や個人情報の保護等の観点から

検討し、１６年度中を目途に検討結

果をとりまとめる。

z1200027 国土交通省

登録事項等証明書交付請求者等の本

人確認の強化（偽造書類の発見方法の

確立、本人確認書類のコピー保存およ

び窓口への監視カメラの設置）

道路運送車両法

第２２条

現在、運輸支局等の窓口におい

て、登録事項等証明書交付請求者

に対する運転免許証等による本人

確認を行っており、加えて監視カメ

ラも設置し、防犯対策をしていると

ころである。

ｂ（一

部実施

済み）

登録事項等証明書の交付請求者

等に対する本人確認については、

官民合同プロジェクトチームにおけ

る検討を踏まえつつ、平成１３年１

２月から強化してきているところで

ある。具体的には窓口に監視カメラ

を設置するとともに、窓口において

本人確認書類を入念にチェックして

いるところである。

回答では本人確認を入念にﾁｪｯｸす

るとの事であるが、要望は偽造書

類の発見方法の確立、本人確認書

類のｺﾋ゚ｰ保存なども求めており、こ

の点についての具体的な対応策を

改めて検討され、示されたい。

ｂ（一

部実施

済み）

「国際組織犯罪等対策に係る今後

の取組み」（平成13年8月29日　国

際組織犯罪等対策推進本部決定）

において「登録事項等証明書の交

付に当っての厳格な運用等」を行う

こととされ、これを受け平成13年11

月6日付け通達「登録事項等証明

書交付請求者及び自動車検査証

再交付申請者等に対する本人確認

の実施について」で、運輸支局及び

自動車検査登録事務所において

は、交付に当って申請者又は申請

代理人について、運転免許証、パ

スポート、保険証等により身分を明

らかにできる書面の提示を求めるこ

ととし、提示の拒否等その言動等

から不審と認められる場合は、所轄

警察に直ちに通報し対応について

相談することとしており、こうした対

策によって相当程度、不正な証明

書の取得防止が図られているもの

と考える。また、現在、本人確認に

ついては厳格に行っているところで

あるが、更に本人確認書類をコ

ピー・保存することについては申請

者及び申請窓口において相当の手

間と時間を要することとなり、その

効果について慎重に検討する必要

がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 11/316
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z1200026
総務省、国土交

通省

自動車保有関係手続のワンストッ

プサービスの対象拡大
5034 50340022 11 （社）日本損害保険協会 22

自動車保有関係手続のワンストップ

サービスの対象拡大

現在、政府の「規制改革・民間開放推進

３か年計画」に基づき平成17中のシステ

ム稼動に向けて、自動車保有関係手続

のワンストップサービスの推進に係る検

討および試験運用が進められている

が、下記についても実現をしていただき

たい。

①現在、地方自治体への届出制となっ

ている原付などの車両についてもワンス

トップサービスの対象に加える等、窓

口、システムを一本化していただきた

い。

②「規制改革・民間開放推進３か年計

画」Ⅲ分野別措置事項１ＩＴ関係エ⑩ｂに

おいて、自賠責の解約時における当該

車両の状況（滅失・解体など）確認につ

いても、保険会社がネットワーク上で確

認出来ることとした上で、当該確認を

もって必要書類（登録事項等証明書や

抹消登録証明書）の取付に代えることを

可能とするよう要望する。

・ワンストップサービスによるユーザーの

メリットを原付車両にも拡大。

・自賠責解約時に当該車両の状況（滅

失・解体など）は陸運局の管理情報を

ネットワークで参照することで添付不要と

する。

平成17年中のシステム稼働を目指して

ワンストップサービス化が実用化される

予定だが、軽自動車の登録管理に加

え、原付車両についても接続のインター

フェースを統一化する等によりユーザー

（申請者）負担の軽減を目指すべきであ

る。

また、年間の自賠責解約手続きは各保

険会社とも膨大な件数となっているが、

本要望の実現により契約者・保険会社

双方の負担が大幅に軽減される。

z1200027 国土交通省

登録事項等証明書交付請求者等

の本人確認の強化（偽造書類の発

見方法の確立、本人確認書類のコ

ピー保存および窓口への監視カメ

ラの設置）

5034 50340023 41 （社）日本損害保険協会 23 盗難自動車対策の強化

盗難自動車対策については、政府の国

際組織犯罪等対策推進本部の下、関係

省庁と民間団体による官民合同プロ

ジェクトチームが発足し、不正輸出防止

対策など様々な対策が取られつつあ

る。こうした対策の実効性をさらに上げる

ために、法整備、イモビライザの普及促

進等に加え、以下のような　制度の見直

し等を図ることが必要である。

④登録事項等証明書交付請求者等の

本人確認の強化（偽造書類の発見方法

の確立、本人確認書類のコピー保存お

よび窓口への監視カメラの設置）

これらの盗難防止対策を施すことによ

り、自動車盗難件数が減少すれば社会

的損失の低減に大きく寄与することにな

る。

（定量的評価は困難であるが、03年度

の自動車盗難保険金は約583億円であ

り、車両保険の普及率35％で単純に計

算すると日本全体でおよそ1,600億円の

被害と推定できる。仮に被害が1%削減

された場合でも、約16億円の効果とな

る。）

2003年（暦年）の自動車盗難件数は

64,000件を数え、ここ3年続けて60,000

件を超えて高止まりの傾向を示してい

る。また、自動車盗難に関する支払保険

金は毎年600億円弱に達し、経済的な

面からも深刻な社会問題となっている。

④登録事項等証明書の交付請求者、自

動車検査証再交付申請者等の本人確

認のため、交付請求者に対し、ア.運転

免許証、イ.被用者保険証、国民健康保

険被保険者証、ウ.パスポート、外国人

登録証明書、エ.顔写真付き身分証明

書、いずれかの提示が求められている

が、窃盗団は巧妙な偽造証明書等で不

正に登録事項等証明書等を取得し、盗

難のねらいを定めた自動車の保管場所

割り出しに利用している可能性がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 12/316
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z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について

自動車の登録及

び検査に関する申

請書等の様式を

定める省令第６条

大量の登録申請を効率的に行える

よう、既にＦＤ（フレキシブルディス

ク）による申請が可能となっている

ｄ -

自動車の登録及び検査の申請にお

けるフレキシブルディスクによる手

続の導入について定めた、自動車

の登録及び検査に関する省令（昭

和４５年運輸省令第８号）の一部を

改正する省令（平成１３年国土交通

省令第１１１号）により、平成１３年８

月１日から施行されている。その

後、平成１５年６月の全国規模での

規制改革要望事項における今回と

全く同じ要望に基づいて平成１５年

１１月１４日付け国自管第１４２号で

も周知を図っている。

要望者から下記のとおり貴省の回答に対して

再意見が提出されており、この再意見を踏ま

え、特例措置を設けることの可否について、

その理由も含めて回答されたい。

大量の自動車を所有する自動車リース会社

が変更登録・移転登録の手続きを行う場合、

「変更登録等の申請」、「車検証の提示」など

が必要となる。国土交通省が措置しているの

は、「変更登録等の申請」に際して、紙ではな

くFDにより行うことができるということであり、

その点は評価している。しかしながら、抜本的

な問題として、リースの場合、所有者（リース会

社）と使用者（リースユーザー）が異なるた

め、変更登録等のために使用者から車検証

を集めることが極めて困難なことがあげられ

る。すなわち「車検証は自動車に備付けなけ

ればならない」（道路運送車両法第66条）とさ

れていることから、変更登録等のため使用者

から車検証を集めてしまうと、一時的に車検

証が無搭載状態となり、使用者は自動車を運

行できないということになる。この変更登録等

が使用者に原因がある場合は、使用者から

車検証の収集は比較的容易ではあるが、所

有者に原因（社名変更、本社移転・・・）があ

る場合は、台数が膨大となることも相俟って、

使用者から収集することは極めて困難な状況

にある。当協会としては、「自動車登録制度」

の存在は評価しており、法律を遵守し、変更

登録等を行いたいが、現実的には極めて困

難であり、FDによる申請手続のほかに何ら

かの特例措置（特に車検証の部分）を講じて

いただきたい。

ｄ -

自動車検査証の記載内容について

は、行政目的上、常に自動車登録

ファイルに即した最新の使用実態

を反映しておく必要がある。自動車

登録ファイルは所有権の公証とい

う側面を有するものであるところ、

自動車に備え付けることとされ自動

車登録ファイルと同一の内容を表

示している自動車検査証について

も、記載内容に変更が生じた場合

には定められた期間内に変更登録

等の内容を反映しなければならな

いと考えられる。

z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例措

置の創設について

自動車の登録及

び検査に関する申

請書等の様式を

定める省令第６条

大量の登録申請を効率的に行える

よう、既にＦＤ（フレキシブルディス

ク）による申請が可能となっている

ｄ -

自動車の登録及び検査の申請にお

けるフレキシブルディスクによる手

続の導入について定めた、自動車

の登録及び検査に関する省令（昭

和４５年運輸省令第８号）の一部を

改正する省令（平成１３年国土交通

省令第１１１号）により、平成１３年８

月１日から施行されている。その

後、平成１５年６月の全国規模での

規制改革要望事項における今回と

全く同じ要望に基づいて平成１５年

１１月１４日付け国自管第１４２号で

も周知を図っている。

要望者から下記のとおり貴省の回答に対して

再意見が提出されており、この再意見を踏ま

え、特例措置を設けることの可否について、

その理由も含めて回答されたい。

大量の自動車を所有する自動車リース会社

が変更登録・移転登録の手続きを行う場合、

「変更登録等の申請」、「車検証の提示」など

が必要となる。国土交通省が措置しているの

は、「変更登録等の申請」に際して、紙ではな

くFDにより行うことができるということであり、

その点は評価している。しかしながら、抜本的

な問題として、リースの場合、所有者（リース会

社）と使用者（リースユーザー）が異なるた

め、変更登録等のために使用者から車検証

を集めることが極めて困難なことがあげられ

る。すなわち「車検証は自動車に備付けなけ

ればならない」（道路運送車両法第66条）とさ

れていることから、変更登録等のため使用者

から車検証を集めてしまうと、一時的に車検

証が無搭載状態となり、使用者は自動車を運

行できないということになる。この変更登録等

が使用者に原因がある場合は、使用者から

車検証の収集は比較的容易ではあるが、所

有者に原因（社名変更、本社移転・・・）があ

る場合は、台数が膨大となることも相俟って、

使用者から収集することは極めて困難な状況

にある。当協会としては、「自動車登録制度」

の存在は評価しており、法律を遵守し、変更

登録等を行いたいが、現実的には極めて困

難であり、FDによる申請手続のほかに何ら

かの特例措置（特に車検証の部分）を講じて

いただきたい。

ｄ -

自動車検査証の記載内容について

は、行政目的上、常に自動車登録

ファイルに即した最新の使用実態

を反映しておく必要がある。自動車

登録ファイルは所有権の公証とい

う側面を有するものであるところ、

自動車に備え付けることとされ自動

車登録ファイルと同一の内容を表

示している自動車検査証について

も、記載内容に変更が生じた場合

には定められた期間内に変更登録

等の内容を反映しなければならな

いと考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 13/316
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z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例

措置の創設について
5039 50390035 11 社団法人 リース事業協会 35

変更登録及び移転登録に係る特例措置

の創設について

・大量の車両を所有する者が変更登録・

移転登録を行う場合、電子媒体等によ

る一括申請等の措置を講じること。・大

量の車両を所有する者が変更登録・移

転登録を行うことを前提として、「所有者

に係る自動車検査証の記載事項に変更

事由（所有者の合併、名称・住所変更

等）が生じた場合、特段の理由がある限

りにおいては、特例として大量一括処理

を効率的に行えるための申請手続きに

ついて認める。」等の措置を講じること。

・厳しい経済環境に対応等するための企

業の組織再編等が容易となる。・リース

会社の申請及び自動車検査証を収集す

るための過重な事務負担と経済的負担

等が緩和される。

・リース車両数は急速に拡大※１してい

るが、道路運送車両法における登録関

係諸手続き等はリース会社のような大

量の車両を所有する者※２を想定した

手続きが講じられていない。・厳しい経

済環境の中、リース会社においても企業

の組織再編等が増加※３、また、経費削

減等の観点から本社移転が行われてい

る。・これら経済環境の変化が著しいな

か、大量の車両を所有するリース会社に

合併、名称・住所変更等の変更登録・移

転登録の事由及び自動車検査証の記

載事項の変更事由が生じた場合、変更

登録・移転登録の申請及び自動車検査

証を収集するため過重な事務負担と経

済的負担等がかかる。・自動車の登録

制度について高く評価するため、電子媒

体等による一括申請等の措置を講じる

とともに、リース会社のような大量の車

両を所有する者に変更事由が生じた場

合、特段の理由がある限りにおいては、

特例として大量一括処理を効率的に行

えるための申請手続きについて認める

等の措置を講じること。※１ リース車両

数（国土交通省調査）    1966年 1,489

台  1980年 18万台  1990年 119万台

2003年 267万台※２  リース車両を１万

台以上保有する会社数とシェア（日本自

動車リース協会連合会調査）    1992年

37社・71.3％  2003年 41社・82.7％※

２  社団法人リース事業協会の会員数

1998年度末 370社  2003年度末 294

社  減少（退会）の要因は合併・営業譲

z1200032 国土交通省
変更登録及び移転登録に係る特例

措置の創設について
5040 50400033 11 オリックス 33

変更登録及び移転登録に係る特例措置

の創設について

大量の車両を所有する者が変更登録・

移転登録を行う場合、電子媒体等によ

る一括申請等の措置を講じること。・大

量の車両を所有する者が変更登録・移

転登録を行うことを前提として、「所有者

に係る自動車検査証の記載事項に変更

事由（所有者の合併、名称・住所変更

等）が生じた場合、特段の理由がある限

りにおいては、特例として大量一括処理

を効率的に行えるための申請手続きに

ついて認める。」等の措置を講じること。

厳しい経済環境に対応等するための企

業の組織再編等が容易となる。・リース

会社の申請及び自動車検査証を収集す

るための過重な事務負担と経済的負担

等が緩和される。

リース車両数は急速に拡大しているが、

道路運送車両法における登録関係諸手

続き等はリース会社のような大量の車

両を所有する者を想定した手続きが講

じられていない。厳しい経済環境の中、

リース会社においても企業の組織再編

等が増加、また、経費削減等の観点か

ら本社移転が行われている。これら経済

環境の変化が著しいなか、大量の車両

を所有するリース会社に合併、名称・住

所変更等の変更登録・移転登録の事由

及び自動車検査証の記載事項の変更

事由が生じた場合、変更登録・移転登

録の申請及び自動車検査証を収集する

ため過重な事務負担と経済的負担等が

かかる。自動車の登録制度について高

く評価するため、電子媒体等による一括

申請等の措置を講じるとともに、リース

会社のような大量の車両を所有する者

に変更事由が生じた場合、特段の理由

がある限りにおいては、特例として大量

一括処理を効率的に行えるための申請

手続きについて認める等の措置を講じ

ること。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 14/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200034 国土交通省 レンタカーのナンバー登録の一元化

道路運送法施行

規則第５２条

貸渡人を自動車

の使用者として行

う自家用自動車の

貸渡し（レンタ

カー）の取扱いに

ついて（平成７年６

月１３日自旅第１３

８号）

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸

渡人を自動車の使用者として行う

自家用自動車の貸渡し（レンタ

カー）の取扱いについて」の一部改

正について』（国自旅第17号）にお

いて、主たる事務所の管轄運輸支

局において、事業者ごとに行うこと

としている。

e

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸

渡人を自動車の使用者として行う

自家用自動車の貸渡し（レンタ

カー）の取扱いについて」の一部改

正について』（国自旅第17号）にお

いて、主たる事務所の管轄運輸支

局において、事業者ごとに行うこと

としており、措置済みである。

z1200034 国土交通省 レンタカーのナンバー登録の一元化

道路運送法施行

規則第５２条

貸渡人を自動車

の使用者として行

う自家用自動車の

貸渡し（レンタ

カー）の取扱いに

ついて（平成７年６

月１３日自旅第１３

９号）

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸

渡人を自動車の使用者として行う

自家用自動車の貸渡し（レンタ

カー）の取扱いについて」の一部改

正について』（国自旅第17号）にお

いて、主たる事務所の管轄運輸支

局において、事業者ごとに行うこと

としている。

e

有償貸渡しの許可の申請について

は、平成16年4月28日付通達『「貸

渡人を自動車の使用者として行う

自家用自動車の貸渡し（レンタ

カー）の取扱いについて」の一部改

正について』（国自旅第17号）にお

いて、主たる事務所の管轄運輸支

局において、事業者ごとに行うこと

としており、措置済みである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 15/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200034 国土交通省
レンタカーのナンバー登録の一元

化
5039 50390050 11 社団法人 リース事業協会 50 レンタカーのナンバー登録の一元化

貸渡人を自動車の使用者として行う自

家用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて（平成７年６月１３日自旅

第１３８号）により、レンタカーの許可申

請は貸渡しをしようとする自家用自動車

の配置事務所の位置を管轄する運輸支

局長に提出することとされている。本規

制について、リース事業者と同様に有償

貸渡許可申請は本社所在地管轄運輸

支局の1ケ所とすることを要望する。

昨年、同要望に対して国土交通省から

「レンタカー事業者が行う有償貸渡許可

申請の提出先を本社所在地管轄運輸

支局の１箇所で足りることとするために

必要な制度の見直しについて検討し、

措置する。」との回答が示された。申請

手続きの効率を向上させる観点から、

早期の措置を要望する。

z1200034 国土交通省
レンタカーのナンバー登録の一元

化
5040 50400031 11 オリックス 31 レンタカーのナンバー登録の一元化

貸渡人を自動車の使用者として行う自

家用自動車の貸渡し（レンタカー）の取

扱いについて（平成７年６月１３日自旅

第１３８号）により、レンタカーの許可申

請は貸渡しをしようとする自家用自動車

の配置事務所の位置を管轄する運輸支

局長に提出することとされている。本規

制について、リース事業者と同様に有償

貸渡許可申請は本社所在地管轄運輸

支局の1ケ所とすることを要望する。

昨年、同要望に対して国土交通省から

「レンタカー事業者が行う有償貸渡許可

申請の提出先を本社所在地管轄運輸

支局の１箇所で足りることとするために

必要な制度の見直しについて検討し、

措置する。」との回答が示された。申請

手続きの効率を向上させる観点から、

早期の措置を要望する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 16/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200035
総務省、国土交通

省

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚ ﾄー）の変更に

ついて」

道路運送車両法

第１２条・同第１４

条第１項及び自動

車登録規則第１３

条

ナンバープレートの地名は、車検証

上の「使用の本拠の位置」を管轄

する運輸支局等の表示をすることと

なっている。

c -

自動車登録番号は、課税関係の

ベースになっていること、車庫法違

反の捜査の端緒にもなり得る等の

行政上の役割を果たすものである

ため、使用の本拠の位置の変更に

伴い管轄が変更する場合には、自

動車登録番号を変更する必要があ

る。

要望者は、自動車運転免許証の免

許証番号は、免許取得した県の

コードが表記されているにもかかわ

らず、他県に移転しても、免許証番

号に変更は無いことを例に挙げて、

同様のことが自動車登録番号につ

いてもシステム上可能とし得ると主

張しており、要望内容が実現できな

いか再度検討のうえ、回答いただ

きたい。

c -

課税関係のベースや、また常に部

外に表示することによって車庫法違

反の捜査の端緒にもなり得る等の

行政上の役割を自動車登録番号

標は果たしており、自動車登録番

号標と運転免許証を同等に扱うこと

は適当ではない。

z1200035
総務省、国土交通

省

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚ ﾄー）の変更に

ついて」

道路運送車両法

第１２条・同第１４

条第１項及び自動

車登録規則第１３

条

ナンバープレートの地名は、車検証

上の「使用の本拠の位置」を管轄

する運輸支局等の表示をすることと

なっている。

c -

自動車登録番号は、課税関係の

ベースになっていること、車庫法違

反の捜査の端緒にもなり得る等の

行政上の役割を果たすものである

ため、使用の本拠の位置の変更に

伴い管轄が変更する場合には、自

動車登録番号を変更する必要があ

る。

要望者は、自動車運転免許証の免

許証番号は、免許取得した県の

コードが表記されているにもかかわ

らず、他県に移転しても、免許証番

号に変更は無いことを例に挙げて、

同様のことが自動車登録番号につ

いてもシステム上可能とし得ると主

張しており、要望内容が実現できな

いか再度検討のうえ、回答いただ

きたい。

c -

課税関係のベースや、また常に部

外に表示することによって車庫法違

反の捜査の端緒にもなり得る等の

行政上の役割を自動車登録番号

標は果たしており、自動車登録番

号標と運転免許証を同等に扱うこと

は適当ではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 17/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200035
総務省、国土交

通省

自動車の使用の本拠の位置の変

更に伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）

の変更について」

5039 50390051 11 社団法人 リース事業協会 51

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚ ﾄー）の変更に

ついて」

現状、車輌の使用者の変更が無いにも

かかわらず、使用の本拠の位置が（異な

る自動車検査登録所間の）移転変更に

なった場合、自動車登録番号が変更と

なる。かかる場合、自動車登録番号の

変更なく、車検証の「住所」、「使用の本

拠位置」の表記のみの変更で済むよう

要望する。

・ナンバープレートを変更する必要は無く

なる・使用者、リース会社の車輌管理が

省力化される。・ナンバープレートを変更

することを嫌っての移転登録をしないこ

とを防止できる。・自動車保険（任意保

険）その他の変更手続きが省略される。

おそらく現行のルールは自動車税徴収

の利便に益するものと推測するが、電子

化された行政においては他県ﾅﾝﾊﾞｰで

も、税の徴収は「車台番号」と「使用の

本拠の位置」または「使用者の住所」を

把握することにより徴収は可能と思われ

る。現に、自動車運転免許証の免許証

番号は、免許取得した県のコードが表記

されているにもかかわらず、他県に移転

しても、免許証番号に変更は無い。その

場合、住所地管轄の公安委員会より、

更新の案内が来る。また、住所地管轄

の公安委員会より更新された免許証が

交付されるとの事例がある。

z1200035
総務省、国土交

通省

自動車の使用の本拠の位置の変

更に伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚｰﾄ）

の変更について」

5040 50400035 11 オリックス 35

自動車の使用の本拠の位置の変更に

伴う登録番号（ﾅﾝﾊﾞー ﾌﾟﾚ ﾄー）の変更に

ついて」

現状、車輌の使用者の変更が無いにも

かかわらず、使用の本拠の位置が（異な

る自動車検査登録所間の）移転変更に

なった場合、自動車登録番号が変更と

なる。かかる場合、自動車登録番号の

変更なく、車検証の「住所」、「使用の本

拠位置」の表記のみの変更で済むよう

要望する。

・ナンバープレートを変更する必要は無く

なる・使用者、リース会社の車輌管理が

省力化される。・ナンバープレートを変更

することを嫌っての移転登録をしないこ

とを防止できる。・自動車保険（任意保

険）その他の変更手続きが省略され

る。・ナンバープレートの番号割り当ての

速度が多少なりとも遅くなる。などの効

果があると思われる。

おそらく現行のルールは自動車税徴収

の利便に益するものと推測するが、電子

化された行政においては他県ﾅﾝﾊﾞｰで

も、税の徴収は「車台番号」と「使用の

本拠の位置」または「使用者の住所」を

把握することにより徴収は可能と思われ

る。現に、自動車運転免許証の免許証

番号は、免許取得した県のコードが表記

されているにもかかわらず、他県に移転

しても、免許証番号に変更は無い。その

場合、住所地管轄の公安委員会より、

更新の案内が来る。また、住所地管轄

の公安委員会より更新された免許証が

交付されるとの事例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 18/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200042 国土交通省 高速道路料金の軽減化

道路整備特別措

置法第２条の４、

第７条の４、第７条

の１５、第１１条

道路整備特別措

置法施行令第１条

の５、第１条の６

高速道路の料金については、道路

整備特別措置法第１１条に基づき、

「新設、改築その他管理に要する費

用で政令（施行令第１条の５）で定

めるものを償うものであり、かつ、公

正妥当なものでなければならな

い。」とされている。

ｂ -

高速道路の料金については、償還

に与える影響や利用者の負担の公

平性を確保することが必要であり、

また、商業車両、自家用車両等の

利用目的に応じた料金設定は、料

金徴収実務上においても困難であ

るが、別納割引制度の廃止に伴

い、大口・多頻度利用者の利便を

図る新たな割引制度を検討中であ

る。

0

回答では大口・多頻度利用者の利

便を図る新たな割引制度を検討中

とあるが、平成17年度までに実施さ

れる事の可否について改めて検討

されたい。

a

現行の別納割引制度については廃

止するが、大口、多頻度利用者の

利便を図るサービスとして９月を目

途に新たなる制度の内容について

決定し、公表をする予定であり、平

成１７年度春から実施する予定であ

る。

z1200043 国土交通省 二輪独自の高速道路通行料金設定

道路整備特別措

置法第２条の４、１

１条

道路整備特別措

置法施行令第１の

５、第１の６

高速道路料金の車種区分について

は、より負担の公平を図る観点か

ら、昭和６３年の道路審議会答申を

受けて、平成元年の料金改定にお

いて、それまで二輪車からマイクロ

バスや８トン未満の貨物自動車ま

でが含まれていた普通車の区分を

「中型車」、「普通車」、「軽自動車

等」の３車種に分け、自動二輪車に

ついては、「軽自動車等」に区分し

ている。

ｃ -

自動二輪車については、走行時に

他の車両と同様に１車線を占有し、

交通安全上必要な車間距離を確保

する必要があること（占有者負

担）、また法定の最高速度は他の

車種と同様に１００㎞であること（受

益者負担）、さらに照明、標識等に

要する費用や道路巡回費用等に関

して、他の車種と同様の負担を行う

べきものと考えられること（原因者

負担）から総合的に勘案すると軽自

動車との差異はほとんどなく、同一

の車種区分とすることは適正である

と認識している。

0

回答では軽自動車との差異はほと

んどないとの事であるが、四輪車と

比較して占有面積及び道路損傷度

が小さいとの指摘もある事から、見

直しの可否について示されたい。

ｃ -

 自動二輪車については、走行時に

他の車両と同様に１車線を占有し、

交通安全上必要な車間距離を確保

する必要があることまた、道路を損

傷する度合いに関しては他の車両

と比べて小さいものの、照明、標

識、防災設備の設置・維持に要す

る費用や道路巡回に要する費用等

に関しては他の車種と同様の負担

を行うべきものと考えられ同一の車

種区分とすることは適正であると認

識している。

　車種区分を見直すこととした場合

には、現行の区分が道路審議会の

答申に基づき設定していること、ま

た、現行の料金より値上げとなる車

種が生じる場合があること等から慎

重な議論が必要である。なお、民営

化された新会社においては利用者

の利便の観点等から多様で弾力的

な料金設定が行われるものと期待

している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 19/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200042 国土交通省 高速道路料金の軽減化 5048 50480008 11
社団法人　日本自動車工業

会
8 高速道路料金の軽減化

商業車輌に対する高速道路料金の軽減

を図ってもらいたい。

現状、商業車輌に対する特別料金の設

定はない。

貨物自動車運送事業法及び貨物運送

取扱い事業法の改正により、運賃は自

由化となったものの、実質的には以前か

ら自由化状態にあり、運賃のデフレ化は

進行の一途を辿っている。

高速道路料金が車輌の高率稼働を著し

く阻害している。

又、現行料金は諸外国と比較し、驚異

的に高い。

・重点要望項目

z1200043 国土交通省
二輪独自の高速道路通行料金設

定
5048 50480009 11

社団法人　日本自動車工業

会
9 二輪独自の高速道路通行料金設定

二輪車と四輪車とを車両占有面積や道

路損傷度の面から比較し、その結果を

反映した二輪独自の通行料金を設定さ

れることを要望。

二輪車の高速道路通行料金は軽自動

車と同額になっている。

四輪車と比較して、占有面積・道路損傷

度の小さい二輪車が、高速道路通行料

金の根拠である「車種区分」ならびに「車

種間料金比較」に二輪車区分がないた

め、二輪車専用料金の設定がない。

これは二輪車ユーザーに必要以上の経

済的負担を強いている。

・重点要望項目

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 20/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200044 国土交通省 自動二輪車の駐車場整備
駐車場法第２条第

４号

駐車場法第２条第４号は、同法に

おける用語の意義を規定したもの

に過ぎず、自動二輪車の受け入れ

が可能な駐車施設の整備を規制す

るために設けられたものではない。

d －

　駐車場法には、自動二輪車の駐

車場への受け入れを妨げるような

規制はないため、現行駐車場法で

十分対応可能であると認識してい

る。

　なお、駐車場の附置義務制度に

ついては、具体的内容は条例によ

り定められている。

要望は自動二輪車の駐車場への

受け入れの促進を求めているもの

であり、この点についての具体的な

対応策を改めて検討され、示された

い。

d －

駐車場法では、駐車場に受け入れ

る車種を制限していないが、必要

があればこの旨周知することは差し

支えない。

z1200045 国土交通省
特殊車両の通行許可申請手数料の見

直し及び通行許可期間の延長について

道路法第４７条の

２、車両制限令第

１６条、車両の通

行の制限について

（昭和53年12月１

日道路局長通

達）、特殊な車両

の通行の許可に

関する具体的処理

について（昭和53

年12月１日道路交

通管理課長通達）

許可に係る協議手数料は、許可１

件につき１，５００円。

許可の期間は最長１年間。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料は、道路管理者間協議に

必要な経費として徴収しているもの

であるが、これまで道路管理者間

協議に要した時間・費用の実態と、

現在の手数料計算方法と道路管理

者間協議の実態について調査を

行ってきたところであり、調査の結

果を踏まえ見直しについて検討。

　許可の期間については、工事の

実施等により道路の状況等が常に

変化することを考慮し、制度創設当

初は当該車両の通行の都度許可

を行っていたが、特殊車両を通行さ

せる者の負担軽減を図る観点から

期間延長に努めた結果、現在は１

年を上限としている。

　一方、特殊車両の５割以上は無

許可で走行しており、更なる許可期

間の延長については慎重な対応が

必要。

　３月より電子申請システムを導入

し、全国の申請状況を一元的に把

握することが可能となることから、そ

の後の申請状況、走行実態等を踏

まえ、許可期間の更なる延長につ

いて検討。

　なお、許可申請率が向上する等、

制度の適切な運用が図られれば、

許可期間の更なる延長を行うことも

可能。

0

見直しの検討状況及び平成17年度

までに実施される事の可否につい

て改めて検討されたい。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料については平成１５年度に

行った実態調査の結果を受け、見

直しを平成１７年度までに行うことと

して検討を進めている。

　許可の期間については、工事の

実施等により道路の状況等が常に

変化することを考慮し、現在は１年

を上限としている。一方、特殊車両

の５割以上は無許可で走行してお

り、更なる許可期間の延長につい

ては慎重な対応が必要。

　今年の３月から電子申請システム

を導入し、現在は申請率の向上の

ため、その普及を図っているところ

である。また、全国の特殊車両の申

請状況、走行実態の把握に努めて

いるところであり、これらが把握で

きるようになった段階で許可期間の

延長を検討することとしている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 21/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200044 国土交通省 自動二輪車の駐車場整備 5048 50480010 11
社団法人　日本自動車工業

会
10 自動二輪車の駐車場整備

駐車場法の対象に大型自動二輪車、普

通自動二輪車を含ませていただきた

い。

自動二輪車（５０ｃｃを超えるもの）を受

け入れる駐車場が僅少である。

原動機付自転車（５０ｃｃ以下）は、平成

５年の自転車法の改正で自転車に原付

自転車が含まれることになったため、自

転車駐輪場への受け入れが可能にな

り、駐車スペースは徐々に増えつつあ

る。しかし、自動二輪車（５０ｃｃを超える

もの）は、「自転車法」の対象外であるだ

けではなく、「駐車場法」からも除外され

ているため、自動二輪車の駐車可能な

駐車場の設置及び改善が進まず、自動

二輪車のユーザーの多くは、心ならずも

路上駐車を余儀なくされるなど、その行

動を阻害する要因となっている。

・重点要望項目

z1200045 国土交通省

特殊車両の通行許可申請手数料

の見直し及び通行許可期間の延長

について

5048 50480011 11
社団法人　日本自動車工業

会
11

特殊車両通行許可申請における手数料

設定の見直し

◇下記項目についての見直しを要望

①許可期間の延長： 現行の最長1年か

らの期間延長

②個別申請化：現行の5経路1パックを、

1経路単位での申請に変更

③更新時の手数料低減：現行は新規申

請時と更新時の手数料が同額

⇒ 通行経路数に関係なく、更新時は手

数料を一律として頂きたい。

現行手数料は５経路を１パックとして、１

～５経路＝１，５００円、６～１０経路＝

３，０００円と定められている。

更新（継続）申請も、新規と変わらない

手数料である･････手数(工数)に応じた

手数料になっていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 22/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200045 国土交通省
特殊車両の通行許可申請手数料の見

直し及び通行許可期間の延長について

道路法第４７条の

２、車両制限令第

１６条、車両の通

行の制限について

（昭和53年12月１

日道路局長通

達）、特殊な車両

の通行の許可に

関する具体的処理

について（昭和53

年12月１日道路交

通管理課長通達）

許可に係る協議手数料は、許可１

件につき１，５００円。

許可の期間は最長１年間。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料は、道路管理者間協議に

必要な経費として徴収しているもの

であるが、これまで道路管理者間

協議に要した時間・費用の実態と、

現在の手数料計算方法と道路管理

者間協議の実態について調査を

行ってきたところであり、調査の結

果を踏まえ見直しについて検討。

　許可の期間については、工事の

実施等により道路の状況等が常に

変化することを考慮し、制度創設当

初は当該車両の通行の都度許可

を行っていたが、特殊車両を通行さ

せる者の負担軽減を図る観点から

期間延長に努めた結果、現在は１

年を上限としている。

　一方、特殊車両の５割以上は無

許可で走行しており、更なる許可期

間の延長については慎重な対応が

必要。

　３月より電子申請システムを導入

し、全国の申請状況を一元的に把

握することが可能となることから、そ

の後の申請状況、走行実態等を踏

まえ、許可期間の更なる延長につ

いて検討。

　なお、許可申請率が向上する等、

制度の適切な運用が図られれば、

許可期間の更なる延長を行うことも

可能。

0

見直しの検討状況及び平成17年度

までに実施される事の可否につい

て改めて検討されたい。

ｂ Ⅱ，Ⅳ

　手数料については平成１５年度に

行った実態調査の結果を受け、見

直しを平成１７年度までに行うことと

して検討を進めている。

　許可の期間については、工事の

実施等により道路の状況等が常に

変化することを考慮し、現在は１年

を上限としている。一方、特殊車両

の５割以上は無許可で走行してお

り、更なる許可期間の延長につい

ては慎重な対応が必要。

　今年の３月から電子申請システム

を導入し、現在は申請率の向上の

ため、その普及を図っているところ

である。また、全国の特殊車両の申

請状況、走行実態の把握に努めて

いるところであり、これらが把握で

きるようになった段階で許可期間の

延長を検討することとしている。

z1200046 国土交通省
特殊車両通行許可制度における長さの

緩和
車両制限令第３条

セミトレーラ連結車の車長の一般

的制限値は、高速自動車国道では

１６．５メートル、その他の道路では

１２メートル。

分割可能貨物を積載するセミトレー

ラ連結車の車長の許可限度は、積

載物が車両投影面からはみ出さな

い範囲内で１７メートル。

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行

を想定し、この車両が安全かつ円

滑に通行できるよう設計されてお

り、車両制限令によって道路を通行

する車両の寸法、重さ等の最高限

度（一般的制限値）を定め（長さの

場合１２ｍ）、制限している。

　長さの一般的制限値（１２ｍ）を超

える車両（長さ１７ｍの場合にも）の

通行にあっては、交差点などにおい

て対向車線等を侵さずに通行でき

る場合は徐行することにより、対向

車線等を侵す場合は、徐行及び前

後に誘導車を配置することにより安

全で円滑な通行を確保している。こ

のため、個別に通行する車両の諸

元と経路ごとに審査を行い、必要に

応じて徐行などの通行条件を附し

て通行を許可しているのが現状。

　その中で、直ちにすべての道路に

おいて長さの一般的制限値を引き

上げ、１７ｍまでの長さの車両が徐

行などの通行条件なしに通行する

ことを可能とすることは、安全等の

観点から困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 23/316
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z1200045 国土交通省

特殊車両の通行許可申請手数料

の見直し及び通行許可期間の延長

について

5076 50760005 11 （社）全日本トラック協会 5
特殊車両の通行許可申請手数料の軽

減並びに許可期間の延長について

特殊車両の通行許可申請手数料の軽

減並びに許可期間の延長について

申請手数料→１,５００円/台、許可期間

→１年

平成１６年３月末より特殊車両通行許可

の「オンライン申請システム」が導入さ

れたことにより、申請手続きの簡素化が

図られたが、申請手数料については道

路管理者間協議の時間・費用等の実態

並びに手数料計算方法について調査を

実施し検討するとされている。この検討

をできるだけ速やかに実施し手数料を

軽減されたい。

また、一旦許可を得ても許可期間の更

新が生じた場合は、変更申請が必要と

なり申請費用も別途必要となり、申請事

業者の申請に係る事務負担とコストを軽

減するため許可期間の延長を図られた

い。

z1200046 国土交通省
特殊車両通行許可制度における長

さの緩和
5048 50480012 11

社団法人　日本自動車工業

会
12

特殊車両通行許可制度における長さの

緩和

車両制限令第3条で定められている長さ

の制限値を「セミトレーラー」については

連結長１２ｍから１７ｍに数値の見直しを

お願いしたい。

セミトレーラーのうち、連結長が１２ｍを

超えるものについては、１７ｍを限度とし

て車両の長さに対する特殊車両通行許

可の申請が必要である。

・車両の長さに関する制限値は、昭和36

年にさだめられて以来改定されていない

現状がある。

・昨今の物流・道路事情に鑑みれば、１

２ｍ超１７ｍ未満のセミトレーラーでの運

行は、申請手続きを要するほどの「特

殊」とはいえないと考える。

・重点要望項目

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 24/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 25/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5049 50490002 11

特定非営利活動法人ふれあ

い福祉北九州
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳児や保護者が同行しない児童は単独

では移動が困難であり、子育ての支援

や子供の安全の確保のために、通園、

通学を含めて認められるべきである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5049 50490003 11

特定非営利活動法人ふれあ

い福祉北九州
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を申

請して拒絶された例がある。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。ＮＰＯ等

が地方公共団体に運営協議会の設置を

申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 26/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の
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措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 27/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5049 50490004 11

特定非営利活動法人ふれあ

い福祉北九州
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。ＮＰＯ等

の申請受付の窓口として企画課(内閣府

への申請の担当窓口)、交通対策課

（○○運輸局○○運輸支局の担当窓

口)、福祉課(高齢福祉課、障害対策課、

児童福祉課)などを明確に指示願いた

い。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5049 50490006 11

特定非営利活動法人ふれあ

い福祉北九州
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第８０条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第２４０号の道路運送法第８

０条第一項の許可の取扱い第4項運送

の条件（４）運転者及び（５）損害賠償措

置に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続の簡略化を目的とした

事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 28/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 29/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5049 50490007 11

特定非営利活動法人ふれあ

い福祉北九州
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係によると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなる懸念される。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5065 50650002 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
2

道路運送法80条第1項による福祉有償

運送の必要性の周知と運営協議会の設

置の徹底

道路運送法の許可申請を希望するNPO

法人等がある場合、必ず、且つ速やか

に地方自治体が「運営協議会」を設置す

るよう、通達に明記してほしい。

道路運送法の許可事業としての、福祉

有償運送事業の実施

NPO等のサービスを利用する移動困難

者が現実に存在している地域におい

て、運営協議会を設置する必要がない

と断定している市町村があるが、必要性

がないと断定することはできないはずで

ある。

特にナシ

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 30/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では営利に至らない範囲につ

いては、各地域における同種の一

般乗用旅客自動車運送事業の上

限運賃額のおおむね２分の１を目

安とし、これを満たしているか否か

は地域の特性等を勘案しつつ、運

営協議会において判断されるもの

として明確化を図っているとある

が、基準をガイドライン等で示すな

ど周知徹底について再検討され、

示されたい。

D

営利に至るか否かの判断について

は、運送コストが地域によって異な

ることに鑑み、運営協議会の判断

に委ねることが適当であるが、一方

で、運営協議会での議論の円滑化

を図るため、通達（平成１６年３月１

６日付け国自旅第２４０号）におい

て当該地域のタクシー事業の運賃

の２分の１を目安として示している

ところであり、ご要望の趣旨は達成

されているものと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 31/316



管理コード
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5065 50650003 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
3

国旅自第240号通達の４（２）、「運送の

対象」における福祉有償運送の対象者

拡大

国旅自第240号通達の４（２）、「運送の

対象」の福祉有償運送において、乳幼

児、児童、短期間のけが人や妊産婦を

含めるべきである。

乳幼児、児童の下校後の移動のサポー

トによる子育て支援や通学支援、妊産

婦、短期間のけが人を含む通院支援と

しての福祉有償運送事業の実施

利用対象者に乳幼児、児童が含まれて

いないこと。乳幼児や保護者のいない

児童は単独では移動が困難であり、通

園・通学はもちろん、子育てやこどもの

安全を確保する点からも、利用対象者と

して認められるべきである。また、短期

間の怪我や妊産婦などからは、次のよう

な要望が寄せられている。「まだ頭のや

わらかい新生児はゆっくり走っていただ

きたい、タクシ－はいくらゆっくり走ってと

いっても無理。また、妊産婦は足元が見

えない上にふらついて転倒 しやすい。

荷物を持って、転ばないように手を貸し

て欲しいのです。介助者つきの移動サ

－ビスは妊婦にこそ必要です。」

特にナシ

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5065 50650004 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
4

道路運送法80条第1項による福祉有償

運送の許可が不要な団体の明確化

道路運送法80条1項の福祉有償運送の

許可対象として、無償に近い任意団体

によるボランティア活動や、補助金事業

等の資金投入が明らかである事業につ

いて、取り扱いを明確化してほしい。

任意のボランティア団体による小規模

の外出支援活動の実施

好意の謝礼程度しか受け取らない活動

については、許可申請をする必要はな

いとされているが、不明確である。全国

に小規模の任意のボランティア団体が

数多くあり、ガソリン代の実費弁償は運

送の対価に当たらないのではないか。

特にナシ

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 32/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２４９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 33/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5065 50650005 11

移動サービス市民活動全国

ネットワーク
5

道路運送法80条第1項による福祉有償

運送の「運営協議会」設置の担当部署

の明確化

自治体庁内に福祉と交通の担当課が分

かれているため、移動制約者の問題を

担当する部局が明確にならない。福祉

輸送にかかる担当部署を新しく配置、ま

たは特定すべきである。

事務所所在地を含む活動圏内で道路運

送法の許可事業として、福祉有償運送

事業を行う。

運営協議会の設置主体は240号通達に

よって、地方自治体の中で福祉・交通施

策担当課が双方で担当を譲り合う状態

が生じており、運営協議会設置がなか

なか進まないため。

特にナシ

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5068 50680002 11

特定非営利活動法人　福祉

交通支援センター
2

道路運送法80条第1項による福祉有償

運送の許可の条件整備としての「運営

協議会」設置

厚生労働省と国土交通省は、全都道府

県に運営協議会が設置されるよう指導

すべきである。ガイドラインによる許可

申請の猶予期間を概ね2年程度として

いることから、平成16年度中に実現すべ

きものとして設置の義務化をお願いした

い。

道路運送法の許可を受けて行う福祉有

償運送事業の実施

運営協議会の設置主体は240号通達に、地方

公共団体が主宰することが明記されているも

のの、実際には都道府県・市町村ともに協議

会設置に消極的で、運営協議会が殆ど設置

されていないから。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 34/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 35/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5088 50880002 11

特定非営利活動法人北九州

あいの会
2 ボランティアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を

追加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助やほ子供の安全の確保の為、通園、

通学を含めて認められるべきである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5088 50880003 11

特定非営利活動法人北九州

あいの会
3 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、

地方公共団体は運営協議会の設置を

拒むことは出来ないと明記願いたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 36/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 37/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5088 50880004 11

特定非営利活動法人北九州

あいの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願

いしたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて、受付の部局が定まらずNPO等

が困惑している事例があると聞く。NPO

等の申請窓口としての企画課(内閣府へ

の申請の窓口）交通対策課（○○運輸

局○○運輸愚痴担当窓口）福祉課（高

齢福祉課、障害対策課、児童福祉課）な

どを明確に指示願いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5088 50880006 11

特定非営利活動法人北九州

あいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による

事業許可を得た営利法人の事業所が第

８０条の有償運送許可を得る場合と非

営利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運

送許可を得る場合の申請書の差別をな

くしてレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運

送法第８０条一項の許可の取扱い手続

であるので、後者を差別して取り扱うこと

は不当かつ不公平な取扱いである。前

者の様式例等に揃えてできるだけ後者

の許可申請書を簡略して頂きたい。利

用者の安全性の担保のためには、国自

旅第２４０号の道路運送法第８０条一項

許可の取扱い第４項運送の条件（４）運

転者及び（５）損害賠償措置に記載事項

を守ることで十分である。また、運輸支

局への申請書類を煩雑にする事は行政

手続の簡略化を目的とした事務合理化

の方向に逆行する事になる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 38/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 39/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5088 50880007 11

特定非営利活動法人北九州

あいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただ

きたい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは整合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の政策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、時間数等は

バス、タクシー等関係交通機関とは比較

にならない小規模であり、整合或いは補

完の関係にあると考えるのは著しい事

実誤認である。したがって自息に密着し

た福祉輸送を充実させたいという期待に

反して運営協議会の議論は、相互に噛

み合わない空転したものとなると懸念さ

れる。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5089 50890002 11

特定非営利活動法人久留米

たすけあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を

追加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助やほ子供の安全の確保の為、通園、

通学を含めて認められるべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 40/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 41/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5089 50890003 11

特定非営利活動法人久留米

たすけあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、

地方公共団体は運営協議会の設置を

拒むことは出来ないと明記願いたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5089 50890004 11

特定非営利活動法人久留米

たすけあいの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願

いしたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて、受付の部局が定まらずNPO等

が困惑している事例があると聞く。NPO

等の申請窓口としての企画課(内閣府へ

の申請の窓口）交通対策課（○○運輸

局○○運輸愚痴担当窓口）福祉課（高

齢福祉課、障害対策課、児童福祉課）な

どを明確に指示願いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 42/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２５９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 43/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5089 50890006 11

特定非営利活動法人久留米

たすけあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による

事業許可を得た営利法人の事業所が第

８０条の有償運送許可を得る場合と非

営利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運

送許可を得る場合の申請書の差別をな

くしてレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運

送法第８０条一項の許可の取扱い手続

であるので、後者を差別して取り扱うこと

は不当かつ不公平な取扱いである。前

者の様式例等に揃えてできるだけ後者

の許可申請書を簡略して頂きたい。利

用者の安全性の担保のためには、国自

旅第２４０号の道路運送法第８０条一項

許可の取扱い第４項運送の条件（４）運

転者及び（５）損害賠償措置に記載事項

を守ることで十分である。また、運輸支

局への申請書類を煩雑にする事は行政

手続の簡略化を目的とした事務合理化

の方向に逆行する事になる。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5089 50890007 11

特定非営利活動法人久留米

たすけあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただ

きたい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは整合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の政策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、時間数等は

バス、タクシー等関係交通機関とは比較

にならない小規模であり、整合或いは補

完の関係にあると考えるのは著しい事

実誤認である。したがって自息に密着し

た福祉輸送を充実させたいという期待に

反して運営協議会の議論は、相互に噛

み合わない空転したものとなると懸念さ

れる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 44/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 45/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5097 50970002 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保の為、通園、通

学を含めて認められるべきである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5097 50970003 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、

地方公共団体は運営協議会の設置を

拒むことは出来ないと明記願いたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 46/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 47/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号
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事項

補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5097 50970004 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願

いしたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて、受付の部局が定まらずNPO等

が困惑している事例があると聞く。NPO

等の申請窓口としての企画課(内閣府へ

の申請の窓口）交通対策課（○○運輸

局○○運輸愚痴担当窓口）福祉課（高

齢福祉課、障害対策課、児童福祉課）な

どを明確に指示願いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5097 50970006 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による

事業許可を得た営利法人の事業所が第

８０条の有償運送許可を得る場合と非

営利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運

送許可を得る場合の申請書の差別をな

くしてレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運

送法第８０条一項の許可の取扱い手続

であるので、後者を差別して取り扱うこと

は不当かつ不公平な取扱いである。前

者の様式例等に揃えてできるだけ後者

の許可申請書を簡略して頂きたい。利

用者の安全性の担保のためには、国自

旅第２４０号の道路運送法第８０条一項

許可の取扱い第４項運送の条件（４）運

転者及び（５）損害賠償措置に記載事項

を守ることで十分である。また、運輸支

局への申請書類を煩雑にする事は行政

手続の簡略化を目的とした事務合理化

の方向に逆行する事になる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 48/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 49/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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補助
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要望主体名
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事項番号
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5097 50970007 11

特定非営利活動法人くらじた

すけあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただ

きたい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは整合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の政策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、時間数等は

バス、タクシー等関係交通機関とは比較

にならない小規模であり、整合或いは補

完の関係にあると考えるのは著しい事

実誤認である。したがって自息に密着し

た福祉輸送を充実させたいという期待に

反して運営協議会の議論は、相互に噛

み合わない空転したものとなると懸念さ

れる。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5099 50990002 11

特定非営利活動法人福岡た

すけあいの会
2 ボランテアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を

追加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助やほ子供の安全の確保の為、通園、

通学を含めて認められるべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 50/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 51/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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補助
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要望
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要望理由
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5099 50990003 11

特定非営利活動法人福岡た

すけあいの会
3 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、、

NPO等からの申請があつた場合には、

地方公共団体は運営協議会の設置を

拒むことは出来ないと明記願いたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5099 50990004 11

特定非営利活動法人福岡た

すけあいの会
4 ボランテアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願

いしたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて、受付の部局が定まらずNPO等

が困惑している事例があると聞く。NPO

等の申請窓口としての企画課(内閣府へ

の申請の窓口）交通対策課（○○運輸

局○○運輸愚痴担当窓口）福祉課（高

齢福祉課、障害対策課、児童福祉課）な

どを明確に指示願いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 52/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２６９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 53/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5099 50990006 11

特定非営利活動法人福岡た

すけあいの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による

事業許可を得た営利法人の事業所が第

８０条の有償運送許可を得る場合の申

請書の差別をなくしてレベルを揃えて頂

きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運

送方第８０条１項の許可の取扱い手続

であるので、降車を差別して取り扱うこと

は不当かつ不公平な取扱いである。前

者の様式例等に揃えてできるだけ降車

の許可申請書を簡略して頂きたい。利

用者の安全性の担保のためには、国自

旅第２４０号の道路運送法第８０条一項

許可の取扱い第４校運送の条件（４）運

転者及び（５）損害賠償措置に記載事項

を守ることで十分である。また、運輸支

局への申請書類を煩雑にする事は行政

手続の簡略化を目的とした事務合理化

の方向に逆行する事になる。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5099 50990007 11

特定非営利活動法人福岡た

すけあいの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただ

きたい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは整合或いは保管の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の政策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動ダル。ボ

ランティアによる福祉有償運送は、参加

するボランティアの人数、時間数、報酬

金額等はバス、タクシー等関係交通機

関とは比較にならない小規模であり、整

合或いは保管の関係にあると考えるの

は著しい事実誤認である。したがって自

息に密着した福祉輸送を充実させたい

という期待に反して運営協議会の議論

は、相互に噛み合わない空転したものと

なると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 54/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 55/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000002 11 特定非営利活動法人くるくる 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000003 11 特定非営利活動法人くるくる 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 56/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 57/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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要望
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補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000004 11 特定非営利活動法人くるくる 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000006 11 特定非営利活動法人くるくる 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 58/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 59/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000007 11 特定非営利活動法人くるくる 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5100 51000008 11 特定非営利活動法人くるくる 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 60/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 61/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010002 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010003 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 62/316



管理コード
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２７９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 63/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010004 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010006 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 64/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 65/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010007 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5101 51010008 11

特定非営利活動法人さわや

かファミリーサポートセンター
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 66/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 67/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号
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補助
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要望
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要望事項
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具体的
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020002 11 稲沢福祉ネットワークなおい 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020003 11 稲沢福祉ネットワークなおい 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 68/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 69/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020004 11 稲沢福祉ネットワークなおい 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020006 11 稲沢福祉ネットワークなおい 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 70/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 71/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020007 11 稲沢福祉ネットワークなおい 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5102 51020008 11 稲沢福祉ネットワークなおい 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 72/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２８９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 73/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030002 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030003 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 74/316



管理コード
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 75/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030004 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030006 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 76/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 77/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030007 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5103 51030008 11

特定非営利活動法人尾張地

域福祉を考える会まごころ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 78/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類
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内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 79/316



管理コード
制度の

所管官庁
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要望

管理番号

要望事項
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要望
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040002 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040003 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 80/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 81/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040004 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040006 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 82/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第２９９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３００号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 83/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040007 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5104 51040008 11

特定非営利活動法人瀬戸地

域福祉を考える会まごころ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 84/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 85/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050002 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050003 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 86/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 87/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050004 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050006 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 88/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 89/316



管理コード
制度の

所管官庁
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（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050007 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5105 51050008 11

特定非営利活動法人ワー

カーズかすがい
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 90/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 91/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060002 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060003 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 92/316



管理コード
制度の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３０９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 93/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060004 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060006 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 94/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 95/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望
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補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060007 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5106 51060008 11

特定非営利活動法人在宅福

祉の会じゃがいも
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 96/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 97/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070002 11 地域たすけあいあゆみ 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070003 11 地域たすけあいあゆみ 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 98/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 99/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070004 11 地域たすけあいあゆみ 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070006 11 地域たすけあいあゆみ 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 100/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 101/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070007 11 地域たすけあいあゆみ 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5107 51070008 11 地域たすけあいあゆみ 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 102/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３１９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 103/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080002 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080003 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 104/316



管理コード
制度の
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内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 105/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080004 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080006 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 106/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 107/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080007 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5108 51080008 11

東海市在宅介護家事援助の

会　ふれ愛
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 108/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 109/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090002 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090003 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 110/316



管理コード
制度の

所管官庁
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 111/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090004 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090006 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 112/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３２９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 113/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090007 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5109 51090008 11

特定非営利活動法人ベタニ

アホーム
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 114/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 115/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100002 11

特定非営利活動法人ひだま

り
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100003 11

特定非営利活動法人ひだま

り
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 116/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 117/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100004 11

特定非営利活動法人ひだま

り
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100006 11

特定非営利活動法人ひだま

り
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 118/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 119/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100007 11

特定非営利活動法人ひだま

り
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5110 51100008 11

特定非営利活動法人ひだま

り
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 120/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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措置の

内容
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 121/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110002 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110003 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 122/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３３９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 123/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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要望
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要望事項
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要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110004 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110006 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 124/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 125/316
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（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110007 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5111 51110008 11

特定非営利活動法人福祉サ

ポートセンターさわやか愛知
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 126/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 127/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120002 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120003 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 128/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 129/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120004 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120006 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 130/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 131/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120007 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5112 51120008 11 ＮＰＯ法人ラルあゆみ 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 132/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３４９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 133/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130002 11 ほっと愛 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130003 11 ほっと愛 3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 134/316
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措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 135/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130004 11 ほっと愛 4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130006 11 ほっと愛 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 136/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 137/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130007 11 ほっと愛 7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5113 51130008 11 ほっと愛 8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 138/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 139/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140002 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140003 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 140/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 141/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140004 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140006 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 142/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３５９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 143/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140007 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5114 51140008 11

ＮＰＯ法人自立支援センター

四岳館
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 144/316
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制度の
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措置の

分類
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 145/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150002 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150003 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 146/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 147/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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要望

事項

補助

番号
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要望
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要望事項
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具体的
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150004 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150006 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 148/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 149/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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補助
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150007 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5115 51150008 11

特定非営利活動法人移動

ネットあいち
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 150/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 151/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160002 11

特定非営利活動法人西三河

在宅介護支援センター
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160003 11

特定非営利活動法人西三河

在宅介護支援センター
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 152/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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内容
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３６９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 153/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160004 11

特定非営利活動法人西三河

在宅介護支援センター
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160006 11

特定非営利活動法人法人西

三河在宅介護支援センター
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 154/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 155/316



管理コード
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管理番号

要望事項
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160007 11

特定非営利活動法人西三河

在宅介護支援センター
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5116 51160008 11

特定非営利活動法人西三河

在宅介護支援センター
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 156/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 157/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170002 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170003 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 158/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 159/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170004 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170006 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 160/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 161/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170007 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5117 51170008 11

特定非営利活動法人

ノッポの会
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 162/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３７９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 163/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180002 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180003 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 164/316



管理コード
制度の
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措置の
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 165/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180004 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180006 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 166/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 167/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180007 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5118 51180008 11

特定非営利活動法人たすけ

あい名古屋
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 168/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 169/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190002 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190003 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 170/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 171/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190004 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190006 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 172/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３８９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 173/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190007 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5119 51190008 11

福祉サポートセンターさわや

か名城
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 174/316



管理コード
制度の

所管官庁
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 175/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200002 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200003 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 176/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 177/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200004 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200006 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 178/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 179/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200007 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5120 51200008 11

特定非営利活動法人

かくれんぼ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 180/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 181/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210002 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210003 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 182/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第３９９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４００号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 183/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210004 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210006 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 184/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 185/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210007 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5121 51210008 11

特定非営利活動法人ゆめじ

ろう
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 186/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 187/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220002 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220003 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 188/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 189/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220004 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220006 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 190/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 191/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220007 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5122 51220008 11

特定非営利活動法人ふれあ

いネットワーク美浜
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 192/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４０９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 193/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230002 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230003 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 194/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 195/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230004 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230006 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 196/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 197/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230007 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5123 51230008 11

特定非営利活動法人介護

サービスさくら
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 198/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 199/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240002 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240003 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 200/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 201/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240004 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240006 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 202/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４１９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 203/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240007 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5124 51240008 11

知多地域障害者生活支援セ

ンターらいふ
8 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 204/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 205/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5125 51250001 11

特定非営利活動法人りんり

ん
1 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5126 51260002 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 206/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 207/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5126 51260003 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5126 51260004 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 208/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 209/316



管理コード
制度の

所管官庁
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5126 51260006 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5126 51260007 11

特定非営利活動法人ネット

ワーク大府
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 210/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の
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措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 211/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5127 51270002 11

特定非営利活動法人ゆいの

会
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5127 51270003 11

特定非営利活動法人ゆいの

会
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 212/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類
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内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４２９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 213/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5127 51270005 11

特定非営利活動法人ゆいの

会
5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5128 51280001 11 ＮＰＯさわやか豊田 1 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 214/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 215/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号
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補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
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要望内容
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5128 51280002 11 ＮＰＯさわやか豊田 2 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5128 51280004 11 ＮＰＯさわやか豊田 4 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 216/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 217/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5128 51280005 11 ＮＰＯさわやか豊田 5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5128 51280006 11 ＮＰＯさわやか豊田 6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係にあると考

えるのは著しい事実誤認である。した

がって地域に密着した福祉輸送を充実

したいという期待に反して運営協議会の

議論は相互に噛み合わない空転したも

のとなると懸念される。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 218/316



管理コード
制度の
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内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 219/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5129 51290002 11

特定非営利活動法人あいの

会春日井まごころ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5129 51290003 11

特定非営利活動法人あいの

会春日井まごころ
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 220/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 221/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5129 51290004 11

特定非営利活動法人あいの

会春日井まごころ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5129 51290006 11

特定非営利活動法人あいの

会春日井まごころ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 222/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４３９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 223/316
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制度の

所管官庁
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5129 51290007 11

特定非営利活動法人あいの

会春日井まごころ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直して頂きた

い。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは競合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の施策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、規模、時間

数、報酬金額等はバス、タクシー等関係

交通機関とは比較にならない小規模で

あり、競合或いは補完の関係あると考え

るのは著しい事実誤認である。したがっ

て地域に密着した福祉輸送を充実した

いという期待に反して運営協議会の議

論は相互に噛み合わない空転したもの

となると懸念される。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5130 51300002 11

特定非営利活動法人やさし

い手
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 224/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 225/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助
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要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容
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実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5130 51300003 11

特定非営利活動法人やさし

い手
3 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランティアによる福祉有償運送

が行われている地域においては、ＮＰＯ

等からの申請があった場合には、地方

公共団体は運営協議会の設置を拒むこ

とは出来ないと明記願いたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5130 51300004 11

特定非営利活動法人やさし

い手
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付の窓口の

明示

地方公共団体はＮＰＯ等からの申請が

あった場合には市区町村長の責任で受

け付け、担当部署は市区町村長の責任

で調整をお願いしたい。

ＮＰＯ等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて受付の部局が定まらずＮＰＯ等が

困惑している事例があると聞く。

ＮＰＯ等の申請受付の窓口として企画課

（内閣府への申請の担当窓口）、交通対

策課（○○運輸局○○運輸支局の担当

窓口）、福祉課（高齢福祉課、障害対策

課、児童福祉課、）などを明確に指示願

いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 226/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 227/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5130 51300006 11

特定非営利活動法人やさし

い手
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5130 51300007 11

特定非営利活動法人やさし

い手
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 228/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 229/316
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（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5131 51310002 11 ＮＰＯ法人絆 2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5132 51320002 11

ケアサポーターズさわやかと

よあけ
2 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に「乳幼児、児童」を追加

する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助や子供の安全の確保のために、通

園、通学を含めて認められるべきであ

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 230/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では任意団体及び個人の場

合、運送主体となる自治体又は非

営利法人等に所属する形で、当該

団体の責任において行う運行管理

体制等のもと、運送に携わることが

可能であるとあるが、要望元からの

下記意見について再検討いただき

たい。①愛知県下の「ボランティア

による福祉有償運送」を行う46団

体が特定非営利活動法人移動ネッ

トあいちを作りました。この団体の

設立の目的は、法治国家の一員と

してガイドラインを守ること、利用者

の安全性と利便性を保証するため

に参加団体の事務局体制の整備あ

るいは運転ボランティアの安全教

育を担当すること、のほかに、法人

格をもたないNPO９団体のかわりに

愛知運輸支局への申請の窓口とな

ることを予定しています。②そのた

めの必要条件があれば国土交通省

が出しているQ&A改定版で明示願

いたい。

C

道路運送サービスの提供に当たっ

ては、運転者に対する運行管理、

指導・監督、事故発生時の対応並

びに苦情処理等輸送の安全及び利

用者利便の確保措置を講じた上で

利用者に対し一定の責任を果たす

ことが求められるため、当該許可の

対象は法人に限定しているところで

ある。

一方で、お尋ねのケースにおいて、

法人格を持たない方々はそれぞれ

「移動ネットあいち」に所属する形

態をとれば、「移動ネットあいち」の

管理体制の下で許可を受けること

が可能である。また、改訂版Ｑ＆Ａ

にはその旨追記をしたところであ

り、ご要望にお応えすることになる

と考える。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 231/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5132 51320004 11

ケアサポーターズさわやかと

よあけ
4 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

法人格を持たないＮＰＯ（任意団体、個

人）のためにＮＰＯ法人の中間支援団体

が運輸支局へ申請することを認めて頂

きたい。

ＮＰＯ法人の中間支援団体たとえば「特

定非営利活動法人移動ネットあいち」は

福祉有償運送を実施するＮＰＯあるいは

ＮＰＯ法人を支援する目的で設立され、

事務局体制の整備あるいは運転ボラン

ティアの安全教育を担当する。.愛知県

下の法人格をもたないＮＰＯ（任意団

体、個人）が中間支援団体（ＮＰＯ法人）

に所属する形で運送に携わり「特定非営

利活動法人移動ネットあいち」が愛知運

輸支局へ申請することは適切な行為で

あると判断する。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5132 51320005 11

ケアサポーターズさわやかと

よあけ
5 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条又は第４３条による事

業許可を得た営利法人の事業所が第８

０条の有償運送許可を得る場合と非営

利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運送

許可を得る場合の申請書の差別を無く

してレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第241号と国自旅第240号との

間には「許可の取り扱いに係る様式例

等」に著しい差があるが、両者共に道路

運送法第80条第一項の許可の取扱い

手続きであるので、後者を差別して取扱

うことは不当かつ不公平な取扱いであ

る。前者の様式例等に揃えて出来るだ

け後者の許可申請書を簡略にして頂き

たい。利用者の安全性の確保のために

は、国自旅第240号の道路運送法第80

条第一項の許可の取扱い第4項運送の

条件（4）運転者及び（5）損害賠償措置

に記載事項を守る事で充分である。ま

た、運輸支局への申請書類を煩雑にす

る事は行政手続きの簡略化を目的とし

た事務合理化の方向に逆行する事にな

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 232/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４４９号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では当該地域の実情を熟知し

た地方公共団体が運営協議会を主

宰することで、地域の輸送ニーズ等

をより適切に反映した輸送サービス

が実現されるものと考えるとされて

いるが、要望元よりの下記意見を

踏まえて再検討いただきたい。①

現行では、ＮＰＯ法人等が福祉有償

運送を実施しようとした場合、地方

公共団体主催の運営協議会を設

置し、福祉有償運送の必要性並び

にこれらを行うにおける安全の確保

及び旅客の利便の確保に係る方策

等を協議することとされている。こ

のうち、「福祉有償運送の必要性」

については、現在、福祉有償運送

が行われている地域においては、

通常の交通機関を利用することが

制約された移動困難者が存在し、

移動補助の必要があるから行われ

ているという実情を考慮すると、運

営協議会において協議する必要は

ないと考えられる。②また、「福祉

有償運送を実施する際の安全の確

保及び旅客の利便の確保に係る方

策等」については、道路運送法の

許可権者が判断すべきことであり、

地方公共団体にはその権限がない

ことから地方運輸局において必要

に応じて運営協議会を主催し協議

するべきであると考える。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、地域の実情を熟知して

いる地方公共団体が主宰となり協

議が行われるべきである。また、こ

れにより地域の自主性を尊重した

柔軟な対応が可能となるものと考

えている。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 233/316
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z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5133 51330005 11 愛知県 5

福祉有償運送における運営協議会を地

方運輸局が必要に応じて設置する。

「福祉有償運送及び過疎地有償運送に

係る道路交通法第８０条第１項による許

可の取扱いについて」（平成１６年３月１

６日付け国自旅第２４０号）に基づく福祉

有償運送制度において、地方公共団体

が主宰する運営協議会を設置することと

されているが、これを運送に関する許可

権限を有する地方運輸局がその必要性

に応じて設置し、主宰することとする。

「福祉有償運送及び過疎地有償運送に

係る道路交通法第８０条第１項による許

可の取扱いについて」（平成１６年３月１

６日付け国自旅第２４０号）に基づく福祉

有償運送制度において、地方公共団体

が主宰する運営協議会を設置することと

されているが、これを運送に関する許可

権限を有する地方運輸局がその必要性

に応じて設置し、主宰することとする。

福祉有償運送において同法に基づき運

送に関する許可権限を有するのは地方

運輸局である。この許可権限のない地

方公共団体が運営協議会を設置し主宰

したととしても、関係者の意見調整の場

を設けるだけであり、道路運送法との整

合性の観点からの調整を困難である。

仮に、運営協議会における意見や調整

結果が地方運輸局の許可に当たっての

参考意見を聞く場であるとすれば、地方

運輸局が直接主宰すべきものである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5134 51340003 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
3 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃

運送の対象者に乳幼児・児童を追加す

る。

乳幼児や保護者が同行できない児童は

単独での移動が困難であり、子育ての

援助や安全確保のために、通園、通学

を含めて利用対象者として認められるべ

きである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 234/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５１号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５２号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では市町村については基本的

に福祉又は交通担当部署と考えら

れるとあるが、要望元よりの下記意

見を踏まえ、再検討いただきたい。

①回答は、「市町村については基

本的に福祉又は交通担当部署と考

えられる」とあるが、そのいずれにも

窓口を担当するという意識は低い。

市区町村長の責任を明確にする必

要がある。②「ボランティアによる

福祉有償運送」がなくなると、その

影響を受けるのが、移動サービス

を必要とする交通弱者である。通達

や国土交通省が出しているQ&A改

定版等で明確に示すことを一考願

いたい。

a

　　都道府県の担当窓口について、

現在、照会を行っており結果がまと

まり次第、改訂版Ｑ＆Ａに掲載する

とともに、各地方運輸局及び運輸支

局においても問い合わせに対応で

きるよう努めて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 235/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5134 51340004 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
4 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体の運営協議会設置義務

の明示

地方公共団体はＮＰＯ等から申請があっ

た場合運営協議会の設置を拒むことは

できない。

運営協議会は必要ないとする市町村団

体担当者の発言がある。運営協議会の

設置を拒否することはできない旨明記

願いたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5134 51340005 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
5 ボランティアによる福祉有償運送

地方公共団体での申請受付窓口の明

示

地方公共団体はＮＰＯ等から申請があっ

た場合は都道府県或いは市区町村の

責任で受付け、責任ある調整をお願い

したい

運営協議会の設置主体が市町村を基

本単位としつつも広域や都道府県でも

可能とされていることによって都道府県

と地区町村が双方担当を譲り合う状態

が生じている。　　　　また、市区町村に

おいて担当部署の譲り合いも生じてい

る。　申請窓口を明確に指示、受け付け

るよう明記願いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 236/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５３号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５４号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では乳幼児、児童の輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

いとあるが、要望は子育てについ

ての社会情勢を勘案してのもので

あり、要望元よりの下記意見を踏ま

え再検討いただきたい。 ①少子高

齢化の時代の子育て支援するのは

国をあげての重要な課題であり、そ

れをサポートするのが市民団体の

ボランティア活動である。②児童を

対象とした犯罪等が多発している

社会情勢下において、通園、通学、

通院等の児童、生徒の安全を守る

対策は必要なことである。一方で核

家族化が進行し夫婦共稼ぎが一般

化した時代に、家族が常時、児童、

生徒の通園、通学、通院等に付き

添うことは不可能であり、ボランティ

アによる福祉有償運送の対象から

除外する事は適当ではない。③.ボ

ランティアによる福祉有償運送は

会員同士の助け合い活動が原則

であり、タクシーなど旅客運送事業

とは異なるものである。

C

有償で反復継続的に輸送サービスを提供す

る場合は、輸送の安全や利用者保護の観点

から道路運送事業者としての許可を取って頂

くこととなっている。しかしながら、他の手段に

よっては利用者の移動の足が確保できない

等、公共性の極めて高い場合に限って例外的

に自家用自動車による有償運送を許可して

いるところである。こうした観点からは、乳幼

児・児童の輸送は、他の手段によっては移動

の足が確保できないような場合（公共交通輸

送サービス自体が存在しない交通空白地帯で

ある場合、あるいは、公共交通機関のサー

ビスはあっても、車いす等での利用が困難で

あるといった物理的制約によってサービスの

利用が不可能あるいは困難である場合）に

は当たらず、むしろ利用者（保護者）の時間の

制約が課題となっていると思われる。したがっ

て、子育て支援の必要性は理解できるもの

の、ご提案のあった有償輸送という形態での

輸送については、それ自体の必要性がないと

いうことではなく、タクシー類似行為から利用

者を保護するという輸送の安全及び利用者

利便の確保等の観点に照らして認めることは

困難である。

　他方、子育て支援のための児童輸送につい

ては、タクシー事業のサービス多様化促進の

一環として、平成１６年度中にタクシー事業者

及びボランティア団体も加わった調査研究を

行うこととしている。このため、本研究におけ

る実証実験を通じて、利用者ニーズの実態把

握を行っていくこととしたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 237/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5134 51340006 11

移動サービス･ネットワークみ

やぎ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令による規制の撤廃

道路運送法第4条又は４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が第80

条の有償運送許可を得る場合と非営利

法人（ＮＰＯ等）が第80条の有償運送許

可を得る場合の差別を撤廃していただ

きたい。

道路運送法第4条又は４３条による事業

許可を得た営利法人の事業所が訪問介

護員の持ち込み車両を一括登録という

容易な方法で使用でき非営利法人（ＮＰ

Ｏ等）が持ち込み車両を全て許可申請し

なければならないのは不公平である。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5138 51380002 11

特定非営利活動法人　地域

福祉を支える会　そよかぜ
2 ボランティアによる福祉有償車両 法令等による規制の撤廃

運送の対象者に｢乳幼児、児あい童」を

追加する。

乳幼児や保護者が同行しない児童は単

独では移動が困難であり、子育ての援

助やほ子供の安全の確保の為、通園、

通学を含めて認められるべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 238/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５５号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５６号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では運営協議会の設置につい

ては、地方自治体が地域の実情を

総合的に勘案して判断すべきであ

り、また、行政効率の観点からも一

律に義務化することは困難であると

されているが、要望元よりの下記

意見を踏まえ、再検討いただきた

い。①地方自治体が運営協議会の

設置を拒んだ場合には、その地域

のボランティアによる福祉有償運

送は法律違反となる為、ニーズが

あっても対応できない。②ボラン

ティアによる福祉有償運送は、国お

よび地方自治体の手の及ばない市

井の片隅の市民活動である点で、

公共交通機関とは次元の違う話で

ある。これまでに、国、地方自治体

および公共交通機関が関心を持た

なかった分野である為、普段の付き

合いのないボランティア団体から

突然に運営協議会設置の話を持ち

込まれても拒むことはあり得ること

である。③対策としては運営協議会

の役割をもっと軽微なものとして地

方自治体の負担を軽減することを

通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等で示すことではな

いか。

C

ボランティアによる福祉有償運送に

ついては、地方公共団体が輸送の

安全や利用者保護について責任あ

る役割を果たすことを前提に有償

運送許可を与えるものであり、地域

の足の確保を目的とするものであ

ることから、当該地域の実情を把握

している地方公共団体自らがその

必要性を認識し、運営協議会を設

置していただく必要があり、その設

置を国により一律に義務付けること

は地方分権の観点からも問題があ

る。

他方、運営協議会の設置が円滑に

なされるよう、引き続き地方公共団

体に働きかけて参りたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 239/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5138 51380003 11

特定非営利活動法人　地域

福祉を支える会　そよかぜ
3 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPO等からの申請が

あった場合には運営協議会の設置を拒

むことは出来ない。

すでにボランテイアによる福祉有償運送

が行なわれている地域においては、

NPO等からの申請があつた場合には、

地方公共団体は運営協議会の設置を

拒むことは出来ないと明記願いたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請して拒絶された例がある。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5138 51380004 11

特定非営利活動法人　地域

福祉を支える会　そよかぜ
4 ボランティアによる福祉有償車両

地方公共団体の運営協議会の設置義

務の明示

地方公共団体はNPOからの申請があっ

た場合には市区町村長の責任で受付、

担当部署は市区町村長の責任でお願

いしたい。

NPO等が地方公共団体に運営協議会

の設置を申請しても窓口をたらい回しに

されて、受付の部局が定まらずNPO等

が困惑している事例があると聞く。NPO

等の申請窓口としての企画課(内閣府へ

の申請の窓口）交通対策課（○○運輸

局○○運輸愚痴担当窓口）福祉課（高

齢福祉課、障害対策課、児童福祉課）な

どを明確に指示願いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 240/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５７号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では、国自旅第２４１号は、既

に道路運送法に基づく旅客自動車

運送事業者に雇用等されている訪

問介護員等が同法第８０条第１項

の許可を取るための手続きである

のに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対

象とした手続きである。このため、

前者については既に厳しい審査を

経ている事業者の管理のもとにあ

る個人を対象としていることから、

当該許可に係る更新手続きを簡素

化しているものであり、後者に対し

て不当に差別的取扱いをしている

訳ではないとあるが、更新手続きに

ついては同等にすべきとの意見も

あるので、この点について改めて検

討され、示されたい。

E

国自旅第２４１号における道路運送

法第８０条の許可は、旅客自動車

運送事業者に雇用等されるヘル

パーが自家用自動車を用いて有償

で運送を行う場合の許可手続きで

あり、運送主体及び責任主体はあく

まで旅客自動車運送事業者とな

る。一方、国自旅第２４０号に基づく

道路運送法第８０条第１項の許可

は、ＮＰＯ等が自ら運送主体となる

ための手続きとなっているため、輸

送の安全及び利用者利便の確保

のために果たすべき責任体制の確

保等、運送主体に当然求められる

責務を負うものであることから、更

新手続きも含め、かかる取扱いとし

ているところである。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送の要

件緩和

道路運送法第８０

条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

「患者等の輸送

サービスを行うこと

を条件とした一般

乗用旅客自動車

運送事業の許可

等の取扱いにつ

いて」（平成１６年

３月１６日　国自旅

第４５８号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c,d,e

＜対象者範囲の拡大＞

 有償で自動車を利用して旅客を運送する場合には、輸送の安

全及び利用者利便の確保等の観点から旅客自動車運送事業の

許可を受けることが必要である。ただし、災害緊急時や路線バス

が廃止された場合に地方公共団体が自ら代替バスを運行する

場合や当該地域内の輸送の現状に照らしてタクシー等の公共交

通機関によっては移動制約者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共性が極めて高い場合に限り自

家用自動車による有償運送を許可しているところである。

 しかしながら、乳幼児、児童の輸送については、必ずしも公共

交通機関による十分な輸送サービスが確保できないとは限らな

いため、認められない。

＜運営協議会の設置の義務化＞

 運営協議会の設置については、地方自治体が地域の実情を総

合的に勘案して判断すべきであり、また、行政効率の観点からも

一律に義務化することは困難である。しかしながら、地方自治体

に対し、運営協議会が円滑に設置されるよう格段の配慮を依頼

しているところである。

＜運営協議会設置の申請窓口の明示＞

　現在、担当窓口を指定することはしていないが、市町村につい

ては基本的に福祉又は交通担当部署と考えられる。都道府県に

ついては現在相談窓口について照会中であり、結果がまとまり

次第公表することとしている。また、運輸局自動車交通部又は運

輸支局輸送係に問い合わせていただいてもよい。

＜申請主体の拡大＞

輸送の安全及び利用者利便の確保が必要となることから、運送

主体については一定の責任を持ち得ることが必要となるため、

法人に限定したものである。任意団体及び個人の場合、運送主

体となる自治体又は非営利法人等に所属する形で、当該団体の

責任において行う運行管理体制等のもと、運送に携わることが

可能である。

＜手続きの簡素化＞

国自旅第２４１号は、既に道路運送法に基づく旅客自動車運送事

業者に雇用等されている訪問介護員等が同法第８０条第１項の

許可を取るための手続きであるのに対し、国自旅第２４０号は、

NPO等によるボランティア輸送を対象とした手続きである。このた

め、前者については既に厳しい審査を経ている事業者の管理の

もとにある個人を対象としていることから、当該許可に係る更新

手続きを簡素化しているものであり、後者に対して不当に差別

的取扱いをしている訳ではない。

＜運営協議会構成員の見直し＞

運営協議会は、地方公共団体が、当該地域内の輸送の現状に

照らしてタクシー等の公共交通機関によって、移動制約者又は住民等にかかる十分な輸送サービスが確保できるか否かを協議するために設置される。このため、タクシー等の公共交通機関の代表の参加は、当該地域の公共交通機関の現状を把握するために必要と考えている。

＜許可不要団体の明確化＞

営利に至らない範囲については、各地域における同種の一般乗用旅客自動車運送事業の上限運賃額のおおむね２分の１を目安とし、これを満たしているか否かは地域の特性等を勘案しつつ、運営協議会において判断されるものとして明確化を図っている。

＜地方運輸局主宰の運営協議会の設置＞

当該地域の実情を熟知した地方公共団体が運営協議会を主宰することで、地域の輸送ニーズ等をより適切に反映した輸送サービスが実現されるものと考える。

回答では地方公共団体が、当該地

域内の輸送の現状に照らしてタク

シー等の公共交通機関によって、

移動制約者又は住民等にかかる十

分な輸送サービスが確保できるか

否かを協議するために設置されると

あるが、要望元よりの下記意見を

踏まえ、再検討いただきたい。①ボ

ランティア輸送の規模はタクシー等

の公共交通機関とは、台数、ドライ

バー数、走行距離、サービス提供

時間、謝礼金の額において、比較

にならない規模とレベルであり、

「ボランティアによる福祉有償運

送」が地域における公共交通機関

の一部を担うものとは到底考えられ

ない。この運営協議会の規定は、

事実を正確に把握せず、ボランティ

ア団体の実力を過大に評価した結

果である。②「ボランティアによる福

祉有償運送」の規模、実力に見

合った運営協議会を組織するように

地方公共団体の判断に委ねること

を通達や国土交通省が出している

Q&Aの改定版等に明示願いたい。

C

運営協議会においては、ボランティ

ア団体の組織の性格及び規模の大

小に関わらず、輸送の安全及び利

用者利便の確保等について十分協

議されるべきであると考えている。

また、運営協議会の協議内容の細

部については、地域の実情に応じ

て柔軟に対応していただきたいと考

えているが、協議にあたっては、当

該地域の輸送需要や公共交通機

関の現状等に知見を有する関係者

の意見を広く聴いたうえで協議を行

うべきものであることから、タクシー

等の公共交通機関の代表の参加

は必要なものと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 241/316



管理コード
制度の

所管官庁
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（特記事項）

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5138 51380006 11

特定非営利活動法人　地域

福祉を支える会　そよかぜ
6 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

道路運送法第４条または第４３条による

事業許可を得た営利法人の事業所が第

８０条の有償運送許可を得る場合と非

営利法人（ＮＰＯ等）が第８０条の有償運

送許可を得る場合の申請書の差別をな

くしてレベルを揃えて頂きたい。

国自旅第２４１号と国自旅第２４０号との

間には「許可の取扱いに係る様式例等」

に著しい差があるが、両者共に道路運

送法第８０条一項の許可の取扱い手続

であるので、後者を差別して取り扱うこと

は不当かつ不公平な取扱いである。前

者の様式例等に揃えてできるだけ後者

の許可申請書を簡略して頂きたい。利

用者の安全性の担保のためには、国自

旅第２４０号の道路運送法第８０条一項

許可の取扱い第４項運送の条件（４）運

転者及び（５）損害賠償措置に記載事項

を守ることで十分である。また、運輸支

局への申請書類を煩雑にする事は行政

手続の簡略化を目的とした事務合理化

の方向に逆行する事になる。

z1200047 国土交通省
ボランティアによる福祉有償運送

の要件緩和
5138 51380007 11

特定非営利活動法人　地域

福祉を支える会　そよかぜ
7 ボランティアによる福祉有償運送 法令等による規制の撤廃

運営協議会の構成員を見直していただ

きたい。

特に「バス、タクシー等関係交通機関及

び運転者の代表」とあるが、ボランティ

アによる福祉有償運送とバス、タクシー

等関係交通機関とは整合或いは補完の

関係にあるとは考えられないので、バ

ス、タクシー等の代表の参加は不要と考

える。ボランティアによる福祉有償運送

は、ご近所の助け合い活動が本質であ

り、行政の政策或いは株式会社等の収

益事業とは領域が異なる活動である。

ボランティアによる福祉有償運送は、参

加するボランティアの人数、時間数等は

バス、タクシー等関係交通機関とは比較

にならない小規模であり、整合或いは補

完の関係にあると考えるのは著しい事

実誤認である。したがって地域に密着し

た福祉輸送を充実させたいという期待に

反して運営協議会の議論は、相互に噛

み合わない空転したものとなると懸念さ

れる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 242/316



管理コード
制度の

所管官庁
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措置の

分類

措置の
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措置の概要（対応策）

z1200049 国土交通省
ＳＳ（給油所）に併設する作業場面積に

係る規制の見直し

道路運送車両法

第８０条第１項

道路運送車両法

施行規則第５７条

自動車分解整備事業を行うための

設備基準は、道路運送車両法施行

規則第５７条に定められており、普

通自動車及び小型自動車の動力

伝達装置等を分解整備するには少

なくとも５３ｍ2の作業場面積が必要

とされている。

ｃ -

　５３ｍ2との面積要件は、自動車

の分解整備に必要な作業機械を備

えた上で、分解整備を安全かつ確

実に行うにあたり必要最小限のもの

であり、これ以上作業面積を小さく

してしまうと、分解整備作業に従事

する従業員の安全が確保できない

ばかりか、適切な分解整備ができ

なくなるおそれを生じることとなるた

め、現行基準の規制緩和は困難で

ある。

①貴省の回答によれば、「５３ｍ2と

の面積要件は、自動車の分解整備

に必要な作業機械を備えた上で、

分解整備を安全かつ確実に行うに

あたり必要最小限のものであり」、

これ以上作業面積を小さくしてしま

うと、「分解整備作業に従事する従

業員の安全が確保できないばかり

か、適切な分解整備ができなくなる

おそれを生じることとなる」とのこと

であるが、本回答の根拠となるデー

タを具体的に提示いただきたい。

②①により示されたデータを踏ま

え、要望を実現するべく基準を見直

す方向で措置することの可否につ

いて、その理由も含めて回答いただ

きたい。

③要望者は、住居地域でのＳＳ併

設車両整備工場の設置を求めてお

り、建築基準法に定める住居地域

における整備工場の面積基準につ

いて緩和することについて、ご回答

いただきたい。

①、

②c

③d

-

①　自動車分解整備事業には、点検整備場、車両整

備作業場及び部品整備作業場が必要であることか

ら、車両の大きさ、作業スペース等を勘案し、制動装

置のみの分解整備を行う等の専門認証の場合にあっ

ては点検作業場及び車両整備作業上の間口×奥行

をそれぞれ４．０ｍ×６．０ｍ以上、部品整備作業上の

面積を５．００㎡以上必要としている。

②　それぞれの作業場の寸法及び面積は、分解整備

の対象となる車両及び作業機器を配置した上で、点

検・整備を安全かつ確実に実施するために最低限必

要となる作業スペース等を考慮し、定めているもので

あることから、現行の基準を緩和することは困難であ

る。

  なお、道路運送車両法上は、従来より雨をしのいで

分解整備作業を行うための屋根があれば屋内作業場

として認めているところであり、この点について再度周

知徹底を図ることとしたい。

③　用途規制は、１２種類の用途地域を地域の実情に

合わせて指定して市街地の類型に応じた建築制限を

行うことにより、地域における住環境の保護又は業務

の利便の増進を図るためのもっとも基本的なものであ

るため、安定的な枠組みとして定めるべきものであ

る。地域内の建築物の用途の特殊性等にあわせてよ

りきめ細かな用途の緩和等を行う必要がある場合に

は、特別用途地区や地区計画の活用による対応が可

能となっている。

　住居系地域は、良好な住環境を保護するため定め

る地域であり、第１種低層住居専用地域から第２種住

居地域までの地域においては作業場の床面積の合計

が５０㎡を超える自動車修理工場の立地は認めていな

い。一方、モータリゼーションの進展に対応して住居

系地域のうち道路の沿道にふさわしい規制を行うた

め、現在の住居系地域の７区分を定めた平成４年に

準住居地域を新設し、自動車修理工場の床面積の上

限を１５０㎡まで緩和している。

　幹線道路の沿道で自動車関連用途の立地の必要性

が高い区域については、準住居地域等これらの用途

が許容される用途地域への変更、特別用途地区や地

区計画の活用による地域の実情に応じた用途制限の

緩和等を行うことにより対応することが適切である。

　なお、自動車修理工場等を含む用途制限の運用に

ついては、適切な用途地域への変更や地方公共団体

の条例により建築物の用途制限の緩和を定めること

z1200056 国土交通省 エコミュージアムマイカータクシー特区

道路運送法第４

条、第２１条、第８

０条第１項

「福祉有償運送及

び過疎地有償運

送にかかる道路運

送法第８０条第１

項による許可の取

扱いについて」

（平成１６年３月１

６日　国自旅第２４

０号）

NPO等非営利法人によるボラン

ティア輸送については、地方公共

団体が制度の運営において責任あ

る役割を果たすことを前提に、道路

運送法第80条に基づき有償運送許

可を与えている。

c

　有償で自動車を利用して旅客を

運送する場合には、輸送の安全及

び利用者利便の確保等の観点から

旅客自動車運送事業の許可を受

けることが必要である。ただし、災

害緊急時や路線バスが廃止された

場合に地方公共団体が自ら代替バ

スを運行する場合や当該地域内の

輸送の現状に照らしてタクシー等の

公共交通機関によっては移動制約

者又は住民に係る十分な輸送サー

ビスが確保できない場合等、公共

性が極めて高い場合に限り自家用

自動車による有償運送を許可して

いるところである。

　このため、提案のエコミュージアム

の水先案内人による有償輸送につ

いては、必ずしも公共交通機関によ

る十分な輸送サービスが確保でき

ないとは限らないため、認められな

い。

　なお、提案では、一般タクシーで

の利用については費用面で困難で

あるとされているが、タクシーの運

賃については、現行制度において

も、地域の実情に応じた多様な運

賃設定が可能となってきており、サ

テライトを廻るルート運賃の設定

も、事業者の意欲により可能と考え

る。また、当該自治体が道路運送

法に基づくコミュニティバスの運行

の許可を受けることでも対応可能

である。

回答では必ずしも公共交通機関に

よる十分な輸送サービスが確保で

きないとは限らないため、認められ

ないとあるが、要望は一般公共交

通機関では時間が掛かりすぎる

点。又一般タクシーでは金銭的に負

担が大きい点をあげている。この点

を踏まえて対応策を検討されたい。

C

有償で自動車を利用して旅客を運

送する場合には、輸送の安全及び

利用者利便の確保等について運送

主体として当然に果たすべき責務

があり、単に時間がかかりすぎるこ

とや金銭的に負担が大きいといっ

たことを理由に旅客自動車運送事

業の許可に代えて自家用自動車の

有償運送の許可を行うことはできな

い。自家用自動車による輸送を有

償で行うことは、それ自体の必要性

がないということで禁止されている

わけではなく、弊害として生じるタク

シー類似行為から利用者を保護す

るという制度目的がある旨ご理解

頂きたい。

　このため、ご提案の趣旨であれ

ば、許可を取得している旅客自動

車運送事業者に外部委託する方向

で検討していただきたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 243/316
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z1200049 国土交通省
ＳＳ（給油所）に併設する作業場面

積に係る規制の見直し
5063 50630003 11 石油連盟 3

ＳＳ（給油所）に併設する作業場面積に

係る規制の見直し

ＳＳ（給油所）に車両整備工場を併設す

る場合、道路運送車両法により、作業場

面積は「53㎡以上」とすることが定めら

れている。

しかしながら、建築基準法により第1種

ならびに第2種住居地域における整備工

場は、「50㎡以下」にするよう定められて

おり、同地域では、僅か「3㎡」の差異で

車両整備工場を併設したＳＳを展開する

ことができない。

したがって、道路運送車両法上の作業

場面積基準を「53㎡以上」から「50㎡以

上」に引き下げていただきたい。

車検期間の延長等により、自動車ユー

ザーの車両メンテナンスに対する自己管

理意識が高まるなかで、約50,000ヶ所

に及ぶ全国のＳＳネットワークを活用し、

車両整備工場をＳＳに併設することは、

消費者の利便性向上に大きく貢献する

ため、第1種、第2種住居地域において

も、こうした高付加価値型ＳＳを設けられ

るようにしていただきたい。

説明資料

【SS（給油所）に併設する作業場面積に

係る規制の見直し要望】

z1200056 国土交通省
エコミュージアムマイカータクシー特

区
5071 50710002 11

ＮＰＯ名古屋エアーフロント

協会（設立準備中）
2 エコミュージアムマイカータクシー特区

エコミュージアムを運営するＮＰＯの水先

案内人の自家用車をタクシーとして見学

者に提供する。現在規制課改革の制度

に則っとり僻地や福祉の現場で有料でタ

クシー代わりに自家用車が使われてい

るが、エコミュージアムの場合にもＮＰＯ

の水先案内人の自家用車のタクシー化

を認めてほしい。

来年２月に現名古屋空港は定期便が中

部国際空港に一元化される。地盤沈下

する名古屋空港の地域再生の一環とし

て名古屋空港にコアを置くエコミュージア

ムをＮＰＯで構築したい。但し名古屋空

港周辺は交通体系が名古屋市から放射

線状に広がりそれらを横断してサテライ

トをめぐるのは一般公共交通機関では

時間が掛かりすぎる。又一般タクシーで

は多くをめぐるには金銭的に負担が大き

すぎるし心に余裕が持てない。そこで折

角水先案内人をつけるならその自家用

車をタクシー化して金銭的にも時間的に

も有効利用をはかり合理化したい。

訪問者の約１割が水先案内人を利用す

るとのこと（先進地：山形県朝日町の実

績）。但し女性の年配者については足の

問題が大きな課題。自家用を持たない

見学者にとってコアからサテライト、サテ

ライトからサテライトの移動手段を考え

なければならない。一元化を期に現名

古屋空港のアクセス機関は壊滅状態に

なルことが予想されエコミュージアムの

発展のためぜひ実現したい。

日本の先進地：山形県朝日町見学報告

書：添付

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 244/316
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z1200057
警察庁、

国土交通省

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の

見直しについて

【高速道路料金関

係】

道路整備特別措

置法第２条の４、１

１条

道路整備特別措

置法施行令第１の

５、第１の６

【道路運送車両の

保安基準関係】

道路運送車両の

保安基準第１８条

の２・第４１条・第４

４条・第４８条の２

【高速道路料金関係】

高速道路料金の車種区分は、道路

運送車両法等の区分により規定し

ており、普通貨物自動車について

は、道路交通法の区分による車両

総重量８トンを１つの区分としてい

る。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両法では、普通自動車

に対する車両総重量の上限として８

トンという設定は行っていない。保

安基準では､交通事故の発生状況

等に基づき､大型トラックの事故防

止を目的とした一部の規定におい

て､車両総重量８トンを規制対象の

区分としている。

ｂ -

【高速道路料金関係】

高速道路料金の車種区分について

は、「中型運転免許」創設を踏まえ

た道路運送車両法等の関係法令

の改正の動向を見ながら、負担の

公平の観点も踏まえて検討する。

【道路運送車両の保安基準関係】

道路運送車両の保安基準では、事

故実態等を考慮し、様々な基準を

それぞれの基準の趣旨に対応した

規制区分（1.7ｔ、2.5ｔ、3.5ｔ、7ｔ、８ｔ

等）を設けている。このうち車両総

重量８ｔを規制区分としている基準

については、車両総重量が大きくな

るに従って事故の発生割合が大き

くなる傾向にあることから設けてい

るものであり、運転免許の区分と

は、直接関連はしないが、運転免

許制度の改正により、使用実態や

事故実態が変化することも考えられ

ることから、改正後のこれらの実態

を注視し、必要に応じ見直しを行

う。

0

回答では関係法令の改正の動向も

見ながら負担の公平の観点も踏ま

えて検討するとあるが、平成17年

度までに実施される事の可否につ

いて改めて検討されたい。

ｂ -

高速道路料金の車種区分について

は、免許制度における自動車の区

分のみによって決定しているもので

はなく、負担の公平の観点も考慮

し、「中型運転免許」創設に伴う道

路運送車両法等の関係法令の改

正の動向をみながら検討する必要

がある。

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３条第

1項第２号ロ、海上コ

ンテナ用セミトレーラ

連結車に係る取扱い

について（平成１５年

５月９日国土交通省

道路局道路交通管理

課長通達）

道路運送車両の保安

基準第４条の２

特殊車両通行許可に

係る許可限度重量の

特例措置について

（平成１５年３月２０日

国土交通省道路局道

路交通管理課長通

達）

海上コンテナ用セミト

レーラ連結車に係る

取扱いについて（平

成１５年５月９日国土

交通省道路局道路交

通管理課長通知）

道路運送車両法第40

条（道路運送車両の

保安基準第４条の２）

軸重の一般的制限値は１０トン以

下。

フル積載海上コンテナを積載したト

レーラをけん引するトラクタのうち、

エアサスペンションを装着するもの

の駆動軸重は、１１．５トンまで特殊

車両通行許可及び基準緩和の対

象。

ｂ Ⅳ

　エアサスペンションを装着するト

ラクタで、フル積載対応海上コンテ

ナ用トレーラーを牽引するものにつ

いては、自動車産業界等との協力

の下、道路構造物への影響につい

て技術的検討を行った結果、一定

の緩和効果が認められたため、必

要な条件を満たす車両について通

行を許可している。その他の車両

については、車両の構造又は積載

する貨物が特殊でありやむを得な

いと認められ、かつ、海上コンテナ

用トラクタの場合と同様の技術的

検討を行い、一定の緩和効果が認

められた場合には対象とすることが

可能。

0

回答ではその他の車両について

は、車両の構造又は積載する貨物

が特殊でありやむを得ないと認めら

れ、かつ、海上コンテナ用トラクタ

の場合と同様の技術的検討を行

い、一定の緩和効果が認められた

場合には対象とすることが可能とあ

るが、技術的検討の対応スケ

ジュール及び平成17年度までに実

施される事の可否につき示された

い。

ｂ

　エアサス駆動軸重の緩和拡大に

ついては、床版の疲労への影響か

ら長期耐久性に与える影響が極め

て大きいため、車両の構造または

積載する貨物が特殊であることから

軸重１１．５ｔであることがやむを得

ないと認められ、技術的検討を行

い、一定の緩和効果が認められた

場合には、緩和は可能としている。

技術検討は、個別の車両について

行う必要があり、対象となる車両の

構造または積載する貨物が特殊で

あってやむを得ないと認められるか

どうかを含めて、平成１７年度まで

に緩和の可能性について検討を行

う。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 245/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200057
警察庁、

国土交通省

「中型運転免許」創設に伴う各種規

制の見直しについて
5076 50760002 11 （社）全日本トラック協会 2

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の

見直しについて

「中型運転免許」創設に伴う各種規制の

見直し

普通免許→車両重量５トン、車両総重

量８トン

道路交通法改正により、貨物自動車に

係る運転免許制度は、「大型免許」を車

両総重　量１１トン以上とし、同じく５トン

から１１トンを「中型免許」として創設さ

れましたが、運転免許制度の基準と同

様にその他の規制及び有料道路の通行

料金区分等について、「大型」は車両総

重量１１トン以上とするよう見直しをされ

たい。

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5076 50760004 11 （社）全日本トラック協会 4 駆動軸重の軸重規制緩和 駆動軸重の軸重規制緩和 自動車の軸重→最大１０トン

軸重規制については、今般フル積載対

応海コン用トレーラを牽引するトラクタの

うち、必要な条件を満たす２軸トラクタに

ついては、駆動軸重１１．５トン以下まで

認められたところであるが、物流効率化

の促進及び物流コストの低減に資する

観点から、その他同程度の条件を満た

す車両の駆動軸重についても、軸重１０

トン規制を欧州並みの１１．５トンへ引き

上げられたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 246/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和

車両制限令第３条第

1項第２号ロ、海上コ

ンテナ用セミトレーラ

連結車に係る取扱い

について（平成１５年

５月９日国土交通省

道路局道路交通管理

課長通達）

道路運送車両の保安

基準第４条の２

特殊車両通行許可に

係る許可限度重量の

特例措置について

（平成１５年３月２０日

国土交通省道路局道

路交通管理課長通

達）

海上コンテナ用セミト

レーラ連結車に係る

取扱いについて（平

成１５年５月９日国土

交通省道路局道路交

通管理課長通知）

道路運送車両法第40

条（道路運送車両の

保安基準第４条の２）

軸重の一般的制限値は１０トン以

下。

フル積載海上コンテナを積載したト

レーラをけん引するトラクタのうち、

エアサスペンションを装着するもの

の駆動軸重は、１１．５トンまで特殊

車両通行許可及び基準緩和の対

象。

ｂ Ⅳ

　エアサスペンションを装着するト

ラクタで、フル積載対応海上コンテ

ナ用トレーラーを牽引するものにつ

いては、自動車産業界等との協力

の下、道路構造物への影響につい

て技術的検討を行った結果、一定

の緩和効果が認められたため、必

要な条件を満たす車両について通

行を許可している。その他の車両

については、車両の構造又は積載

する貨物が特殊でありやむを得な

いと認められ、かつ、海上コンテナ

用トラクタの場合と同様の技術的

検討を行い、一定の緩和効果が認

められた場合には対象とすることが

可能。

0

回答ではその他の車両について

は、車両の構造又は積載する貨物

が特殊でありやむを得ないと認めら

れ、かつ、海上コンテナ用トラクタ

の場合と同様の技術的検討を行

い、一定の緩和効果が認められた

場合には対象とすることが可能とあ

るが、技術的検討の対応スケ

ジュール及び平成17年度までに実

施される事の可否につき示された

い。

ｂ

　エアサス駆動軸重の緩和拡大に

ついては、床版の疲労への影響か

ら長期耐久性に与える影響が極め

て大きいため、車両の構造または

積載する貨物が特殊であることから

軸重１１．５ｔであることがやむを得

ないと認められ、技術的検討を行

い、一定の緩和効果が認められた

場合には、緩和は可能としている。

技術検討は、個別の車両について

行う必要があり、対象となる車両の

構造または積載する貨物が特殊で

あってやむを得ないと認められるか

どうかを含めて、平成１７年度まで

に緩和の可能性について検討を行

う。

z1200059 国土交通省 ３軸車２５トンまでの規制緩和

道路法第４７条第

１項及び第２項

車両制限令第３条

第１項第２号イ

車両の通行の許

可の手続等を定め

る省令第１条

道路運送車両法

第40条（道路運送

車両の保安基準

第４条）

車両総重量は、車長及び軸距に応

じて最大２５トン。
ｃ －

　車両総重量については、平成５年

度に、車長１１メートル以上及び最

遠軸距７メートル以上の車両は２５

トンまで緩和したところであるが、車

長及び軸距の短い車両について総

重量を緩和した場合には橋梁の単

位面積当たりの荷重が大きくなり、

橋梁に対する影響が極めて大きくな

る。そのため、橋梁を健全な状態で

利用者にサービス提供するために

は、橋梁に対する影響を一定以下

に制限することが必要である。

　例えば、現在の車長１１メートルを

９メートルに緩和した場合、主げたに

対する車両の影響が１．２倍程度以

上に増加すると試算され、この影響

を緩和するためには多くの橋梁の

主げたを短期間に補強する必要が

生じる。その場合には、莫大な費用

（平成５年度以降に２５トン対応の

橋梁補強を行った場合は１橋当た

り６０～８０百万円の費用を要した

事例もあるが、直轄国道の橋長が

１５メートル以上の橋梁は約１万橋

存在）がかかることや、主要な道路

の橋梁の通行止め若しくは通行制

限に伴う渋滞を引き起こすことなど

からその社会的損失は少なくないと

考えられるため、当該規制を緩和す

ることは困難である。

0

貴省回答は１１月に実施した「規制

改革集中受付月間」に係る回答と

同様であるが、その後、引き続き要

望もある事から、見直しの可否につ

いて再検討され、示されたい。

ｃ

　ご要望の規制を緩和するために

は、前回回答のように数多くの橋梁

主桁の補強が必要となり橋梁維持

修繕費の大幅な増加及び主要道路

の通行規制などによる社会的損失

が少なくないと考えられるため、将

来的にも慎重な対応が必要。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 247/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望
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補助
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要望

事項番号

要望事項
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具体的
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（特記事項）

z1200058 国土交通省 駆動軸重の軸重規制緩和 5078 50780046 11 (社)日本経済団体連合会 46

駆動軸重の軸重規制緩和

【新規】

　２軸トラクタの軸重規制について、「２

軸トラクタの駆動軸重に関する試験及び

判定方法」により適合したトラクタについ

ては、フル積載対応海上コンテナけん引

用か否かの別に関係なく、軸重制限を

11.5トンまでとすべきである。

①フル積載対応海上コンテナけん引の２

軸トラクタは、「２軸トラクタの駆動軸重

に関する試験及び判定方法」により適合

した場合、軸重11.5トンまで走行が認め

られている。

②軸重制限の緩和により、物流効率化

の促進及び物流コストの低減が期待で

きる。

　現在、軸重の制限値は、フル積載対応

海上コンテナけん引の２軸トラクタを除

き、「２軸トラクタの駆動軸重に関する試

験及び判定方法」により適合した場合で

も、10トン以下とされている。

z1200059 国土交通省 ３軸車２５トンまでの規制緩和 5076 50760006 11 （社）全日本トラック協会 6 ３軸車２５トンまでの規制緩和 ３軸車２６トンまでの規制緩和
軸重５.５m未満の自動車の車両→総重

量２０トン

公共事業等の建設資材等の運搬を行っ

ているダンプカー、コンクリートミキサー

車等については、輸送の効率化等に資

するため、車長、軸距にかかわらず３軸

車２５トンまでの車両総重量規制の緩和

を図られたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 248/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200060 国土交通省
事業用の土砂等運搬大型自動車に関

する表示番号制度の廃止

土砂等を運搬する

大型自動車による

交通事故の防止

等に関する特別措

置法第３条第２

項、第４条、第６条

土砂等を運搬する大型自動車を使

用する者は、当該車両について表

示番号の指定を受け、また、表示

番号を自動車の外側に見やすいよ

うに表示しなければならない。

c -

運賃負担力の小さいもの等を運搬

する土砂等運搬大型自動車は、速

度制限違反、積載制限違反及び過

労運転を生じやすく、一旦事故を起

こした場合は重大事故となる可能

性が高い。したがって、土砂等を運

搬する大型自動車による交通事故

の防止等に関する特別措置法にお

いては、道路運送法により義務付

けられている使用者等の表示に比

べて、より見やすい表示番号を表

示することにより運転者・使用者の

無謀な運転に対する自戒自粛を促

すこととしている。このため、表示番

号制度の廃止は困難。

貴省回答は１１月に実施した「規制

改革集中受付月間」に係る回答と

同様であるが、その後、引き続き要

望もある事から、見直しの可否につ

いて再検討され、示されたい。

ｃ

土砂等運搬大型自動車に関する表

示番号制度については、引き続き

必要性が認められることから、廃止

は困難である。

z1200061 国土交通省
土砂等運搬大型車に関する積載重量

の自重計の取付け義務の廃止

土砂等を運搬する

大型自動車による

交通事故防止等

に関する特別措置

法第３条第３条第

２項、第４条、第６

条

土砂等を運搬する専ら貨物を運搬

する構造となっている道路交通法

第３条に規定する大型自動車を使

用する者は、技術上の基準に適合

する積載の重量計を当該土砂等運

搬大型車両に取り付けなければな

らないこととなっている。

ｃ -

ダンプカーの過積載は、依然として

厳しい状況にあることから、仮に自

重計の取付義務を廃止する場合に

は、これに変わる過積載防止装置

の備え付けを規定する必要があ

り、現在考えられる装置としては、

過積載を行った場合に走行を不能

にする装置があるものの、自重計よ

り遙かに高額であることから現実的

ではなく、自動車使用者負担増及

び物流コストの増加となることから

自重計の取付義務規定を廃止する

ことは困難である。

貴省回答は１１月に実施した「規制

改革集中受付月間」に係る回答と

同様であるが、その後、引き続き要

望もある事から、見直しの可否につ

いて再検討され、示されたい。

ｃ -

ダンプカーの過積載は、依然として

厳しい状況にあることから、自重計

の取付義務を廃止することは困難

である。

なお、仮に自重計を廃止する場合

には、これに代わる過積載防止装

置の備え付けを規定する必要があ

るが、現在考えられる装置として

は、過積載を行った場合に走行を

不能にする装置があるものの、自

重計より遙かに高額であり、自動車

使用者負担増及び物流コストの増

加となることから現実的ではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 249/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号
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z1200060 国土交通省
事業用の土砂等運搬大型自動車

に関する表示番号制度の廃止
5076 50760007 11 （社）全日本トラック協会 7

土砂等を運搬する大型自動車に係る規

制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規

制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用す

るものは、当該車両について表示番号

の指定を受け、また表示番号を表示し

なければならない。

「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置

法」等に基づく以下の規制について、物

流コストの軽減を図る観点から、早期に

緩和されたい。

（１）営業用貨物自動車には、使用者の

名称等の表示が義務付けらていること

から、二重規制となる営業用ダンプカー

への「表示番号の指定」及び「表示番号

の表示」義務については廃止されたい。

z1200061 国土交通省
土砂等運搬大型車に関する積載重

量の自重計の取付け義務の廃止
5076 50760007 21 （社）全日本トラック協会 7

土砂等を運搬する大型自動車に係る規

制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車に係る規

制の緩和

土砂等を運搬する大型自動車を使用す

るものは、当該車両に積載重量の自重

計を取り付けなければならない。

「土砂等を運搬する大型自動車による

交通事故の防止等に関する特別措置

法」等に基づく以下の規制について、物

流コストの軽減を図る観点から、早期に

緩和されたい。

（２）ダンプカーへの「積載重量の自重

計」の取付け義務については、営業用

については運行管理等により、過積載

違反が大幅に減少している現状に鑑

み、物流コストの低減を図る観点から早

期に廃止されたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 250/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許可

条件（長さ）の緩和

海上コンテナ用セ

ミトレーラ連結車

の橋梁照査式適

合車両の取扱い

について（平成１０

年３月３１日建設

省道路局道路交

通管理課長、建設

省道路局企画課

長通達）

寸法に関する通行条件については

車両の諸元と経路により必要に応

じた通行条件（Ａ～Ｃ条件）を付与

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行

を想定し、この車両が安全かつ円

滑に通行できるよう設計されてお

り、車両制限令によって道路を通行

する車両の寸法、重さ等の最高限

度（一般的制限値）を定め（長さの

場合１２ｍ）、制限しており、一般的

制限値を超える車両については道

路管理者の許可を得て通行するこ

ととなっている。許可にあたっては、

個別に車両の諸元と経路ごとに審

査を行い、長さ１２ｍを超える車両

の通行にあっては、直線部を通行

する場合、又は交差点や曲線部に

おいて対向車線等を侵さずに通行

できる場合は特別の条件を付さな

い、又は徐行（Ｂ条件）で通行が可

能である。しかし、対向車線等を侵

す場合は、徐行、及び前後に誘導

車を配置（Ｃ条件）し、安全な通行

を確保することが必要となる。

　よって、車両の大きさ、経路に関

わらず一律に特別の条件を付さな

い、又は徐行（Ｂ条件）とすることは

困難。

0

回答では直ちにすべての道路にお

いて長さの一般的制限値を引き上

げ、１７ｍまでの長さの車両が徐行

などの通行条件なしに通行すること

を可能とすることは、安全等の観点

から困難とあるが、要望には、セミト

レーラ連結車については、車長１

６．５メートルであって、幅、高さ、重

量が車両制限令の最高限度内であ

れば原則として、Ｂ条件以下での通

行許可条件での包括的な許可とい

う点もあるので、この点についての

具体策を検討され、改めて示された

い。

ｃ

　特殊車両通行許可においては、

車両の諸元と道路の形状について

審査を行い、交差点の右左折時や

曲線部の通行時に対向車線を侵す

場合には徐行及び前後に誘導車を

配置（Ｃ条件）の通行条件を附して

通行を許可している。このため、長

さについて国際海上コンテナを牽

引するトレーラであるか否かによっ

て区別した取扱いはしていない。

z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許可

条件（長さ）の緩和

海上コンテナ用セ

ミトレーラ連結車

の橋梁照査式適

合車両の取扱い

について（平成１０

年３月３１日建設

省道路局道路交

通管理課長、建設

省道路局企画課

長通達）

寸法に関する通行条件については

車両の諸元と経路により必要に応

じた通行条件（Ａ～Ｃ条件）を付与

ｃ －

　道路は一定の諸元の車両の通行

を想定し、この車両が安全かつ円

滑に通行できるよう設計されてお

り、車両制限令によって道路を通行

する車両の寸法、重さ等の最高限

度（一般的制限値）を定め（長さの

場合１２ｍ）、制限しており、一般的

制限値を超える車両については道

路管理者の許可を得て通行するこ

ととなっている。許可にあたっては、

個別に車両の諸元と経路ごとに審

査を行い、長さ１２ｍを超える車両

の通行にあっては、直線部を通行

する場合、又は交差点や曲線部に

おいて対向車線等を侵さずに通行

できる場合は特別の条件を付さな

い、又は徐行（Ｂ条件）で通行が可

能である。しかし、対向車線等を侵

す場合は、徐行、及び前後に誘導

車を配置（Ｃ条件）し、安全な通行

を確保することが必要となる。

　よって、車両の大きさ、経路に関

わらず一律に特別の条件を付さな

い、又は徐行（Ｂ条件）とすることは

困難。

0

回答では直ちにすべての道路にお

いて長さの一般的制限値を引き上

げ、１７ｍまでの長さの車両が徐行

などの通行条件なしに通行すること

を可能とすることは、安全等の観点

から困難とあるが、要望には、セミト

レーラ連結車については、車長１

６．５メートルであって、幅、高さ、重

量が車両制限令の最高限度内であ

れば原則として、Ｂ条件以下での通

行許可条件での包括的な許可とい

う点もあるので、この点についての

具体策を検討され、改めて示された

い。

ｃ

　特殊車両通行許可においては、

車両の諸元と道路の形状について

審査を行い、交差点の右左折時や

曲線部の通行時に対向車線を侵す

場合には徐行及び前後に誘導車を

配置（Ｃ条件）の通行条件を附して

通行を許可している。このため、国

際海上コンテナを牽引するトレーラ

であるか否かによって区別した取扱

いはしていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 251/316
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z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許

可条件（長さ）の緩和
5076 50760010 11 （社）全日本トラック協会 10

セミトレーラ連結車の通行認定許可条

件（長さ）の緩和について

セミトレーラ連結車の通行認定許可条

件（長さ）の緩和について

セミトレーラ連結車車長１６m超→Ｃ条件

での走行規制

要望は国際海上コンテナ貨物（16.5ｍ）

を牽引する場合はＢ条件となっている道

路について、

同じ長さで国際海上コンテナ以外の貨

物を運ぶ場合にＣ条件とする事の見直

しであり、

この点についての具体的な対応策を改

めて検討され、示されたい。

z1200062 国土交通省
セミトレーラー連結車の通行認定許

可条件（長さ）の緩和
5078 50780045 11 (社)日本経済団体連合会 45

セミトレーラー連結車の通行認定許可条

件（長さ）の緩和

【新規】

　セミトレーラ連結車については、車長１

６．５メートルであって、幅、高さ、重量が

車両制限令の最高限度内であれば、輸

送貨物の別に関係なく、Ｂ条件以下で包

括的に通行許可を付与すべきである。

要望は国際海上コンテナ貨物（16.5ｍ）

を牽引する場合はＢ条件となっている道

路について、

同じ長さで国際海上コンテナ以外の貨

物を運ぶ場合にＣ条件とする事の見直

しであり、

この点についての具体的な対応策を改

めて検討され、示されたい。

　現在、セミトレーラ連結車は、海外コン

テナ貨物を輸送する場合を除き、幅、高

さ、重量が車両制限令における最高限

度内であっても、車長が１６メートルを超

えると、走行許可条件がＣ条件とされて

いる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 252/316
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z1200063 国土交通省 高速道路料金の軽減化

道路整備特別措

置法第２条の４、

第７条の４、第７条

の１５、第１１条

道路整備特別措

置法施行令第１条

の５、第１条の６

高速道路の料金については、道路

整備特別措置法第１１条に基づき、

「新設、改築その他管理に要する費

用で政令（施行令第１条の５）で定

めるものを償うものであり、かつ、公

正妥当なものでなければならな

い。」とされている。

ｂ -

現在、別納割引制度の廃止を踏ま

えた新たな制度創設に向け、大口・

多頻度利用者の利便性などの観点

から、また、利用者の意向も把握し

つつ、事業協同組合の取り扱いや

割引率の設定方法も含め幅広く検

討しているところである。

高速自動車国道の料金について

は、公団の民営化までの間にＥＴＣ

の活用等により平均１割程度の料

金の引き下げを行うことに加え、別

納割引制度の廃止を踏まえた更な

る引き下げを行うところである。

0

回答では大口・多頻度利用者の利

便を図る新たな割引制度を検討中

とあるが、平成17年度までに実施さ

れる事の可否について改めて検討

されたい。

a
-

現行の別納割引制度については廃

止するが、大口、多頻度利用者の

利便を図るサービスとして９月を目

途に新たなる制度の内容について

決定し、公表をする予定であり、平

成１７年度春から実施する予定であ

る。

z1200068 国土交通省

バスを基調にした新交通システム

（IMTS）に対する適用規制の見直し

【新規】

動力車操縦者運

転免許に関する省

令

（第３条第１項及び

第２項、第４条第１

項及び第２項）

鉄道に関する技術

上の基準を定める

省令（第８３条）

【運転免許関係】

動力車操縦者運転免許に関する省

令は、輸送の安全を確保するため、

列車等を操縦する係員の操縦に関

する知識、技能等を定めたものであ

る。

【火災対策関係】

　鉄道に関する技術上の基準を定

める省令は、安全な輸送及び安定

的な輸送の確保を図るため、車両

等について技術上の基準を定めた

ものである。

　同省令では、技術上の基準を一

律の仕様で規定せず必要な性能に

着目して規定している。

　これにより、新技術の導入の円滑

化、鉄道事業者の技術的自由度の

向上等を図ることが可能となってい

る。

ｄ

ｄ

磁気誘導式鉄道（IMTS）は、通常、

無人運転とし、運行システムに異常

が発生した場合等に限り有人運転

とすると承知しているが、有人運転

における操縦者の運転免許につい

ては、動力車操縦者運転免許に関

する省令第３条第２項の規定を適

用して、ＩＭＴＳの運行システムに即

した試験を実施することにより、受

験者に対する負担を軽減することと

する。

　車両の火災対策についても、線

区の状況や使用実態が通常の自

動車と同様と認められる車両であっ

て、自動車の火災対策に係る保安

基準に適合しているものは、鉄道に

必要な火災対策の性能に係る基準

にも適合するものとして扱うことが

可能であると考えられる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 253/316
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z1200063 国土交通省 高速道路料金の軽減化 5076 50760011 11 （社）全日本トラック協会 11 高速道路料金の軽減化 高速道路料金の軽減化
別納割引制度の廃止→平成１６年度中

に新たな割引制度の創設

規制改革・民間解放３カ年計画におけ

る措置事項として、別納割引制度の廃

止に伴い平成１６年度を目途に高速道

路において大口・多頻度利用者に対す

る、ＥＴＣ利用を前提とした新たな割引制

度を創設するとされているが、その際

は、事業協同組合の利用を含め同等の

割引制度を創設されたい。また、我が国

の高速道路料金は、世界に例を見ない

高水準となっていることから、高速道路

通行料金を大幅に引下げられたい。

z1200068 国土交通省

バスを基調にした新交通システム

（IMTS）に対する適用規制の見直し

【新規】

5078 50780047 11 (社)日本経済団体連合会 47

バスを基調にした新交通システム

（IMTS）に対する適用規制の見直し

【新規】

①バスを基調にした新しい交通システム

に対する適用規制を整備すべきである

（運送事業法および技術基準等の策

定）。

②基本的には鉄道事業法等の適用を原

則とする場合でも、少なくとも不合理な規

制に関しては、特例措置を講ずる等、適

用規制を見直すべきである。

①バス車両をベースとした交通システム

に鉄道法規を適用しているため、車両構

造・運転取扱い等の点で実態にそぐわ

ない面があり、新しい交通システム普及

の障害となる。

例）

・天然ガスを燃料としたバスベースの車

両の場合でも、鉄道事業法では内燃機

関という位置付けになり、運転手に

ディーゼル機関車の免許が必要となる。

・車両の構造基準の中で、防火対策が

鉄道とバスで異なっており、バスベース

の車両の場合でも厳しい鉄道基準が適

用される。

②公共交通の普及により、渋滞・交通事

故・環境負荷低減が期待できる。

　海外のみならず国内でも、鉄道系と自

動車系の中間に位置するような、自動運

転バス車両をベースとした新しく廉価な

中距離・中量輸送システムが出現してき

ている。しかしながら、わが国の現状で

は、これに対応する適当な法規がなく、

従来からの鉄道系の法規を適用してい

るため、不合理な規制が生じている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 254/316
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z1200069 国土交通省
引火性危険物積載船に係わる規制の

緩和

港則法第６条、第

２３条

大型液化ガスタン

カー及び大型液化

ガスタンカーバー

スの安全防災対

策（昭和60年８月

27日、保警安第

114号　保警防第

53号）

①船舶が特定港において危険物の

荷役を行う場合には、港長の許可

を受けなければならないこととなっ

ている。夜間着桟については、危

険物荷役許可に際して考慮してい

るところである。

②函館港、京浜港、大阪港、神戸

港、関門港、長崎港及び佐世保港

への夜間入港に際しては、港長の

許可を受けなければならない。

Ｃ －

①②夜間は、昼間に比べて周囲の

把握が困難であり、操船上の危険

性が高く、事故が発生した場合の

初動対応の不備も懸念されるた

め、昼間以上の安全対策が必要で

ある。また、個々の港、バースによ

り、船舶通行実態やバースの配置

等が異なるため、これらを考慮に入

れた安全対策を検討する必要があ

る。したがって、引火性危険物積載

船の夜間着桟を実施するために

は、個々のバースにおいて、夜間

の照明、有効な操船支援及び航行

援助施設、必要な防災設備等につ

いて、詳細に検討していただき、当

該検討に基づく安全対策・体制を整

えていただく必要がある。

現行制度上、危険物積載船の夜間

入港・夜間着桟は原則的には禁止

され、港長の許可などがある場合

に例外的に認められるとされている

ため、港長が許可を出すことに萎縮

的となっており、実質上、許可され

ないことが多い。そこで、昨今の船

舶性能、航行技術、安全防止装置

や航路監視システム等の進捗を鑑

み、夜間入港・着桟を原則可能と

し、港長の判断により、場合によっ

ては禁止するという制度設計などを

検討されたい。

Ｃ ー

引火性危険物積載船の夜間着桟

については、各港のバースごとある

いは船舶ごとに状況が異なること

から、一律の安全対策を策定する

ことは困難であるが、

個々の港、事業毎に地域特性等を

加味した安全防災対策を事業者等

において検討頂き、安全上支障が

ないと確認できる場合には、現行

制度においても、夜間入港・夜間着

桟は可能としているところである。

なお、個々の港、バースにおいて、

安全対策・体制を検討する際には、

港長は協力していく所存である。

z1200070 国土交通省
内航海運暫定措置事業の適用期間の

明示と早期終了

内航海運組合法

第８条、第12条、

第57条

内航海運暫定措

置事業規程第30

条

　内航海運暫定措置事業は、スク

ラップ・アンド・ビルド方式による船

腹調整事業の解消により、事実上

の経済的価値を有していた引当資

格が無価値化する経済的影響を考

慮したソフトランディング施策である

とともに、内航海運の構造改革を推

進する観点から、船腹需給の適正

化と競争的市場環境の整備を図る

ための事業である。同事業は、平成

10年5月に導入されているが、その

際、船舶の平均的使用期間と暫定

措置事業の収支を踏まえ、解撤等

交付金の交付を15年間実施し収支

相償った時点で終了することとして

いる。

ｃ ―

①　内航海運暫定措置事業は、収

支相償った時点で終了することと

なっており、今後の建造納付金額

及び解撤交付金申請額が不明であ

る現時点においては、同事業の適

用期間の明示は不可能である。

②　また、早期に同事業を終了した

場合、現時点ではソフトランディン

グ施策としての役割が未だ果たせ

ていないことに加え、船腹需給の適

正化と競争的市場環境の整備を通

じた内航海運の構造改革が進展し

ないこととなる。

③　更に、同事業を途中で終了した

場合、内航海運業者間の公平性の

確保の問題が発生するとともに、同

事業に係る残存債務の処理の問題

を生じさせることとなる。

同事業は、総交付金の収支が相

償った時点で解消することとなって

いるが、建造に際して多額の納付

金を支出しなければならないため、

多数の解撤に対して建造が極端に

少ないという悪循環に陥っており、

事業解消時期の目処が立っていな

い。暫定的な事業でありながら、そ

の終了予定を示せないということ

は、結局、同事業の行き詰まりを証

明していることに他ならない。同事

業終了に向けた建設的な議論をす

べきである。ついては、①内航海運

暫定措置事業の早期終了に向けた

取り組みについて具体的に示され

たい。

②当該取り組みを踏まえた実施時

期の明確化の可否について再検討

され、実施時期を示されたい。

C -

①　内航海運暫定措置事業につい

ては、１５年間の解撤交付金等総

額及び建造納付金総額の収支が

相償った時点で終了することとされ

ており、船舶建造に対する納付金

徴収が早期に終了するよう、交付

金の額（単価)を毎年逓減（事業開

始時の交付金：㌧当たり１１万円→

現在：同８．１万円。約３割低下)さ

せ、交付金総額の圧縮を図るととも

に、事業に係る資金調達の一部に

政府保証を行うことによる金利負担

の軽減を行っているところである。

② ①を踏まえても、今後の解撤交

付金額及び建造納付金額が不明で

ある以上、内航海運暫定措置事業

の適用期間の明示は困難である。

なお、これは、解撤や建造の量の

多寡によるものではなく、１５年間の

交付金等総額及び船舶の建造量

があらかじめ特定できないという本

来的な要因によるものであり、本事

業の行き詰まりを証明しているもの

でもなく、また本事業が恒久的に続

くことを意味するものでもない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 255/316
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z1200069 国土交通省
引火性危険物積載船に係わる規制

の緩和
5078 50780049 11 (社)日本経済団体連合会 49

引火性危険物積載船に係わる規制の緩

和

①夜間着桟については、投光機の使用

等、一定の条件のもとで日没後の着桟

を許可すべきである。

②外航タンカーの夜間入港についても、

夜間入港安全対策の事前提示による包

括許可を認めるべきである。

①現行、日没後の離桟については許可

されていることから、桟橋の夜間照明設

備等一定の条件を満たすことを条件に、

日没後の着桟についても可能とすること

で、桟橋利用の効率化や、船舶運航の

効率化が図られ、わが国港湾の国際競

争力向上も期待できる。

②外航タンカーの夜間入港について

は、次の安全対策改善に向けた多方面

からの取組みにより、対応可能と考え

る。オイルタンカーの船舶構造変化（ダ

ブルハル化）、レーダー装置等安全確

保・危険防止装置の発達、GPS装置等

船舶位置確認装置の精度・性能向上

ISMコード導入による船舶安全管理の向

上、桟橋照明設備の改善　等。

③船舶運航効率化による必要船舶の減

少により、将来の船員不足対策となるほ

か、引火性危険物積載船の湾内停泊時

間を短縮でき、港湾の安全対策に資す

る。

①引火性危険物積載船については、平

成７年度より一定の基準を満たしていれ

ば、日没後の荷役開始が可能になった

が、日没後の着桟は禁止されている。

②外航タンカーの夜間入港についても、

引火性危険物積載船については、事前

提示による包括許可が認められていな

い。

z1200070 国土交通省
内航海運暫定措置事業の適用期

間の明示と早期終了
5078 50780050 11 (社)日本経済団体連合会 50

内航海運暫定措置事業の適用期間の

明示と早期終了

　内航海運暫定措置事業の適用期間を

明示し、できる限り早期に終了させるこ

とにより、内航海運業の自由化を促進す

べきである。

①Ｓ＆Ｂによる船腹調整に代わり、内航

海運暫定措置事業が導入されたが、建

造者は建造等納付金の費用負担があ

り、新船建造コスト負担が大きい。わが

国産業の国際競争力を強化する観点か

らも、当該暫定措置事業を早期に終了さ

せ、新船建造に係るコストアップを抑制

する必要がある。

②近代化への早期転換により、輸送効

率の向上が期待できる。

　内航海運暫定措置事業は、船腹調整

事業の解消に伴い、引当資格が事実上

無価値化することによる経済的悪影響

を考慮し、1998年５月に導入された。同

事業は、船舶を解撤する事業者に交付

金を交付するとともに、新たに船舶を建

造する事業者から納付金を納付させ、

交付金の原資とすること等を内容とする

ものである。

1999年３月の規制緩和推進３か年計画

において、「できるだけ短い一定期間に

限って当暫定措置事業を導入する」旨

が明記されているが、暫定措置事業事

業規程には、具体的な適用期間が明示

されていない。また、2002年４月にとり

まとめられた「次世代内航海運ビジョ

ン」において、同事業についてはシンデ

レラプロジェクトの実施、運営方法の見

直し等を円滑かつ着実に実施していくこ

とが必要とされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 256/316
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z1200071 国土交通省 中型航空機の事業運航基準の見直し

航空法令等において、航空運送事

業者に対して課せられている運航

上の安全基準は、原則として当該

航空機の最大離陸重量が5.7t（回

転翼機にあっては9.08t）を境に異

なるものとなっている。

c

航空法令等で定める技術上の基準

は、国際民間航空条約附属書に定

める国際標準に準拠したものである

が、当該国際標準では航空運送事

業の航空機の最大離陸重量5.7ｔ

（回転翼機にあっては9.08t）で安全

基準の区分けがなされている。した

がって、国際標準との整合性を維

持する観点から、運航基準の区分

を含めた安全規制の見直しを行うこ

とは困難。

わが国航空法令が国際標準に準

拠しているため、運航基準の見直し

が困難とされているが、同標準を

踏まえつつも、実態に即した基準の

細分化を図ることは、国際標準の

趣旨に反するものではないと考えら

れる。経済的な効率性や、ビジネス

チャンスの拡大という観点を踏ま

え、実態に即した基準の細分化を

検討すべきある。

c

前回回答したとおり、我が国の航

空法令等で定める技術上の基準

は、国際標準に準拠しているもので

あるため、そもそも当該国際標準と

は異なる形での基準の細分化は困

難である。なお、上記安全規制以

外の規制（利用者保護規定等）に

ついては、５．７ｔを境に異なる基準

を設定する合理性がないため、最

大離陸重量にかかわらず、同一の

基準が適用されている。

z1200020

法務省、財務省、

厚生労働省、農林

水産省、経済産業

省、国土交通省

輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 港則法

港内における船舶交通の安全及び

港内の整とんを図るため、特定港に

入出港等する船舶は、港則法に基

づいた各種申請等を港長に対して

行わなければならない。

　港湾の適切な運営・管理のため、

港湾に入出港等する船舶は、条例

等に基づいた各種申請等を港湾管

理者に対して行わなければならな

い。

b

１．手続の見直しについては、規制

改革・民間開放推進3か年計画に

おいて、シングルウィンドウ化の成

果と問題点を踏まえ、申請手続や

申請書類の徹底した省略、簡素化

を図り、速やかにワンストップサー

ビスの一層の推進を図ることとして

おり、関係者の意見をふまえて、業

務・システムの最適化計画を平成

17年度末までのできる限り早期に

策定するよう、関係府省と検討を進

めているところである。

２．また、手続の簡素化、国際標準

への準拠の一環として、外国船舶

の入出港に関する手続や必要書類

の簡易化を図ることを内容とする

「国際海運の簡易化に関する条約

（仮称）（FAL条約）」の平成16年度

中の批准に向け関係省庁は一体と

なって取り組んでいるところである。

業務・システムの最適化計画の策

定を平成16年度までに実施するこ

との可否について改めて検討され、

実施時期を明確化されたい。16年

度中に策定困難とされる理由あら

ば具体的に示されたい。

b

　輸出入及び港湾・空港手続関係

業務の最適化計画については、平

成16年度に税関システム等のレガ

シーシステム刷新可能性調査の結

果と連動した形で、適宜パブリック

コメント等を通じて利用者の意見を

聴取しつつ、平成16年度中に見直

し方針を策定し、平成17年度末ま

でのできる限り早期に最適化計画

を策定するという工程で、関係府省

と連携して検討作業を進めていると

ころである。作業工程を考慮する

と、平成16年度中に最適化計画を

策定することは困難であるが、平成

17年度末までのできる限り早期に

策定すべく努力したい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 257/316
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z1200071 国土交通省
中型航空機の事業運航基準の見

直し
5078 50780052 11 (社)日本経済団体連合会 52 中型航空機の事業運航基準の見直し

　事業運航基準について、飛行機の重

量･座席数･運航目的によって細分化し､

より運航実態に則したものに早急にすべ

きである。例えば、事業運航基準の区分

を5.7トンから搭乗者数20人へ変更する

とともに、これに伴う関連規定（着陸距離

の緩和など）を見直す、などの措置が必

要である。

①陸上交通に於いては、路線バス･貸切

バス･タクシーと区分されているが、航空

交通についても、ビジネスチャンスの拡

大、経済の活性化という観点から、同様

に実態に則した区分けが必要である。

②中型飛行機の事業運航の特性や内

容に則した事業基準を講じなければ、中

型飛行機事業の将来的発展が望めな

い。

　現在､飛行機の航空運送事業運航基

準は、最大離陸重量5.7トン以上のもの

については単一の基準しかない。このた

め、ビジネスジェット機等の中型飛行機

も、大型旅客機と同等の運航基準を求

められる為、制約が多く支障を来たして

いる。

z1200020

法務省、財務

省、厚生労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通省

輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5078 50780048 11 (社)日本経済団体連合会 48 輸出入・港湾諸手続の簡素化促進

　2003年7月に、輸出入・港湾関連手続

のシングルウィンドウシステムが供用開

始されたが、現行の申請書類の徹底し

た簡素化など、電子化に先立って行うべ

き輸出入・港湾諸手続全般の業務改革

（BPR）については未だ不十分である。

　ワンストップサービスの実現に当たって

は、まず、（1）民間事業者の意見聴取に

基づき、提出の必要性が疑われる申請

を徹底的に抽出すること、（2）申請の中

で削除できる項目を可能な限り削除す

ること、（3）省庁間での共通項目を標準

化、統一化すること、が必要不可欠であ

る。その上で、全ての手続きを統合し、１

回の入力・送信で複数の申請を可能と

するシステムの整備に向け、全関係省

庁は強力な連携・協議を重ねて取り組

むべきである。

　例えば、シングルウィンドウ化により、

複数の官庁で共通する手続について同

時に送信することが可能となったもの

は、入・出港届等、ほんの一握りに過ぎ

ず、従来通り各省庁ごとの手続や紙

ベースでの手続が残されているのが現

状である。

　従って、シングルウィンドウシステムが

運用開始されたものの、現状では真の

ワンストップサービスにはなっておらず、

輸出入・港湾諸手続の簡素化、物流効

率化、ひいては産業競争力強化の支障

となることが懸念される。

　港湾・輸出入手続に関係する各省庁

の協力のもと、2003年７月から港湾・輸

出入手続のシングルウィンドウシステム

が運用を開始したが、これは単に既存

のシステムが接続されただけのものであ

り、予てより産業界が要望してきた諸手

続の見直しおよび簡素化を反映したも

のとはなっていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 258/316
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z1200020

法務省、財務省、

厚生労働省、農林

水産省、経済産業

省、国土交通省

輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 港則法

港内における船舶交通の安全及び

港内の整とんを図るため、特定港に

入出港等する船舶は、港則法に基

づいた各種申請等を港長に対して

行わなければならない。

　港湾の適切な運営・管理のため、

港湾に入出港等する船舶は、条例

等に基づいた各種申請等を港湾管

理者に対して行わなければならな

い。

b

１．手続の見直しについては、規制

改革・民間開放推進3か年計画に

おいて、シングルウィンドウ化の成

果と問題点を踏まえ、申請手続や

申請書類の徹底した省略、簡素化

を図り、速やかにワンストップサー

ビスの一層の推進を図ることとして

おり、関係者の意見をふまえて、業

務・システムの最適化計画を平成

17年度末までのできる限り早期に

策定するよう、関係府省と検討を進

めているところである。

２．また、手続の簡素化、国際標準

への準拠の一環として、外国船舶

の入出港に関する手続や必要書類

の簡易化を図ることを内容とする

「国際海運の簡易化に関する条約

（仮称）（FAL条約）」の平成16年度

中の批准に向け関係省庁は一体と

なって取り組んでいるところである。

業務・システムの最適化計画の策

定を平成16年度までに実施するこ

との可否について改めて検討され、

実施時期を明確化されたい。16年

度中に策定困難とされる理由あら

ば具体的に示されたい。

b

　輸出入及び港湾・空港手続関係

業務の最適化計画については、平

成16年度に税関システム等のレガ

シーシステム刷新可能性調査の結

果と連動した形で、適宜パブリック

コメント等を通じて利用者の意見を

聴取しつつ、平成16年度中に見直

し方針を策定し、平成17年度末ま

でのできる限り早期に最適化計画

を策定するという工程で、関係府省

と連携して検討作業を進めていると

ころである。作業工程を考慮する

と、平成16年度中に最適化計画を

策定することは困難であるが、平成

17年度末までのできる限り早期に

策定すべく努力したい。

z1200031

警察庁、総務省、

財務省、国土交通

省

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続の電子化の早期実現

等

①道路運送車両

法第7条、第12

条、第13条、第15

条、第59条、第62

条、第97条の2第

1項、②地方税法

第699条の11③地

方税法第151条、

第151条の2、第

152条④自動車重

量税法第8条、第

10条、第10条の

2⑤自動車の保管

場所の確保等に

関する法律第4

条、第5条、第6

条、第7条、第13

条⑥自動車損害

賠償保障法第9条

⑦道路運送車両

法第22条及び平

成13年11月6日付

け国自管61号通

達「登録事項等証

明書交付請求者

及び自動車検査

証再交付申請者

等に対する本人確

認の実施につい

て」

自動車保有関係手続は、自動車の

検査・登録を受けるために、運輸支

局等の他、市役所等、警察署、都

道府県税事務所等、それぞれの行

政機関に出向いて手続を行う必要

がある。

ｂ

①自動車保有に関する手続（検査・登

録、保管場所証明、自動車関係諸税等

の納付等）のワンストップサービスによ

る電子化については、道路運送車両法

等を改正する法律が平成１６年５月に公

布されたところであり、平成１７年１２月に

はシステム稼動を開始することとしてい

る。このワンストップサービス化によっ

て複数の行政機関に出向くことなく、各

行政機関への手続が一括して行えるこ

ととなり記入事項の一本化等、申請手続

の合理化が図られることとなる。その

際、入力項目を集約した申請画面や税・

手数料のまとめ払いの機能を持たせる

こととしている他、代行申請や申請自体

もまとめて行うための機能についても設

ける方向で検討するなど、大量に自動

車を保有する方にも配意したシステム

構築を行っているところ。

　なお、軽自動車については、登録車の

ワンストップサービス化の進展状況等

を見ながら関係機関と調整を行うことと

しているが、ワンストップサービス化す

る際には、申請者負担の軽減が図られ

るようにする方向で検討している。

⑥自賠責保険の付保確認は電子的に

行う方向で検討している。

⑦登録事項等証明書に関する手続きの

電子化については、平成１６年度中を目

途に、利便性の向上や個人情報の保護

等の観点から検討する。

①要望者は添付資料記載事項に

ついての電子化も要望しており、当

該項目の電子化について、平成17

年度までに措置することの可否に

ついて、その理由も含めて回答され

たい。

②軽自動車に係るワンストップサー

ビス化について、登録者のワンス

トップサービス化と同じ時期に実施

することの可否について、その理由

も含めて回答されたい。

　①すべての関係機関にまたがるワンストッ

プサービスの基本的な手続であり、ワンストッ

プ化による申請者の利便性向上の効果も大

きい新車の新規登録（型式指定車）を対象と

して平成１７年１２月から自動車保有関係手続

のワンストップサービスを稼動させることとし

ており、これにより、各種税の納付手続の電

子化や保管場所証明手続の電子化等が可能

となる。その他の対象手続の電子化について

は、システムの安定稼動や関係機関の対応状

況等を勘案して、平成２０年を目途に段階的

にワンストップサービス化を進めることとして

いる。

②軽自動車についてワンストップサービス化

する際には、軽自動車検査協会でワンストッ

プサービスに対応したシステムを構築する必

要がある。また、全国で３，０００団体を超え

る市町村の中には、電算化していない市町村

もあり、電算化している市町村もそれぞれが

独自に異なるシステムを構築し課税事務を

行っているためにそれぞれのシステムをワン

ストップサービスに対応させるため改修など

の対応が必要である。さらに、市町村は人口

規模・軽自動車の台数等の実態に大きく差異

があるため、ワンストップサービスの運用に

係る経費等を考え、軽自動車税収入額に対

するコストを低くするためにも、登録自動車で

の進捗状況や安定状況を踏まえてから調整

することとしているところである。以上により、

登録車と同時期の実施は不可能である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 259/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200020

法務省、財務

省、厚生労働

省、農林水産

省、経済産業

省、国土交通省

輸出入・港湾諸手続の簡素化促進 5031 50310003 11 社団法人日本船主協会 3 港湾・輸出入手続き等の一層の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象と

して、申請の必要性が失われたもの、申

請の中で削除できる項目、さらに省庁間

に共通する項目の標準化、統一化でき

るものを抽出した上で、申請手続を徹底

的に削減・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾諸手

続のシングルウィンドウ化が関係省庁に

より実現されてはいるが、実態は各種

申請・手続の見直しや簡素化がなされ

ず、単に既存のシステムが接続されただ

けのものであるため、利便性の向上には

結びついていない。従って、全ての関連

手続を対象として、申請の必要性が失

われたもの、申請の中で削除できる項

目、更に省庁間に共通する項目の標準

化、統一化できるものを抽出した上で、

申請手続きを徹底的に削減・簡素化す

ることを要望する。

z1200031

警察庁、総務

省、財務省、国

土交通省

自動車の生産・販売・流通に伴って

必要となる諸行政手続の電子化の

早期実現等

5039 50390034 11 社団法人 リース事業協会 34

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続の電子化の早期実現

等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続（検査・登録～国、車

庫証明・納税～地方、自賠責保険確認

～国）等の電子化は、規制改革推進3ヵ

年計画において、平成17年を目標に稼

動開始（平成15年目途に一部地方公共

団体で試験運用）となっているが、これ

を実現するため、添付資料記載の事項

を含め早急に検討・具体化していくこと。

なお、試験運用を行う際、大量の自動車

を所有するリース会社の事務手続等を

考慮して、その運用に当たっての検討等

を行うこと。

 電子化により、申請項目の共通化・統

一化と申請に必要な添付書類の削減化

ができれば、自動車関連業界の生産・

販売・流通に係わる申請及び手続代行

コストは大幅に軽減され、その軽減分を

直接部門へ投入することで新たな自動

車リース市場の開拓が促進され、経済

活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、そ

の手続を申請もしくは代行申請をする自動車

関連業界（自動車リース業界も含む）に多大

な負担を強いている。また、リース会社の税

の申告・納付事務等は膨大であり、これらの

事務作業の効率化、円滑化の観点から、電子

化（書式の全国統一化）を図る必要があると

考えられる。 電子化の検討に際しては、利用

者の意見を充分に反映させることによって、

電子化による混乱等が生じないよう配慮す

る必要がある。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 260/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の
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措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200031

警察庁、総務省、

財務省、国土交通

省

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続の電子化の早期実現

等

①道路運送車両

法第7条、第12

条、第13条、第15

条、第59条、第62

条、第97条の2第

1項、②地方税法

第699条の11③地

方税法第151条、

第151条の2、第

152条④自動車重

量税法第8条、第

10条、第10条の

2⑤自動車の保管

場所の確保等に

関する法律第4

条、第5条、第6

条、第7条、第13

条⑥自動車損害

賠償保障法第9条

⑦道路運送車両

法第22条及び平

成13年11月6日付

け国自管61号通

達「登録事項等証

明書交付請求者

及び自動車検査

証再交付申請者

等に対する本人確

認の実施につい

て」

自動車保有関係手続は、自動車の

検査・登録を受けるために、運輸支

局等の他、市役所等、警察署、都

道府県税事務所等、それぞれの行

政機関に出向いて手続を行う必要

がある。

ｂ

①自動車保有に関する手続（検査・登

録、保管場所証明、自動車関係諸税等

の納付等）のワンストップサービスによ

る電子化については、道路運送車両法

等を改正する法律が平成１６年５月に公

布されたところであり、平成１７年１２月に

はシステム稼動を開始することとしてい

る。このワンストップサービス化によっ

て複数の行政機関に出向くことなく、各

行政機関への手続が一括して行えるこ

ととなり記入事項の一本化等、申請手続

の合理化が図られることとなる。その

際、入力項目を集約した申請画面や税・

手数料のまとめ払いの機能を持たせる

こととしている他、代行申請や申請自体

もまとめて行うための機能についても設

ける方向で検討するなど、大量に自動

車を保有する方にも配意したシステム

構築を行っているところ。

　なお、軽自動車については、登録車の

ワンストップサービス化の進展状況等

を見ながら関係機関と調整を行うことと

しているが、ワンストップサービス化す

る際には、申請者負担の軽減が図られ

るようにする方向で検討している。

⑥自賠責保険の付保確認は電子的に

行う方向で検討している。

⑦登録事項等証明書に関する手続きの

電子化については、平成１６年度中を目

途に、利便性の向上や個人情報の保護

等の観点から検討する。

①要望者は添付資料記載事項に

ついての電子化も要望しており、当

該項目の電子化について、平成17

年度までに措置することの可否に

ついて、その理由も含めて回答され

たい。

②軽自動車に係るワンストップサー

ビス化について、登録者のワンス

トップサービス化と同じ時期に実施

することの可否について、その理由

も含めて回答されたい。

　①すべての関係機関にまたがるワンストッ

プサービスの基本的な手続であり、ワンストッ

プ化による申請者の利便性向上の効果も大

きい新車の新規登録（型式指定車）を対象と

して平成１７年１２月から自動車保有関係手続

のワンストップサービスを稼動させることとし

ており、これにより、各種税の納付手続の電

子化や保管場所証明手続の電子化等が可能

となる。その他の対象手続の電子化について

は、システムの安定稼動や関係機関の対応状

況等を勘案して、平成２０年を目途に段階的

にワンストップサービス化を進めることとして

いる。

②軽自動車についてワンストップサービス化

する際には、軽自動車検査協会でワンストッ

プサービスに対応したシステムを構築する必

要がある。また、全国で３，０００団体を超え

る市町村の中には、電算化していない市町村

もあり、電算化している市町村もそれぞれが

独自に異なるシステムを構築し課税事務を

行っているためにそれぞれのシステムをワン

ストップサービスに対応させるため改修など

の対応が必要である。さらに、市町村は人口

規模・軽自動車の台数等の実態に大きく差異

があるため、ワンストップサービスの運用に

係る経費等を考え、軽自動車税収入額に対

するコストを低くするためにも、登録自動車で

の進捗状況や安定状況を踏まえてから調整

することとしているところである。以上により、

登録車と同時期の実施は不可能である。

z1200033 国土交通省 自動車登録情報の電子的開示について

道路運送車両法

第22条

国土交通省自動

車交通局技術安

全部　平成１３年１

１月６日付通達名

称：「登録事項等

証明書交付請求

者及び自動車検

査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につ

いて」

　登録事項等証明書は、何人も、国

土交通大臣に対し、その書面での

交付を請求できることとされてい

る。

　なお、自動車盗難防止等の観点

から、平成１３年１２月３日から、全

国の陸運支局及び自動車検査登

録事務所において、登録事項等証

明書の交付請求者及び自動車検

査証の再交付申請者等に対して、

運転免許証の提示を求める等によ

り、本人確認を実施することとした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手続

きの電子化については、平成１６年

度中を目途に、利便性の向上や個

人情報の保護等の観点から検討す

る。

要望者から、「平成16年度中を目

途」ではなく、「平成16年度中に速

やか」にご検討をお願いしたい。」

との再要望が出されていることを踏

まえ、検討開始時期の明示、前倒

しについて検討のうえ、回答された

い。また、結論時期の明示、前倒し

についてもご回答いただきたい。

ｂ Ⅰ

登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、利便性の向

上や個人情報の保護等の観点から

検討し、１６年度中を目途に検討結

果をとりまとめる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 261/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項
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要望
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要望
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要望事項
（事項名）
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実施内容

要望理由
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（特記事項）

z1200031

警察庁、総務

省、財務省、国

土交通省

自動車の生産・販売・流通に伴って

必要となる諸行政手続の電子化の

早期実現等

5040 50400032 11 オリックス 32

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続の電子化の早期実現

等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要

となる諸行政手続（検査・登録～国、車

庫証明・納税～地方、自賠責保険確認

～国）等の電子化は、規制改革推進3ヵ

年計画において、平成17年を目標に稼

動開始（平成15年目途に一部地方公共

団体で試験運用）となっているが、これ

を実現するため、添付資料記載の事項

を含め早急に検討・具体化していくこと。

なお、試験運用を行う際、大量の自動車

を所有するリース会社の事務手続等を

考慮して、その運用に当たっての検討等

を行うこと。

電子化により、申請項目の共通化・統一

化と申請に必要な添付書類の削減化が

できれば、自動車関連業界の生産・販

売・流通に係わる申請及び手続代行コ

ストは大幅に軽減され、その軽減分を直

接部門へ投入することで新たな自動車

リース市場の開拓が促進され、経済活

性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないた

め、その手続を申請もしくは代行申請を

する自動車関連業界（自動車リース業

界も含む）に多大な負担を強いている。

また、リース会社の税の申告・納付事務

等は膨大であり、これらの事務作業の効

率化、円滑化の観点から、電子化（書式

の全国統一化）を図る必要があると考え

られる。 電子化の検討に際しては、利

用者の意見を充分に反映させることに

よって、電子化による混乱等が生じない

よう配慮する必要がある。

z1200033 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示に

ついて
5039 50390036 11 社団法人 リース事業協会 36 自動車登録情報の電子的開示について

自動車登録情報について、所有者に限

定して、電子的に開示すること

リース会社が自動車登録情報を活用す

ることにより、自動車に係る環境対策・

安全対策等の公益の増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」

（平成16年3月19日閣議決定）におい

て、利便性の向上、個人情報の保護の

観点からその方法、範囲について検討

し、結論を得る（平成17年度中）とされ

ている。個人情報の保護の観点につい

ては、所有者自身が電子的な情報開示

を望んでいること、使用者については、

例えば、リース契約と同時にユーザー＝

使用者本人の同意を得ることができる

など懸念は極めて少ないと考えられる。

また、本件が「自動車ワンストップサービ

スシステム」の機能の一つとして盛り込

まれることにより、「自動車ワンストップ

サービスシステム」の利便性がさらに向

上すると思われる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 262/316
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z1200033 国土交通省 自動車登録情報の電子的開示について

道路運送車両法

第22条

国土交通省自動

車交通局技術安

全部　平成１３年１

１月６日付通達名

称：「登録事項等

証明書交付請求

者及び自動車検

査証再交付請求

者等に対する本人

確認の実施につ

いて」

　登録事項等証明書は、何人も、国

土交通大臣に対し、その書面での

交付を請求できることとされてい

る。

　なお、自動車盗難防止等の観点

から、平成１３年１２月３日から、全

国の陸運支局及び自動車検査登

録事務所において、登録事項等証

明書の交付請求者及び自動車検

査証の再交付申請者等に対して、

運転免許証の提示を求める等によ

り、本人確認を実施することとした。

ｂ Ⅰ

　登録事項等証明書に関する手続

きの電子化については、平成１６年

度中を目途に、利便性の向上や個

人情報の保護等の観点から検討す

る。

要望者から、「平成16年度中を目

途」ではなく、「平成16年度中に速

やか」にご検討をお願いしたい。」

との再要望が出されていることを踏

まえ、検討開始時期の明示、前倒

しについて検討のうえ、回答された

い。また、結論時期の明示、前倒し

についてもご回答いただきたい。

ｂ Ⅰ

登録事項等証明書に関する手続き

の電子化については、利便性の向

上や個人情報の保護等の観点から

検討し、１６年度中を目途に検討結

果をとりまとめる。

z1200006 国土交通省
建設業許可の基準となる経営業務の管

理責任者の実務経験規定の緩和

建設業法第7条第

1号

「建設業法第7条

第1号イに掲げる

者と同等以上の能

力を有する者を定

める件」（昭和47

年建設省告示第

351号）

許可の基準として、建設業の許可

を受けようとする者が法人である場

合には常勤の役員のうち一人が、

また、個人である場合には本人又

はその支配人のうち一人が、次の

いずれかに該当することが必要で

ある旨規定している。

①許可を受けようとする建設業に

関し５年以上の経営業務の管理責

任者としての経験を有していること

②国土交通大臣が①に掲げるもの

と同等以上の能力を有するものと

認定した者

ｃ

建設業法上の許可要件については

建設業を営む際の最低基準を定め

ているところであり、経営業務の管

理責任者については、適正な建設

業の経営を期待するには、少なくと

も、建設業の経営業務についての

経験を少なくとも５年（又は７年）以

上有するものが役員のうち最低一

人は必要であると考えられるため、

経験年数を短縮することはできな

い。また、経営業務の管理責任者

に資質に関しては、資格試験や講

習の制度によって測ることはできな

いため、資格試験制度や講習受講

によるみなし規定を創設することは

できない。

①期間の短縮がなぜ建設業におい

てできないのか　②なぜ5年なのか

に対する根拠を示されたい。

ｃ

経営業務の管理責任者に関する実

務経験要件は、昭和４６年に許可

制度が導入された際、諸外国の事

例や関係者の意見を踏まえ５年と

されたものであり、５年間という期間

が建設業において工事の契約から

引渡し、修補までの一通りの業務

を経験するための必要十分な期間

であることを踏まえればこれを短縮

する必要はない。

　また、現在、国土交通省では建設

業における不良不適格業者の排除

と建設業者の再編淘汰を推進し、

過剰供給構造の是正を図ろうとし

ており、こうした中で、経営業務の

管理責任者に関する実務経験要件

をはじめとする建設業者の許可要

件をこれ以上緩和することは困難

である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 263/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200033 国土交通省
自動車登録情報の電子的開示に

ついて
5040 50400034 11 オリックス 34 自動車登録情報の電子的開示について

自動車登録情報について、所有者に限

定して、電子的に開示すること

リース会社が自動車登録情報を活用す

ることにより、自動車に係る環境対策・

安全対策等の公益の増進に資する。

「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」

（平成16年3月19日閣議決定）におい

て、利便性の向上、個人情報の保護の

観点からその方法、範囲について検討

し、結論を得る（平成17年度中）とされ

ている。個人情報の保護の観点につい

ては、所有者自身が電子的な情報開示

を望んでいること、使用者については、

例えば、リース契約と同時にユーザー＝

使用者本人の同意を得ることができる

など懸念は極めて少ないと考えられる。

また、本件が「自動車ワンストップサービ

スシステム」の機能の一つとして盛り込

まれることにより、「自動車ワンストップ

サービスシステム」の利便性がさらに向

上すると思われる。

z1200006 国土交通省

建設業許可の基準となる経営業務

の管理責任者の実務経験規定の

緩和

5028 50280003 11 社団法人　関西経済連合会 3
建設業許可の基準となる経営業務の管

理責任者の実務経験規定の緩和

建設業許可の取得に際し、経営業務の

管理責任者の実務経験年数を５年以上

又は７年以上等とする規定があるが、こ

れについて期間短縮、資格試験制度や

講習受講によるみなし規定を設ける等

の規制を緩和する。

本規定は、建設事業者の専門工事子会

社の分社化や新規事業者の参入等に

おいて、障害となっている。

経営業務の管理責任者の適正判断は、

実務経験以外の方法でも可能である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 264/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200013 国土交通省
連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

「親会社及びその

連結子会社の間

の出向社員に係る

主任技術者又は

監理技術者の直

接的かつ恒常的

な雇用関係の取

扱等について」

（平成１5年1月22

日国総建第335

号）

企業集団に属する建設業者の間

（親会社とその連結子会社の間に

限る。）の出向社員を出向先の会

社が工事現場に主任技術者又は

監理技術者として置く場合に、当該

出向社員と当該出向先の会社との

間に直接的かつ恒常的な雇用関係

があるものとして取り扱う際の要件

として

・連結子会社がすべて企業集団に

含まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（そ

の連結子会社が２以上ある場合に

は、それらのすべて）のいずれか一

方が経営事項審査を受けていない

者であること

等が定められているほか、出向社

員を主任技術者又は監理技術者と

して置く建設工事の下請負人に当

該企業集団を構成する親会社若し

くはその連結子会社又は当該親会

社の非連結子会社が含まれていな

いことが条件となっている。

c,e

①について

本件における企業集団の確認は、有価

証券報告書等から、それらを構成する

企業群が、親会社及びその連結子会社

であるという客観的事実を確認するも

のである。また、建設工事の下請負人に

当該企業集団を構成する親会社若しく

はその連結子会社又は当該親会社の非

連結子会社が含まれていないことを確

認するため、確認書には全ての建設業

者が記載される必要がある。

②について

ご指摘の通達は国土交通省の直轄工事

に限ったものであり、親会社及びその連

結子会社が同時に公共工事の入札に

参加しないことを全ての発注者が担保

するためには、入札参加の必要条件で

ある経審について、親会社及びその連

結子会社のいずれか一方が非受審であ

るという事実を確認することが最も確実

である。

③について

本件における企業集団については、親

会社とそれぞれの連結子会社の間につ

いてのみ一定の資本上の結びつきを認

めているものであり、連結子会社間及び

非連結子会社間に関しては、何らの結

びつきを認めているものでもなく、「企業

集団」＝「１企業」という認識は誤りであ

る。

①約60万の建設業者に対し8社し

か利用していない本制度について

どのような見解を持たれているの

かを示されたい。②企業集団の構

成会社に関し、任意の組み合わせ

による編成についての可否とその

根拠を示されたい。確認だけが目

的であれば、確認書に全ての会社

を記載するとともに、集団を構成す

る会社の選択を確認書中でできる

制度に変更することに対しての見解

を示されたい。③回答どおりの運

用では、経審を取り下げた親会社

及びその連結子会社が単独でも公

共工事に入札できない事態になる

がそれについての見解を示された

い。④下請けの緩和に関し、貴省

のご回答では、「一定の資本上の

結びつきを認めているもの」として

いるが、これの意図するところを示

されたい。また、そもそも、企業集団

内での下請負が許されないことに

対する貴省の見解を具体的に示さ

れたい。

ｃ

①について

　本件は、建設工事の適正な施工を確保しつつ、一定

の条件を満たすことにより在籍出向者を監理技術者

等として設置することが許される制度として、特例とし

て認めているものであり、この特例を適用する企業が

少ないことをもって直ちに制度変更の必要性が生じる

ものとは考えていない。

②について

　前回の回答で述べた通り、建設工事の下請負人に

当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子

会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていな

いことを確認するため、確認書には全ての建設業者

が記載される必要がある。

　また、当該制度はあくまでも建設業者の再編淘汰を

促進するため、連結子会社を含めた企業集団全体で

再編を図ろうとするものに対して特例的に認めた制度

である。ご提案の制度変更を行うと、企業集団から脱

落する連結子会社が現れ、企業集団全体の再編に繋

がらないため、そのような制度改正を行うことは困難

である。

③について

　経営事項審査を受審して企業単独で公共工事の入

札に臨むか、親会社と連結子会社のどちらか一方が

経営事項審査を受審せず本件を適用するかは、各企

業の経営上の判断によるところと考えている。

④について

　一定の資本上の結びつきとは、親会社とその子会

社が資本上の連結関係にあるという意味であり、双方

の企業の技術者が相手の企業の持つ技術力をお互

いに把握しうる関係にあると解するものである。同一

の親会社にぶらさがる子会社同士の間については、

このような連結関係にあるとはいえない。

　企業集団内での下請負については、本制度を適用

し出向者である監理技術者等を設置して施工する企

業が、真に当該企業の技術力を発揮して施工するこ

とが担保されなければならない。仮に、企業集団内の

下請負を容認した場合、当該企業が入札参加のみに

特化したペーパーカンパニーとなり、企業集団内の企

業の完工高の増加を目的とした受注や、企業集団内

での一括下請負を助長させる可能性が否定できない。

また、監理技術者等が出向者であるため、その状況

が一括下請負であるか否かを客観的に確認すること

が困難であることから、この制度を適用する限り、企

z1200013 国土交通省
連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

「親会社及びその

連結子会社の間

の出向社員に係る

主任技術者又は

監理技術者の直

接的かつ恒常的

な雇用関係の取

扱等について」

（平成１5年1月22

日国総建第335

号）

企業集団に属する建設業者の間

（親会社とその連結子会社の間に

限る。）の出向社員を出向先の会

社が工事現場に主任技術者又は

監理技術者として置く場合に、当該

出向社員と当該出向先の会社との

間に直接的かつ恒常的な雇用関係

があるものとして取り扱う際の要件

として

・連結子会社がすべて企業集団に

含まれる者であること

・親会社又はその連結子会社（そ

の連結子会社が２以上ある場合に

は、それらのすべて）のいずれか一

方が経営事項審査を受けていない

者であること

等が定められているほか、出向社

員を主任技術者又は監理技術者と

して置く建設工事の下請負人に当

該企業集団を構成する親会社若し

くはその連結子会社又は当該親会

社の非連結子会社が含まれていな

いことが条件となっている。

c,e

①について

本件における企業集団の確認は、有価

証券報告書等から、それらを構成する

企業群が、親会社及びその連結子会社

であるという客観的事実を確認するも

のである。また、建設工事の下請負人に

当該企業集団を構成する親会社若しく

はその連結子会社又は当該親会社の非

連結子会社が含まれていないことを確

認するため、確認書には全ての建設業

者が記載される必要がある。

②について

ご指摘の通達は国土交通省の直轄工事

に限ったものであり、親会社及びその連

結子会社が同時に公共工事の入札に

参加しないことを全ての発注者が担保

するためには、入札参加の必要条件で

ある経審について、親会社及びその連

結子会社のいずれか一方が非受審であ

るという事実を確認することが最も確実

である。

③について

本件における企業集団については、親

会社とそれぞれの連結子会社の間につ

いてのみ一定の資本上の結びつきを認

めているものであり、連結子会社間及び

非連結子会社間に関しては、何らの結

びつきを認めているものでもなく、「企業

集団」＝「１企業」という認識は誤りであ

る。

①約60万の建設業者に対し8社し

か利用していない本制度について

どのような見解を持たれているの

かを示されたい。②企業集団の構

成会社に関し、任意の組み合わせ

による編成についての可否とその

根拠を示されたい。確認だけが目

的であれば、確認書に全ての会社

を記載するとともに、集団を構成す

る会社の選択を確認書中でできる

制度に変更することに対しての見解

を示されたい。③回答どおりの運

用では、経審を取り下げた親会社

及びその連結子会社が単独でも公

共工事に入札できない事態になる

がそれについての見解を示された

い。④下請けの緩和に関し、貴省

のご回答では、「一定の資本上の

結びつきを認めているもの」として

いるが、これの意図するところを示

されたい。また、そもそも、企業集団

内での下請負が許されないことに

対する貴省の見解を具体的に示さ

れたい。

ｃ

①について

　本件は、建設工事の適正な施工を確保しつつ、一定

の条件を満たすことにより在籍出向者を監理技術者

等として設置することが許される制度として、特例とし

て認めているものであり、この特例を適用する企業が

少ないことをもって直ちに制度変更の必要性が生じる

ものとは考えていない。

②について

　前回の回答で述べた通り、建設工事の下請負人に

当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子

会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていな

いことを確認するため、確認書には全ての建設業者

が記載される必要がある。

　また、当該制度はあくまでも建設業者の再編淘汰を

促進するため、連結子会社を含めた企業集団全体で

再編を図ろうとするものに対して特例的に認めた制度

である。ご提案の制度変更を行うと、企業集団から脱

落する連結子会社が現れ、企業集団全体の再編に繋

がらないため、そのような制度改正を行うことは困難

である。

③について

　経営事項審査を受審して企業単独で公共工事の入

札に臨むか、親会社と連結子会社のどちらか一方が

経営事項審査を受審せず本件を適用するかは、各企

業の経営上の判断によるところと考えている。

④について

　一定の資本上の結びつきとは、親会社とその子会

社が資本上の連結関係にあるという意味であり、双方

の企業の技術者が相手の企業の持つ技術力をお互

いに把握しうる関係にあると解するものである。同一

の親会社にぶらさがる子会社同士の間については、

このような連結関係にあるとはいえない。

　企業集団内での下請負については、本制度を適用

し出向者である監理技術者等を設置して施工する企

業が、真に当該企業の技術力を発揮して施工するこ

とが担保されなければならない。仮に、企業集団内の

下請負を容認した場合、当該企業が入札参加のみに

特化したペーパーカンパニーとなり、企業集団内の企

業の完工高の増加を目的とした受注や、企業集団内

での一括下請負を助長させる可能性が否定できない。

また、監理技術者等が出向者であるため、その状況

が一括下請負であるか否かを客観的に確認すること

が困難であることから、この制度を適用する限り、企

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 265/316
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z1200013 国土交通省

連結親子会社間における「企業集

団」の適用、運用に関する緩和につ

いて

5030 50300005 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 5
連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

 親会社とその連結子会社の間における技術

者の流動について「企業集団」の形成を条件

に、流動を許可し出向社員でも「直接的かつ

恒常的な雇用関係がある」ものとして取り扱う

ことと規定されている。「企業集団」認定の要

件は以下のとおりと規定されている。

① 一の親会社とその連結子会社からなる企

業集団

② 親会社が建設業者であり有価証券報告書

を内閣総理大臣に提出しなければならない者

であること

③ 連結子会社が建設業者であること

④ 連結子会社のすべてが企業集団に含まれ

ること

⑤ 親会社、その連結子会社のいずれか一方

が経営事項審査を受けていないこと

また、出向者派遣の当該工事に関して出向先

会社は出向元会社へ下請負発注が認められ

ない。

「企業集団」の適用、運用に関して以下のよう

な緩和を要望する。

①「企業集団」の構成会社は連結会社の「す

べて」との規定を緩和し、任意の選択も可とし

て頂きたい。

②連結子会社の「経審非受審」の条件を見直

し、「経審の受審状況不問」へ緩和をお願いし

たい。

③「企業集団」内での「下請負」を、「企業集

団」内の施工分担として認めて頂きたい。

昨年１月の創設以来、現制度の認定件数は２月１２日現在で

８件と聞いている（日刊建設工業新聞０４年２月１３日記事に

よる）。この数値は現制度が日本の企業集団の現況に則せ

ず、企業として利用が困難な状況を端的に示していると考え

る。建設業者が現制度を有効に活用するためには上記の要

望による運用規定の変更が必要と考える。個々に関する要

望理由は以下の通りである。

①に関して、官公庁、地方公共団体など当該発注機関に対

する営業方針を共有する会社同士により「企業集団」を形成

することが本来の姿であり、連結企業といえども方針等を共

有しないケースでは「企業集団」に参加させない選択がある

べきと考える。「企業集団」制度の下では、1の入札へは「企業

集団」を代表する1社が参加するという考えが必要と考える

が、これらの制御には親会社との方針の共有が不可欠と考

える。例えば、１００％子会社など親会社と営業方針を共有す

る会社のみの「企業集団」の構築など任意選択を認めても、

現制度の趣旨を損なうものではないと考える。

②に関して、本件の規制改革要望に関する貴省の回答は、1

の入札に複数の親子会社が参加することによる業界への悪

影響のため許可できないという内容である。しかし、貴省で

は、これらの問題に対応するため、「資本・人的関係ある親

子会社などの同一工事入札参加を制限することを決め、各地

方整備局に通知した」と一部新聞に報道されている(日本工

業経済新聞０４年４月２日など)。この報道内容の通りの規制

が実施されれば本制度「企業集団」もその規制下となり、貴

省回答の懸念は解決できるため、経審受審の有無を「企業集

団」制度にてあらためて問う必要はないと考える。

③に関して、現制度での従来「他社籍」と見られた「出向社

員」技術者の配置を許可する根拠は、「企業集団」=「1企業」

という考えに基づくものと考える。この考えに基づけば、「企

業集団」内における下請負は一般にいう「下請負」ではなく、

企業組織内における施工「分担」に等しい。この形態が工事

の信頼性を損ねるものではないと考える。基本的に「企業集

団」形成では、元請け会社が元請けとしての全責任を全うす

ることを前提としており、この見地からは「1企業」による請負・

施工と「企業集団」による請負・分担施工は、信頼性において

何らかわらないと考える。

添付資料CIAJ-04-05

z1200013 国土交通省

連結親子会社間における「企業集

団」の適用、運用に関する緩和につ

いて

5032 50320009 11
（社）電子情報技術産業協

会
9

連結親子会社間における「企業集団」

の適用、運用に関する緩和について

「企業集団」の適用、運用に関して以下のよう

な緩和を要望する。

①「企業集団」の構成会社は連結会社の「す

べて」との規定を緩和し、任意の選択も可とし

て頂きたい。

②連結子会社の「経審非受審」の条件を見直

し、「経審の受審状況不問」へ緩和をお願いし

たい。

③「企業集団」内での「下請負」を、「企業集

団」内の施工分担として認めて頂きたい。

【規制の現状】

親会社とその連結子会社の間における技術

者の流動について「企業集団」の形成を条件

に、流動を許可し出向社員でも「直接的かつ

恒常的な雇用関係がある」ものとして取り扱う

ことと規定されている。「企業集団」認定の要

件は以下のとおりと規定されている。

①　一の親会社とその連結子会社からなる企

業集団

②　親会社が建設業者であり有価証券報告

書を内閣総理大臣に提出しなければならない

者であること

③　連結子会社が建設業者であること

④　連結子会社のすべてが企業集団に含ま

れること

⑤　親会社、その連結子会社のいずれか一方

が経営事項審査を受けていないこと

また、出向者派遣の当該工事に関して出向先

会社は出向元会社へ下請負発注が認められ

ない。

なし

昨年1月の創設以来、現制度の認定件数は2月12日現在で8

件と聞いている（日刊建設工業新聞04年2月13日記事によ

る）。この数値は現制度が日本の企業集団の現況に則せず、

企業として利用が困難な状況を端的に示していると考える。

建設業者が現制度を有効に活用するためには上記の要望

による運用規定の変更が必要と考える。個々に関する要望

理由は以下の通りである。

①に関して、官公庁、地方公共団体など当該発注機関に対

する営業方針を共有する会社同士により「企業集団」を形成

することが本来の姿であり、連結企業といえども方針等を共

有しないケースでは「企業集団」に参加させない選択がある

べきと考える。「企業集団」制度の下では、1の入札へは「企業

集団」を代表する1社が参加するという考えが必要と考える

が、これらの制御には親会社との方針の共有が不可欠と考

える。例えば、100％子会社など親会社と営業方針を共有する

会社のみの「企業集団」の構築など任意選択を認めても、現

制度の趣旨を損なうものではないと考える。

②に関して、本件の規制改革要望に関する貴省の回答は、1

の入札に複数の親子会社が参加することによる業界への悪

影響のため許可できないという内容である。しかし、貴省で

は、これらの問題に対応するため、「資本・人的関係ある親

子会社などの同一工事入札参加を制限することを決め、各地

方整備局に通知した」と一部新聞に報道されている（日本工

業経済新聞04年4月2日など）。この報道内容の通りの規制が

実施されれば本制度「企業集団」もその規制下となり、貴省

回答の懸念は解決できるため、経審受審の有無を「企業集

団」制度にてあらためて問う必要はないと考える。

③に関して、現制度での従来「他社籍」と見られた「出向社

員」技術者の配置を許可する根拠は、「企業集団」＝「1企業」

という考えに基づくものと考える。この考えに基づけば、「企

業集団」内における下請負は一般にいう「下請負」ではなく、

企業組織内における施工「分担」に等しい。この形態が工事

の信頼性を損ねるものではないと考える。基本的に「企業集

団」形成では、元請け会社が元請けとしての全責任を全うす

ることを前提としており、この見地からは「1企業」による請負・

施工と「企業集団」による請負・分担施工は、信頼性において

何らかわらないと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 266/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類
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内容
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措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200048
経済産業省、

国土交通省

LPガス自動車における燃料容器・附属

品のUN-ECE自動車基準67号との整合

化・相互認証化

・道路運送車両法

75条（平成26年法

律第185号）

・道路運送車両の

保安基準　第17条

（昭和26年運輸省

令第67号）

道路運送車両の保安基準において

は、LPガス自動車のガス容器等の

燃料装置に関する基準を規定して

おり、ガス容器については、容器保

安規則第7条及び第17条に規定す

る構造及び機能を有するものであ

ることとされている。

e －

自動車の検査の際においては、ガ

ス容器を含め部品や装置の取り外

しをすることなく、保安基準への適

合性を確認している。

要望は道路運送車両の保安基準

に、UN-ECE基準６７号に規定する

構造及び機能を有し、国番号、認

定番号の刻印をされたものについ

ても適合を求めているが、それにつ

いて検討され、示されたい。

e －

LPガス自動車の燃料容器・付属品

の構造及び機能については、高圧

ガス保安法（経済産業省所管）によ

る規制の適用を受けており、自動

車の検査においては、保安基準に

基づいて、この高圧ガス保安法に

基づく検査に合格していることを車

載状態のままで、刻印・標章を観て

確認しているものである。

z1200007 国土交通省
監理技術者の資格取得条件の緩和（再

要望）

建設業法第26条

及び第7条第2号

「建設業法第７条

第２号イ又はロに

掲げる者と同等以

上の知識及び技

術を有する者を定

める件」（昭和47

年建設省告示352

号）

電気通信工事における監理技術者

資格は、技術士試験のうち技術部

門を電気電子部門又は総合技術

監理部門（選択科目を電子電気部

門にかかるものとするものに限

る。）とするものに合格した場合、又

は学歴に応じた実務経験及び指導

監督的実務経験を有する場合と

なっている。

b Ⅲ

新たな検定種目を設けることとした

場合、昭和５８年の第二次臨時行

政調査会最終答申に基づき指定法

人へその事務を委託することとなる

が、「公益法人に対する行政の関

与のあり方の改革実施計画（平成

14年3月29日閣議決定）」において

「公益法人が国の委託等を受けて

行う試験、講習その他の資格付与

等の事務・事業については、国家

資格としての社会的必要性等につ

いて検証の上、廃止、独立行政法

人による実施等を検討する」ことと

されており、これらの動向を踏まえ

ると、電気通信工事に関する新たな

技術検定種目を設けることは困難

である。

なお、電気通信工事において建設

業法に基づき配置することとされて

いる主任技術者の要件について、

他の既存資格の活用の適否につ

いて、既存資格の試験内容等を踏

まえ検討し、平成16年度中に結論

を得る。

要望は監理技術者の資格取得条

件緩和である。ソフトウエアの取扱

が中心となっている現在の電気通

信工事の実態を踏まえ、①監理技

術者の資格取得条件についてどう

考えているか。②なぜ現行の10年

プラス2年の実務経験が必要なの

かの合理性および短縮化できない

理由　を示されたい。

ｂ，ｃ

①について

　監理技術者の要件のひとつとして新たな技術検定

種目を設けることの問題点は、先般の回答のとおりで

ある。また、既存の国家資格のうち、監理技術者資格

として技術士を認めているところである。

　なお、主任技術者としての資格を有し、かつ発注者

から直接請け負った4,500万円以上の工事に関する2

年以上の指導監督的な実務経験を積めば監理技術

者資格を有することとなるため、主任技術者の要件と

して他の既存資格の活用が適当と判断されれば、結

果的に監理技術者資格の要件緩和につながるもので

ある。

②について

　実務経験によって主任技術者となるためには、技術

上の管理をつかさどる者として学歴に応じた実務経

験を必要としているところであり、業種に応じた指定

学科における学歴を有さない者については、学校教

育において習得すべき知識及び技術については実務

を通じて習得しうるものと解し、10年の実務経験を必

要としている。また、監理技術者となるためには、そ

の重要性に鑑み、4,500万円以上の工事において2年

以上の指導監督的な実務経験を求めているところで

ある。

　一般的に、同じ実務経験年数を積む場合であって

も、専門教育を習得した後に携わる場合とそうでない

場合とでは、任される実務の内容、責任の度合いに

差が生じるものであり、実務から習得する技術及び技

能等についても専門教育を習得した方が効率的と考

えられる。したがって、大卒3年（大学教育4年+経験3

年）及び高卒5年（高校教育3年+経験5年）とのバラン

スを考慮し、指定学科を卒業していない者については

10年の実務経験を必要としているところである。

　主任技術者及び監理技術者は、建設工事の技術上

の管理をつかさどる重要な役割を担う立場であり、そ

の責任を果たすためには一定以上の実務経験は不

可欠であり、建設工事の適正な施工を確保する観点

から現行で規定している実務経験年数を短縮すること

は望ましくない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 267/316
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z1200048
経済産業省、

国土交通省

LPガス自動車における燃料容器・

附属品のUN-ECE自動車基準67号

との整合化・相互認証化

5058 50580001 11
コープ低公害車開発　株式

会社
1

LPガス自動車における燃料容器・附属

品のUN-ECE自動車基準67号との整合

化・相互認証化

１．LPガス自動車の燃料容器・附属品

のUN－ECE基準67号（LPG車の構造）

への整合　　　　　　　　　２．UN-ECE基

準67号適合の燃料容器・附属品の国内

検査の省略　　　　　　　　　　　３．日本に

おけるUN-ECE基準67号の検査認証機

関を高圧ガス保安協会を指定

・・・・・・・・・・・・現在の法体系では国際

基準として国連欧州経済委員会自動車

部会（1958年協定）と整合せず、日本へ

こうした部品や、それらを組み込んだ完

成自動車の輸入は事実上不可能であ

る。世界中でこの基準を満たした製品の

輸入や走行は、大半の国で相互認証又

はみなし認証されているが、日本だけ

は、いずれも認められていない。このた

め、ユーザーは選択する権利を失うと共

に、日本からのLPガス自動車輸出も困

難となり、国際競争力の低下も懸念され

る。本要望は燃料容器・附属品につい

て、UN-ECE自動車基準との整合を要

望し、法令の改正を求めるものである。

・UN-ECE基準67号に適合した部品を使

用したLPガス自動車の販売、改造

・UN-ECE基準67号に整合した部品を使

用した海外LPガス自動車の国内販売

・海外向けにUN-ECE基準67号に適合

したLPガス自動車の輸出　　　　　　　　・

市場規模　　　　　　　約40億円規模

現状のLPガス自動車では「燃料タンク・バルブ等」と

「自動車本体」が、それぞれ高圧ガス保安法と道路

運送車両の保安基準の２つで規制されている。とこ

ろが、高圧ガス保安法では、自動車の国際基準とし

て日本も批准しているUN-ECE基準67号の適合品

は、部品単体、車両組み込みの完成車状態でも、国

内で再度検査を求められ、事実上輸入が不可能に

なっている。また、日本で容器検査のために車両か

らおろすと、国土交通省の型式認定制度を取得でき

ない。世界各国で「自動車分野の国際基準」として

ECE基準又はグローバル協定として相互認証又は

認証品の受入（国内検査の省略）が行われており、

約830万台のLPガス自動車が走行している。高圧ガ

ス保安法において「UN-ECE基準67号との整合」が

行われ、国際基準と整合化が行われる事で、海外で

大規模流通している（約830万台）部品を使用する

ことでのLPガス自動車のコストダウンによる消費者

メリット、国内自動車メーカーのLPガス自動車の輸

出可能性が出てくる。また、現状日本の部品メー

カーは、UN-ECE基準67号認証を受ける為に欧州

まで行き認証を受けているが、この部品は日本国

内で使用ができないという矛盾を抱えており、経済

的な損失は極めて大きく、日本においても燃料容

器・附属品部分については、現状の高圧ガス保安協

会等を認証機関とすることで国外における競争力

強化となるため整合性を求めるものである。尚、本

件に関して平成11年に当社からも内閣府OTO室を

通じて要望をしたが、状況は変化していない。

参考資料　　　　　　　・平成11年旧通産

省規制緩和要望事項　    ・平成11年旧

経済企画庁（現内閣府）OTO申し立て内

容　　　    　・駐日欧州委員会代表部

要望事項    　　・UN-ECE基準とは

z1200007 国土交通省
監理技術者の資格取得条件の緩

和（再要望）
5028 50280004 11 社団法人　関西経済連合会 4

監理技術者の資格取得条件の緩和（再

要望）

電気通信工事業においては多種にわた

る工事知識を必要とする「技術士」以外

での資格取得制度がなく、実質的に規

定の実務経験年数（最大１２年）を有す

ることが必要となり、ハードルが高くなっ

ている。

一方、電気工事業など一部の工事業に

おいては、該当分野の工事に特化した

試験資格（一級電気工事施工管理技

士）が建設業法において設置されてお

り、若い世代の資格取得が容易となって

いる。

電気通信工事業においても、能力のあ

る若い世代が監理技術者となれるよう、

管理技術者要件を改革する。例えば、

特化した監理技術者資格試験制度（例：

一級電気通信工事施工監理技士）を新

設することも考えられる。

電気通信工事業においては、ＩＴ関連技

術の進展が速く、実務経験による取得

のように最長で12年以上の経験年数を

必要とする現在の制度だけでは、若い

人材の取得が困難であるうえ、システム

系工事などにおいては従前の技術で

は、技術監理上実態と合っていないケー

スが散見されるため。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 268/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200009 国土交通省
配置技術者の工事現場への専任を要し

ない期間を認める工事種類の追加

国総建第３１８号

『監理技術者制度

運用マニュアル』

三（２）

発注者から直接建設工事を請け

負った建設業者が、監理技術者等

を工事現場に専任で設置すべき期

間は契約工期が基本となるが、橋

梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等

の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間

等については、工事現場への専任

は要しない。ただし、発注者と建設

業者の間で当該期間が設計図書も

しくは打合せ記録等の書面により

明確となっていることが必要。

d

工場製作を含む工事であって、工

場製作のみが行われている期間等

については、監理技術者及び主任

技術者の工事現場への専任は要し

ないこととしており、現行制度下で

対応可能。

発注現場においては発注担当窓口

での個別判断要件が多くなるが、

具体的な明示がないため、適用をう

けられない事例がしばしば見られ

るのが実情である。現行制度で問

題ないのであれば、現場にて実際

に運用可能となる通達やマニュア

ルへの例示の追加等の具体的な

明示をすることに対しての見解を示

されたい。

ｃ

年々、新たな資材、工法等が開発

される中、工場製作を含む工事の

例を全て把握することは不可能で

あり、監理技術者制度運用マニュア

ル及びその他の通達において、例

示を網羅的に掲載することは実務

上困難である。現行の監理技術者

制度運用マニュアルにおいて、「橋

梁、ポンプ、ゲート、エレベーター

等」という表記をしており、「等」の

解釈で常識的に判断されるべき事

項である。

z1200009 国土交通省
配置技術者の工事現場への専任を要し

ない期間を認める工事種類の追加

国総建第３１８号

『監理技術者制度

運用マニュアル』

三（２）

発注者から直接建設工事を請け

負った建設業者が、監理技術者等

を工事現場に専任で設置すべき期

間は契約工期が基本となるが、橋

梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等

の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間

等については、工事現場への専任

は要しない。ただし、発注者と建設

業者の間で当該期間が設計図書も

しくは打合せ記録等の書面により

明確となっていることが必要。

d

工場製作を含む工事であって、工

場製作のみが行われている期間等

については、監理技術者及び主任

技術者の工事現場への専任は要し

ないこととしており、現行制度下で

対応可能。

発注現場においては発注担当窓口

での個別判断要件が多くなるが、

具体的な明示がないため、適用をう

けられない事例がしばしば見られ

るのが実情である。現行制度で問

題ないのであれば、現場にて実際

に運用可能となる通達やマニュア

ルへの例示の追加等の具体的な

明示をすることに対しての見解を示

されたい。

ｃ

年々、新たな資材、工法等が開発

される中、工場製作を含む工事の

例を全て把握することは不可能で

あり、監理技術者制度運用マニュア

ル及びその他の通達において、例

示を網羅的に掲載することは実務

上困難である。現行の監理技術者

制度運用マニュアルにおいて、「橋

梁、ポンプ、ゲート、エレベーター

等」という表記をしており、「等」の

解釈で常識的に判断されるべき事

項である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 269/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200009 国土交通省

配置技術者の工事現場への専任

を要しない期間を認める工事種類

の追加

5030 50300001 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 1
配置技術者の工事現場への専任を要し

ない期間を認める工事種類の追加

『監理技術者制度運用マニュアル』三

（２）で専任主任技術者或いは監理技術

者の専任を要さない期間を定義してい

るが、発注者の設計図書あるいは打ち

合わせ議事録などで明確になっているこ

とが必要とされている。

電気通信工事は、工場で機器製作・ソフ

トウエア製作を行う期間（工場製作のみ

が行われる期間）が契約工期の殆どを

占めることが多いため、『監理技術者制

度運用マニュアル』三（２）③に、専任を

要しない期間を認める工事の具体例の

一つとして追加戴きたい。

工場製作期間（機器製造期間、ソフトウ

エア製作期間）は、工場で他の同種工

事に関わる機器製造が同時に、一元管

理されて進められているため、『監理技

術者制度運用マニュアル』三（２）にある

工場製作のみが行われている期間に合

致すると思われるが、『監理技術者制度

運用マニュアル』三（２）の具体例が少な

く、また手続き上明確になっていることが

必要とされているため、発注者の意向で

認められないことが多い。

添付資料CIAJ-04-01

z1200009 国土交通省

配置技術者の工事現場への専任

を要しない期間を認める工事種類

の追加

5032 50320005 11
（社）電子情報技術産業協

会
5

配置技術者の工事現場への専任を要し

ない期間を認める工事種類の追加

電気通信工事は、工場で機器製作・ソフ

トウェア製作を行う期間（工場製作のみ

が行われる期間）が契約工期の殆どを

占めることが多いため、『監理技術者制

度運用マニュアル』三（２）③に、専任を

要しない期間を認める工事の具体例の

一つとして追加戴きたい。

【規制の現状】

『監理技術者制度運用マニュアル』三

（２）で専任主任技術者或いは監理技術

者の専任を要さない期間を定義してい

るが、発注者の設計図書あるいは打ち

合わせ議事録などで明確になっているこ

とが必要とされている。

なし

工場製作期間（機器製造期間、ソフトウ

エア製作期間）は、工場で他の同種工

事に関わる機器製造が同時に、一元管

理されて進められているため、『監理技

術者制度運用マニュアル』三（２）にある

工場製作のみが行われている期間に合

致すると思われるが、『監理技術者制度

運用マニュアル』三（２）の具体例が少な

く、また手続き上明確になっていることが

必要とされているため、発注者の意向で

認められないことが多い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 270/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

公共工事標準請

負契約約款第１０

条

建設業法上現場代理人の要件は

定められていない。
e

公共工事標準請負契約約款にお

いては現場代理人が工事現場に常

駐することを求めているが、これは

あくまで契約書の標準的な形であ

り、発注者と請負者の個別契約に

よって個々の工事の態様に応じた

常勤の要件を定めることを妨げて

はいない。

要望にある「現場稼動期間中」を追

記することに対する見解を示された

い。

ｅ

発注者と請負者の個別契約によっ

て、個々の工事の態様に応じた常

勤の要件を定めればよく、契約書

の標準的な「ひな型」である公共工

事標準請負契約約款の中で追記す

る必要はないと考える。（公共工事

標準請負契約約款の規定は「規

制」ではない。）

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

公共工事標準請

負契約約款第１０

条

建設業法上現場代理人の要件は

定められていない。
e

公共工事標準請負契約約款にお

いては現場代理人が工事現場に常

駐することを求めているが、これは

あくまで契約書の標準的な形であ

り、発注者と請負者の個別契約に

よって個々の工事の態様に応じた

常勤の要件を定めることを妨げて

はいない。

要望にある「現場稼動期間中」を追

記することに対する見解を示された

い。

ｅ

発注者と請負者の個別契約によっ

て、個々の工事の態様に応じた常

勤の要件を定めればよく、契約書

の標準的な「ひな型」である公共工

事標準請負契約約款の中で追記す

る必要はないと考える。（公共工事

標準請負契約約款の規定は「規

制」ではない。）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 271/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間

の定義追加
5030 50300002 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 2

現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

現場代理人の工事現場常駐期間につ

いては以下の条文で規定。『公共工事

標準請負契約約款』第１０条２現場代理

人は、請負工事契約の履行に関し、工

事現場に常駐し、その運営、取締りを行

うほか、・・・・・・・中略・・・・・・・この契

約に基づく乙の一切の権限を行使するこ

とができる。

現場代理人の工事現場常駐を、現場稼

動中とすることを、『公共工事標準請負

契約約款』第１０条２に追記いただきた

い。（下記条文案の「　」部）

第１０条２への追記案

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、「現場稼動期間中工事現場に常

駐し、」その運営、取締りを行うほ

か、・・・・・・・・中略・・・・・・・この契約に

基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

『公共工事標準請負契約約款』第１０条

２の条文に基づき、工事休止期間中でも

工事現場への常駐を要求されることが

あるため。

国総建第３１８号『監理技術者制度運用

マニュアル』三でも、工事を休止している

期間は技術者等の専任（現場常駐）を

要しない期間として認めている。

添付資料CIAJ-04-02

z1200010 国土交通省
現場代理人の工事現場常駐期間

の定義追加
5032 50320006 11

（社）電子情報技術産業協

会
6

現場代理人の工事現場常駐期間の定

義追加

現場代理人の工事現場常駐を、現場稼

動中とすることを、『公共工事標準請負

契約約款』第１０条２に追記いただきた

い。（下記条文案の「　」部）

第１０条２への追記案

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、「現場稼動期間中工事現場に常

駐し、」その運営、取締りを行うほ

か、・・・・・・・・中略・・・・・・・この契約に

基づく乙の一切の権限を行使することが

できる。

【規制の現状】

現場代理人の工事現場常駐期間につ

いては以下の条文で規定。

『公共工事標準請負契約約款』第１０条

２

現場代理人は、請負工事契約の履行に

関し、工事現場に常駐し、その運営、取

締りを行うほか、・・・・・・・中略・・・・・・・

この契約に基づく乙の一切の権限を行

使することができる。

なし

『公共工事標準請負契約約款』第１０条

２の条文に基づき、工事休止期間中でも

工事現場への常駐を要求されることが

あるため。

国総建第３１８号『監理技術者制度運用

マニュアル』三でも、工事を休止している

期間は技術者等の専任（現場常駐）を

要しない期間として認めている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 272/316



管理コード
制度の

所管官庁
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措置の

分類
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措置の概要（対応策）

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和

建設業法第７条第

２号

建設業の許可を受けようとする際

には、その営業所ごとに一定の要

件を満たす技術者を配置しなけれ

ばならないこととされている。

ｃ

建設業法に規定する営業所とは、

常時請負契約の見積り、入札、狭

義の契約締結等請負契約の締結

に関する実体的な行為を行う場所

とされており、建設業に関する営業

の中心は各営業所にあることから

みて、建設工事に関する請負契約

の適正な締結及びその履行を確保

するためには、各営業所ごとに許可

を受けて営業しようとする建設業に

係る建設工事についての技術者を

専任で置く必要がある。この趣旨に

照らせば、各営業所ごとに技術者

を置かなければならないと考える。

①回答では､請負契約の締結に関

する実体的な行為を行う場所とされ

ているだけである。建設業法が制

定された当時とは比較にならない

ほど発達している今日の情報伝達

手段や交通網を利用すれば必ずし

も営業所毎に専任技術者を配置し

なくても請負契約の締結は可能で

あると考えられるがそれに対する貴

省の見解を示されたい。②営業所

毎ではなく、例えば本社や拠点営

業所に従業員数や事業規模に応じ

た技術者を配置することを規定する

ことについてどう考えるかも示され

たい。

ｃ

営業所は、最低でも請負契約締結

に関する権限を委任されていること

からも、営業に関する実体的な行為

を行う場所として建設工事について

一定の知識を有している技術者を

専任で置くことが必要であると考え

る。

　逆に、単なる事務の連絡のために

置かれる事務所等については営業

所とは解されず、専任技術者の配

置も要しないため、本社で全ての請

負契約を締結するなど、営業に関

する実体的な行為は全て情報伝達

手段等を利用し本社のみで行うと

いうことであれば、専任技術者が確

保できない所については、営業所

としてではない形で出先を設けれ

ばよいと考える。

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置に関

する規制緩和

建設業法第７条第

２号

建設業の許可を受けようとする際

には、その営業所ごとに一定の要

件を満たす技術者を配置しなけれ

ばならないこととされている。

ｃ

建設業法に規定する営業所とは、

常時請負契約の見積り、入札、狭

義の契約締結等請負契約の締結

に関する実体的な行為を行う場所

とされており、建設業に関する営業

の中心は各営業所にあることから

みて、建設工事に関する請負契約

の適正な締結及びその履行を確保

するためには、各営業所ごとに許可

を受けて営業しようとする建設業に

係る建設工事についての技術者を

専任で置く必要がある。この趣旨に

照らせば、各営業所ごとに技術者

を置かなければならないと考える。

①回答では､請負契約の締結に関

する実体的な行為を行う場所とされ

ているだけである。建設業法が制

定された当時とは比較にならない

ほど発達している今日の情報伝達

手段や交通網を利用すれば必ずし

も営業所毎に専任技術者を配置し

なくても請負契約の締結は可能で

あると考えられるがそれに対する貴

省の見解を示されたい。②営業所

毎ではなく、例えば本社や拠点営

業所に従業員数や事業規模に応じ

た技術者を配置することを規定する

ことについてどう考えるかも示され

たい。

ｃ

営業所は、最低でも請負契約締結

に関する権限を委任されていること

からも、営業に関する実体的な行為

を行う場所として建設工事について

一定の知識を有している技術者を

専任で置くことが必要であると考え

る。

　逆に、単なる事務の連絡のために

置かれる事務所等については営業

所とは解されず、専任技術者の配

置も要しないため、本社で全ての請

負契約を締結するなど、営業に関

する実体的な行為は全て情報伝達

手段等を利用し本社のみで行うと

いうことであれば、専任技術者が確

保できない所については、営業所

としてではない形で出先を設けれ

ばよいと考える。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 273/316



管理コード
制度の

所管官庁
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要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望
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番号

要望主体名
要望
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（事項名）

具体的
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置

に関する規制緩和
5030 50300004 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 4

許可基準の建設業技術者の配置に関す

る規制緩和

建設業を営もうとする者が営業所を設け

て営業しようとする場合、政令で定める

軽微な建設工事を除き、その営業所ご

とに、また、営業しようとする建設工事業

ごとに、所定資格を持った専任技術者を

当該営業所へ配置する事を、許可要件

の一つとして規定している。

許可基準の営業所の専任技術者の配

置に関する要件について、営業所ごとの

配置義務とするのでなく、建設業者とし

ての配置義務とする。　言い換えると営

業しようとする工事業・営業所数に応じ

た技術者数を建設業者として置くこと

（国内であれば活動拠点を問わない）を

許可の基準とする。

尚、許認可の建設業者であっても希望す

るものは、上記基準に従って許可替えが

できるものとする。

1)建設業者の拠点間で、顧客の要求仕様などに関

する情報伝達手段が貧弱であった時代はともかく、

電子ＭａｉｌやＦａｘなどその情報伝達ツールが整備・

一般化されている今日において、技術者が営業所

に専任する意義は薄い。　又、経済的に合理的でな

い。

2)請負契約締結に際して、注文主からの技術者の

工事現場の下見要求などについても、航空網や新

幹線網などが発達・整備されて来ている事から当日

又は翌日に対応可能であり、物理的な距離は支障と

ならなくなっている。

添付資料CIAJ-04-04

z1200012 国土交通省
許可基準の建設業技術者の配置

に関する規制緩和
5032 50320008 11

（社）電子情報技術産業協

会
8

許可基準の建設業技術者の配置に関す

る規制緩和

許可基準の営業所の専任技術者の配置に関

する要件について、営業所ごとの配置義務と

するのでなく、建設業者としての配置義務とす

る。言い換えると営業しようとする工事業・営

業所数に応じた技術者数を建設業者として置

くこと（国内であれば活動拠点を問わない）を

許可の基準とする。

尚、許認可の建設業者であっても希望するも

のは、上記基準に従って許可替えができるも

のとする。

【規制の現状】

建設業を営もうとする者が営業所を設けて営

業しようとする場合、政令で定める軽微な建

設工事を除き、その営業所ごとに、また、営業

しようとする建設工事業ごとに、所定資格を

持った専任技術者を当該営業所へ配置する

事を、許可要件の一つとして規定している。

なし

１）建設業者の拠点間で、顧客の要求仕様などに関する情報

伝達手段が貧弱であった時代はともかく、電子MailやFaxなど

その情報伝達ツールが整備・一般化されている今日におい

て、技術者が営業所に専任する意義は薄い。又、経済的に

合理的でない。

２）請負契約締結に際して、注文主からの技術者の工事現場

の下見要求などについても、航空網や新幹線網などが発達・

整備されて来ている事から当日又は翌日に対応可能であり、

物理的な距離は支障とならなくなっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 274/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の
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措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技術

者要件の拡大

建設省告示第352

号（昭和４７年３月

８日）

電気通信工事における監理技術者

資格は、技術士試験のうち技術部

門を電気・電子部門又は総合技術

監理部門（選択科目を電子・電気

部門にかかるものとするものに限

る。）とするものに合格した場合、又

は学歴に応じた実務経験及び指導

監督的実務経験を有する場合と

なっている。

b Ⅲ

電気通信工事において建設業法に

基づき配置することとされている主

任技術者の要件について、他の既

存資格の活用の適否について、既

存資格の試験内容等を踏まえ検討

し、平成16年度中に結論を得る。

本要望は監理技術者要件に関する

ものである。監理技術者要件拡大

についての見解を示されたい。

ｂ，ｃ

既存の国家資格のうち、電気通信

主任技術者については、現在、主

任技術者資格としての適否を検討

しているところであり、現在監理技

術者資格として認めている他の資

格と比較すると、これを監理技術者

資格として認めることは適切ではな

い。

　1級電気工事施工管理技士につ

いては、電気通信工事に関する出

題は若干含まれているものの、全

体として電気通信工事に係る知

識、技術及び技能を審査したものと

はいえないため、適当ではない。

　なお、主任技術者としての資格を

有し、かつ発注者から直接請け

負った4,500万円以上の工事に関

する2年以上の指導監督的な実務

経験を積めば監理技術者資格を有

することとなるため、主任技術者の

要件として既存資格の活用が適当

と判断されれば、結果的に監理技

術者資格の要件緩和につながるも

のである。

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技術

者要件の拡大

建設省告示第352

号（昭和４７年３月

８日）

電気通信工事における監理技術者

資格は、技術士試験のうち技術部

門を電気・電子部門又は総合技術

監理部門（選択科目を電子・電気

部門にかかるものとするものに限

る。）とするものに合格した場合、又

は学歴に応じた実務経験及び指導

監督的実務経験を有する場合と

なっている。

b Ⅲ

電気通信工事において建設業法に

基づき配置することとされている主

任技術者の要件について、他の既

存資格の活用の適否について、既

存資格の試験内容等を踏まえ検討

し、平成16年度中に結論を得る。

本要望は監理技術者要件に関する

ものである。監理技術者要件拡大

についての見解を示されたい。

ｂ，ｃ

既存の国家資格のうち、電気通信

主任技術者については、現在、主

任技術者資格としての適否を検討

しているところであり、現在監理技

術者資格として認めている他の資

格と比較すると、これを監理技術者

資格として認めることは適切ではな

い。

　1級電気工事施工管理技士につ

いては、電気通信工事に関する出

題は若干含まれているものの、全

体として電気通信工事に係る知

識、技術及び技能を審査したものと

はいえないため、適当ではない。

　なお、主任技術者としての資格を

有し、かつ発注者から直接請け

負った4,500万円以上の工事に関

する2年以上の指導監督的な実務

経験を積めば監理技術者資格を有

することとなるため、主任技術者の

要件として既存資格の活用が適当

と判断されれば、結果的に監理技

術者資格の要件緩和につながるも

のである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 275/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望
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補助
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要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
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要望理由
その他

（特記事項）

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技

術者要件の拡大
5030 50300006 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 6

電気通信工事業者における専任技術者

要件の拡大

営業所の(電気通信工事)専任技術者の

要件は、技術士試験のうち技術監理部

門（電子・電気部門に限る）に合格した

場合、又は学歴に応じた実務経験及び

指導監督的実務経験を有する場合と

なっている。また、その指導監督的実務

経験（注）を証明するためには、契約書

の原本の提示が必要である。営業所の

（電気通信工事）専任技術者の継続確

保には大変苦慮している。

(注)電気通信工事の発注者から直接請

負、その請負金額が４千５百万円以上で

ある工事に関して２年以上指導監督的

な実務経験を有する者とする。

営業所の（電気通信工事の）専任技術

者「＝監理技術者」の申請要件として、

電気・電子技術士に加えて、既存資格

の「電気通信主任技術者（１種）、（２

種）、（線路）、１級電気工事施工管理技

士」のいずれかに該当する事としてほし

い。

電気通信主任技術者は電気通信分野

の最高位資格で、ネットワーク全体を管

理する総合的資格である。また、1級電

気工事施工管理技士は電気工事専任

技術者の要件ではあるが試験内容は電

気通信工事業まで含めたものである。

建設業法の規定に基づく試験資格が許

可等の要件の対象となっている電気工

事業など技術者の育成が容易となって

いる業種もある中で、一部の事業に課

せられた特別な規制となっている。電気

通信工事業者にとって高度かつ専門的

な電気・電力業の知識を必要とする資

格を取得することは大変困難である。

よって、電気通信工事に必要な有資格

者が不足し、IT革命推進に向けたインフ

ラ整備の大きな障壁となってる（現実的

には実務経験充足による資格取得をめ

ざすこととなるが、発注工事の小規模化

が続く中、限られた工事の実務経験者と

いう要件のみでは有資格者の不足は避

けられない状況である）。

添付資料CIAJ-04-06

z1200014 国土交通省
電気通信工事業者における監理技

術者要件の拡大
5032 50320010 11

（社）電子情報技術産業協

会
10

電気通信工事業者おける監理技術者

要件の拡大

営業所の（電気通信工事の）専任技術

者「＝監理技術者」の申請要件として、

電気・電子技術士に加えて、既存資格

の「電気通信主任技術者（1種）、（2

種）、（線路）、1級電気工事施工管理技

士」のいずれかに該当する事としてほし

い。

電気通信主任技術者は電気通信分野

の最高位資格で、ネットワーク全体を管

理する総合的資格である。また、1級電

気工事施工管理技士は電気工事監理

技術者の要件ではあるが試験内容は電

気通信工事業まで含めたものである。

【規制の現状】

営業所の（電気通信工事）専任技術者

の要件は、技術士試験のうち技術監理

部門（電子・電気部門に限る）に合格し

た場合、又は学歴に応じた実務経験及

び指導監督的実務経験を有する場合と

なっている。また、その指導監督的実務

経験（注）を証明するためには、契約書

の原本の提示が必要である。

営業所の（電気通信工事）専任技術者

の継続確保には大変苦慮している。

（注）電気通信工事の発注者から直接

請負、その請負金額が4千5百万円以上

である工事に関して2年以上指導監督的

な実務経験を有する者とする。

なし

建設業法の規定に基づく試験資格が許

可等の要件の対象となっている電気工

事業など技術者の育成が容易となって

いる業種もある中で、一部の事業に課

せられた特別な規制となっている。電気

通信工事業者にとって高度かつ専門的

な電気・電力業の知識を必要とする資

格を取得することは大変困難である。

よって、電気通信工事に必要な有資格

者が不足し、IT革命推進に向けたインフ

ラ整備の大きな障壁となってる（現実的

には実務経験充足による資格取得をめ

ざすこととなるが、発注工事の小規模化

が続く中、限られた工事の実務経験者と

いう要件のみでは有資格者の不足は避

けられない状況である）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 276/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の
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措置の

分類

措置の

内容
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z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義務基

準の確認

建設業法第２６条

第３項

建設業法施行令

第２７条

公共性のある工作物に関する重要

な工事で、請負代金が2,500万円

以上となるものについては、主任技

術者又は監理技術者は、工事現場

ごとに専任の者でなければならな

い。

d

工事の重要性は工場製作による部

分も含め工事全体で判断されるべ

きであり、主任技術者又は監理技

術者の工事現場への専任が必要と

なる重要な工事の判断基準として

は、請負代金の額とすることが適当

である。

なお、工場製作を含む工事であっ

て、工場製作のみが行われている

期間等については、監理技術者及

び主任技術者の工事現場への専

任は要しない。

回答では工事現場への専任が必

要かどうかの重要性に対して専任

技術者の配置を判断している。そ

の点を踏まえた上で、専任技術者

が必要となる現場工事において、

その金額が小額、すなわち、現場

工事規模が小さいにも関わらず専

任技術者をなぜ置く必要があるの

かに対しての見解を示されたい。ま

た、現場工事規模は小さいが請負

金額全体としては大規模になる現

在のIT設備設置に対してどう考える

かの見解を示されたい。

ｃ

前回の回答で示した通り、工事の

重要性は工場製作による部分も含

め工事全体で判断されるべきであ

り、監理技術者等の専任が必要な

工事においては、建設工事の種類

に関わらず、現場施工の規模がど

んなに小さい場合であっても、工事

全体としての重要性がある限り工

事現場への専任が必要である。

z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義務基

準の確認

建設業法第２６条

第３項

建設業法施行令

第２７条

公共性のある工作物に関する重要

な工事で、請負代金が2,500万円

以上となるものについては、主任技

術者又は監理技術者は、工事現場

ごとに専任の者でなければならな

い。

d

工事の重要性は工場製作による部

分も含め工事全体で判断されるべ

きであり、主任技術者又は監理技

術者の工事現場への専任が必要と

なる重要な工事の判断基準として

は、請負代金の額とすることが適当

である。

なお、工場製作を含む工事であっ

て、工場製作のみが行われている

期間等については、監理技術者及

び主任技術者の工事現場への専

任は要しない。

回答では工事現場への専任が必

要かどうかの重要性に対して専任

技術者の配置を判断している。そ

の点を踏まえた上で、専任技術者

が必要となる現場工事において、

その金額が小額、すなわち、現場

工事規模が小さいにも関わらず専

任技術者をなぜ置く必要があるの

かに対しての見解を示されたい。ま

た、現場工事規模は小さいが請負

金額全体としては大規模になる現

在のIT設備設置に対してどう考える

かの見解を示されたい。

ｃ

前回の回答で示した通り、工事の

重要性は工場製作による部分も含

め工事全体で判断されるべきであ

り、監理技術者等の専任が必要な

工事においては、建設工事の種類

に関わらず、現場施工の規模がど

んなに小さい場合であっても、工事

全体としての重要性がある限り工

事現場への専任が必要である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 277/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望
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補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義

務基準の確認
5030 50300007 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 7

主任技術者・監理技術者の専任義務基

準の確認

公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で

定めるものについては、主任技術者又は監理技術

者は工事現場ごとに、専任のものでなくてはならな

い。また、建設業法施行令の規定では、主任技術者

又は監理技術者が専任となるのは請負った建設工

事の請負金額が２５００万円以上の建設工事であ

る。

建設業法において、主任技術者・監理技術者は、工

事現場における建設工事を適正に実施するため配

置され、その規模が大きくなるとその建設工事に専

任する必要が規定されている。しかしながらこの専

任の基準は、現場工事の規模ではなく請負金額全

体とされており、必ずしも現場工事規模が大きくなくと

も専任の必要が生じる場合が想定される。

今後貴省において、この主任技術者・監理技術者

の専任基準を請負金額全体から現場工事金額（機

器費、ソフトウエア費用を除く）に変更することを検

討されるか否かについてご確認願いたい。

電気通信工事においては、請負金額全

体に占める工事部分の割合が低く、ま

た、工事期間も機器製作期間に比して

短期であるものが多い。そのため、工事

現場における工事規模が比較的小規模

にも拘わらず、技術者の専任を義務付

けられる工事の対象範囲が過大となり、

技術者の人件費等企業の生産性向上・

効率的活用が阻害されているため。

添付資料CIAJ-04-07

z1200015 国土交通省
主任技術者・監理技術者の専任義

務基準の確認
5032 50320011 11

（社）電子情報技術産業協

会
11

主任技術者・監理技術者の専任義務基

準の確認

建設業法において、主任技術者・監理技術者は、工事現場

における建設工事を適正に実施するため配置され、その規

模が大きくなるとその建設工事に専任する必要が規定されて

いる。しかしながらこの専任の基準は、現場工事の規模では

なく請負金額全体とされており、必ずしも現場工事規模が大

きくなくとも専任の必要が生じる場合が想定される。

今後貴省において、この主任技術者・監理技術者の専任基

準を請負金額全体から現場工事金額（機器費、ソフトウェア

費用を除く）に変更することを検討されるか否かについてご

確認願いたい。

【規制の現状】

公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるも

のについては、主任技術者又は監理技術者は工事現場ごと

に、専任のものでなくてはならない。

また、建設業法施行令の規定では、主任技術者又は監理技

術者が専任となるのは請負った建設工事の請負金額が2,500

万円以上の建設工事である。

なし

電気通信工事においては、請負金額全

体に占める工事部分の割合が低く、ま

た、工事期間も機器製作期間に比して

短期であるものが多い。そのため、工事

現場における工事規模が比較的小規模

にも拘わらず、技術者の専任を義務付

けられる工事の対象範囲が過大となり、

技術者の人件費等企業の生産性向上・

効率的活用が阻害されているため。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 278/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見直しや

書面文言削除等要望

国土交通省関東

地方整備局平成１

４年１０月「適正化

法の施行２年目を

迎えて入札に参加

する建設会社の皆

さんへ」

現場代理人の要件については、法

律上、元請業者との直接的かつ恒

常的雇用関係を必要としません。ま

た、現場代理人が元請業者と直接

的かつ恒常的な雇用関係に無い場

合においても、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法

律に基づく施工体制の適正化のた

めの点検において問題とはなるも

のではありません。

関東地方整備局においては、「請

負者の代理人」としての権限を行

使するには、請負者との直接的か

つ恒常的な雇用関係にあることが

契約の適正な履行につながること

を重視し、関東地方整備局が発注

する工事について、請負者にお願

いしています。

ｅ 0

関東地方整備局独自で発注者の

立場から、『「現場代理人」は、工事

施工中は現場に常駐し、請負者と

直接的かつ恒常的な雇用関係を有

するものを配置して下さい。』と記

載し、請負者にお願いしています

が、記載内容に誤解を招くことがな

いように、法律上問題となるもので

はないことを、今後、出先機関に再

周知するとともに、ホームページの

掲載に補足説明を加える予定で

す。

0

①出先機関への再周知及びホーム

ページへの補足説明掲載の具体的

な時期を示されたい。また、②日本

道路公団の共通仕様書に対しても

同様の理解でいいかどうかの見解

も示されたい。

①出先機関への再周知及びホーム

ページへの補足説明掲載は、8月

下旬を目途に行う予定である。

②（日本道路公団の共通仕様書に

ついて）

　　建設業法においては、現場代理

人の要件は定められておらず、当

該要件は発注者と請負者の契約に

おいて定められているところであ

り、発注者の判断によるものと考え

ております。

z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見直しや

書面文言削除等要望

国土交通省関東

地方整備局平成１

４年１０月「適正化

法の施行２年目を

迎えて入札に参加

する建設会社の皆

さんへ」

現場代理人の要件については、法

律上、元請業者との直接的かつ恒

常的雇用関係を必要としません。ま

た、現場代理人が元請業者と直接

的かつ恒常的な雇用関係に無い場

合においても、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法

律に基づく施工体制の適正化のた

めの点検において問題とはなるも

のではありません。

関東地方整備局においては、「請

負者の代理人」としての権限を行

使するには、請負者との直接的か

つ恒常的な雇用関係にあることが

契約の適正な履行につながること

を重視し、関東地方整備局が発注

する工事について、請負者にお願

いしています。

ｅ 0

関東地方整備局独自で発注者の

立場から、『「現場代理人」は、工事

施工中は現場に常駐し、請負者と

直接的かつ恒常的な雇用関係を有

するものを配置して下さい。』と記

載し、請負者にお願いしています

が、記載内容に誤解を招くことがな

いように、法律上問題となるもので

はないことを、今後、出先機関に再

周知するとともに、ホームページの

掲載に補足説明を加える予定で

す。

0

①出先機関への再周知及びホーム

ページへの補足説明掲載の具体的

な時期を示されたい。また、②日本

道路公団の共通仕様書に対しても

同様の理解でいいかどうかの見解

も示されたい。

①出先機関への再周知及びホーム

ページへの補足説明掲載は、8月

下旬を目途に行う予定である。

②（日本道路公団の共通仕様書に

ついて）

　　建設業法においては、現場代理

人の要件は定められておらず、当

該要件は発注者と請負者の契約に

おいて定められているところであ

り、発注者の判断によるものと考え

ております。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 279/316



管理コード
制度の

所管官庁
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要望

管理番号

要望事項
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要望
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要望
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z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見

直しや書面文言削除等要望
5030 50300008 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 8

現場代理人の選任条件運用の見直しや

書面文言削除等要望

  現場代理人の所属について建設業法では規定されていな

いが、国土交通省地方整備局の適正化法に関する案内や日

本道路公団の共通仕様書等において「元請会社に所属する

者」と明記され、かつ恒常的雇用関係にある社員である事を

求められる。また、地方公共団体等においても、発注者に対

して元請会社外の現場代理人の確認を求めると、「元請と直

接かつ恒常的雇用関係にある社員である事」を求められる事

例が増えている。

現場代理人の選任については、元請以外（連結会社または

下請会社の社員）の者でも建設業法上、特に問題は無いと

解釈している。しかし、実態として公共工事発注者が「現場代

理人は元請と直接的かつ恒常的雇用関係にある社員である

事」を監理／主任技術者と同等の選任条件としているのは、

「請負人の任務を代行する」現場代理人要件を監理（主任）技

術者の要件と主旨を混同されていると思われる。したがっ

て、

・『現場代理人の身分については、発注者の意向に委ねるも

のではあるが、基本的には｢元請業者と直接的かつ恒常的

雇用関係｣を必要としない』旨の見解を公にしていただくか

・国土交通省や日本道路公団があえて当該雇用関係を求め

る理由について説明し、特にこれに該当しない場合は、その

限りではないとするか

・公開されている書面の内容改訂をするか

など現在の過剰な規制を緩和するための処置をお願いした

い。

具体的に条件を規定している書面等の例は、次の通り。

●国土交通省関東地方整備局

平成１４年１０月「適正化法の施行２年目を迎えて入札に参加

する建設会社の皆さんへ」３、⑦「現場代理人」は、工事施工

中は現場に常駐し、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係

を有するものを配置して下さい。（以下略）

●日本道路公団「電気通信工事共通仕様書」

平成１１年１０月発行第１章第７節１．７．１現場代理人等の設

置　（１）契約書第１０条第１項の規定に基づき設置する現場

代理人、主任技術者（中略）は、乙に所属する者とする。

・現場代理人の機能は、契約の履行に関し

て、請負人の任務代行者として運営・取締りを

行うもので、監理／主任技術者とは全く別個

のもの（法解説書）。

・国土交通省地方整備局の適正化法に関す

る案内や日本道路公団の共通仕様書等は、

公共工事発注者のいわば｢バイブル｣であ

る。発注者の範たる国土交通省や日本道路

公団が率先して、現場代理人の身分につい

て、厳格な書面にて公開している影響で、地

方自治体他の発注者が、現場代理人の意義

を十分理解せず、慣習的にこれに追従し、全

体として規制の強化を誘発している。

・工事実績情報システムＣＯＲＩＮＳにおいて

も、現場代理人ついては、本人の所属会社を

申請できるようＶｅｒｓｉｏｎ　４．０から改訂され

ている。

・ＩＴ通信分野は専門分社化によって分担して

高度な設置工事を実現しており、「請負者が

責任を持って選任した専門会社の現場代理

人による現場指導」は適正なＩＴ機能実現に

おいて、必須である。

添付資料CIAJ-04-08

z1200016 国土交通省
現場代理人の選任条件運用の見

直しや書面文言削除等要望
5032 50320012 11

（社）電子情報技術産業協

会
12

現場代理人の選任条件運用の見直しや

書面文言削除等要望

現場代理人の選任については、元請以外（連結会社または

下請会社の社員）の者でも建設業法上、特に問題は無いと

解釈している。

しかし、実態として公共工事発注者が「現場代理人は元請と

直接的かつ恒常的雇用関係にある社員である事」を監理／

主任技術者と同等の選任条件としているのは、「請負人の任

務を代行する」現場代理人要件を監理（主任）技術者の要件

と主旨を混同されていると思われる。したがって、

・『現場代理人の身分については、発注者の意向に委ねるも

のではあるが、基本的には「元請業者と直接的かつ恒常的

雇用関係」を必要としない』旨の見解を公にしていただくか

・国土交通省や日本道路公団があえて当該雇用関係を求め

る理由について説明し、特にこれに該当しない場合は、その

限りではないとするか

・公開されている書面の内容改訂をするか

など現在の過剰な規制を緩和するための処置をお願いした

い。

具体的に条件を規定している書面等の例は、次の通り。

●国土交通省関東地方整備局

平成14年10月「適正化法の施行2年目を迎えて入札に参加す

る建設会社の皆さんへ」3、⑦「現場代理人」は、工事施工中

は現場に常駐し、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係を

有するものを配置して下さい。（以下略）

●日本道路公団「電気通信工事共通仕様書」

平成11年10月発行第1章第7節1．7．1現場代理人等の設置

（1）契約書第10条第1項の規定に基づき設置する現場代理

人、主任技術者（中略）は、乙に所属する者とする。

【規制の現状】

現場代理人の所属について建設業法では規定されていない

が、国土交通省地方整備局の適正化法に関する案内や日本

道路公団の共通仕様書等において「元請会社に所属する

者」と明記され、かつ恒常的雇用関係にある社員である事を

求められる。また、地方公共団体等においても、発注者に対

して元請会社外の現場代理人の確認を求めると、「元請と直

接かつ恒常的雇用関係にある社員である事」を求められる事

例が増えている。

なし

・現場代理人の機能は、契約の履行に関し

て、請負人の任務代行者として運営・取締りを

行うもので、監理／主任技術者とは全く別個

のもの（法解説書）。

・国土交通省地方整備局の適正化法に関す

る案内や日本道路公団の共通仕様書等は、

公共工事発注者のいわば「バイブル」であ

る。発注者の範たる国土交通省や日本道路

公団が率先して、現場代理人の身分につい

て、厳格な書面にて公開している影響で、地

方自治体他の発注者が、現場代理人の意義

を十分理解せず、慣習的にこれに追従し、全

体として規制の強化を誘発している。

・工事実績情報システムCORINSにおいても、

現場代理人ついては、本人の所属会社を申

請できるようVersion 4.0から改訂されてい

る。

・IT通信分野は専門分社化によって分担して

高度な設置工事を実現しており、「請負者が

責任を持って選任した専門会社の現場代理

人による現場指導」は適正なIT機能実現に

おいて、必須である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 280/316
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z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるいはそ

の工事が微少な「ＩＴ設備関連案件」の適

用除外について

建設業法第２条第

１項、同法別表第

１

「建設業法第２条

第１項の別表の上

欄に掲げる建設工

事の内容」（昭和４

７年建設省告示第

３５０号）

「建設業許可事務

ガイドラインにつ

いて」（平成１３年

国総建第９７号）

建設業法上の建設工事とは土木建

築に関する工事で別表第１に掲げ

るものと定義されている。また、告

示で建設工事の内容を定めてお

り、通知で建設工事の例示を示し

ている。

e

「IT設備関連案件」であっても告示

及び通知で定めている建設工事の

内容及び例示に該当すれば建設業

法の適用を受けることとなる。

建設工事の内容や例示について

は、告示や通知で定めているが、

現状に即して適宜見直しが行われ

ている。

①回答では現状に即して適宜見直

しが行われているとあるが、昭和６

０年の建設省経建発第１６４号、１７

０号の通達以降具体的な見直しが

なされているのであれば、それを示

されたい。

②建設業とは明らかに進歩のス

ピードが異なるＩＴ関連の工事を建

設業法の中で括ることに対して、IT

設備設置等の適用除外の例示が

可能かどうかも含め、今後どう対応

していくかの見解を示されたい。

ｅ

①建設工事の内容については、

「建設業法第二条第一項の別表の

上欄に掲げる建設工事の内容」（昭

和４７年建設省告示第３５０号）に

よって定めているが、当該告示につ

いては平成１５年７月２５日国土交

通省告示第１１２８号により改正を

行ったところである。

　また、建設工事の例示について

は「建設業の一部を改正する法律

の施行及び運用について」（昭和４

７年建設省計建発第４６号）によっ

て、また建設工事の区分の考え方

等については「許可業種区分の内

容の見直しにあたつての考え方に

ついて」（昭和６０年建設省経建発

第１７０号）等によって定めている

が、当該通知については、平成１５

年７月２５日国総建第１０９号により

改正を行ったところである。

②「ＩＴ設備関連案件」であっても、

作業の内容が建設工事であれば建

設業法上の建設工事に該当すると

考えられるが、「ＩＴ設備関連案件」

の今日の実態を踏まえ、どのような

部分を建設工事とすることが適当

か、検討を行って参りたい。

z1200050 国土交通省
通訳案内業の試験科目の変更および

試験内容の変更

通訳案内業法第５

条

通訳案内業試験は、①外国語、②

日本地理、③日本歴史、④産業、

経済、政治及び文化に関する一般

常識、⑤人物考査について行う。

b

通訳案内業試験の試験科目につ

いては、単に知識を問うためのもの

ではなく、通訳案内のために真に必

要な知識は何かという見地から、試

験問題の内容の再検証を行ってい

る。この中で、今年度試験から従来

の１次試験、３次試験を統合すると

ともに、日本地理、日本歴史、産

業、経済、文化に関する一般常識

については、マークシート方式の導

入を行ったところであり、今後も試

験内容の適正化に向けた検討を

行っていく。

回答では、「今後も試験内容の適

正化に向けた検討を行っていく」と

されているが、要望内容は、「真に

必要な知識」として通訳案内業を行

うに当たって不可欠な（ａ）各国の外

国人に適切に日本の文化を伝える

ための、異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力も

含めた案内手法・技術、（ｂ）分かり

易くかつ景観にも配慮した案内標

識を自治体等に提言できる能力を

も視野に入れた、案内標識に関す

る知識を問う問題を試験に取り入

れるべきであるとのものである。即

ち、本要望は、ﾏｰｸｼｰﾄ方式の導入

や試験の一部統合といった形式的

な見直しではなく、試験科目自体の

見直し（追加を含む。）を求めるもの

である。この点を踏まえ、①上記試

験科目の見直しについての具体的

な対応策を更に検討され、示された

い。②また、上記①を踏まえた実施

時期について、その時期となる理

由も含め具体的に示されたい。

b,c,d

通訳案内業試験においては、外国

語試験の口述試験を行っており、

ご指摘のような(a)異文化コミュニ

ケーション能力を含めた案内手法・

技術についても、その試験内容の

一部として既に行っている。一方、

通訳案内業試験では、国の規制を

最低限必要なものとする観点から、

外国人に付き添い、外国語を用い

て、旅行に関する案内をする上で直

接的に求められているものに限って

問うこととしており、ご指摘のような

(b)自治体等に提言できる能力をも

視野に入れた案内標識に関する知

識を問う試験科目を追加することは

検討していない。

いずれにせよ、国土交通省におい

ては、通訳案内業を実施する上で、

真に必要な知識は何かという見地

から、試験内容の適正化に向けた

検討を、今後とも適時適切に行って

いくこととしている。

＜上記回答後の調整結果＞

通訳案内業を実施する上で、真に

必要な知識は何かという見地から、

試験内容の適正化に向けた検討を

行い、１７年度中に結論を得る。（１

７年度結論）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 281/316
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z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるい

はその工事が微少な「ＩＴ設備関連

案件」の適用除外について

5030 50300009 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 9

電気通信工事を伴わない、あるいはそ

の工事が微少な「ＩＴ設備関連案件」の

適用除外について

建設業法第二条（定義）１項では、｢建設工事｣とは、

「土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるも

のをいう」とある。当該別表には、「電気通信工事」

の名称はあるものの、その定義、例示等について

は、関連通達や解説本等を参照する方法をとって

いる。このため、発注者は、当該通達等を参照して

適切と思われる工事業種を設定しており、いわゆる

「建設工事」にそぐわない案件が、「電気通信工事」

の扱いを受けているケースが多く見受けられる。

今日、「電気通信工事」として発注されるものの多く

が、IT設備および配線、据付を主体とするいわゆ

る「ＩＴ設備関連案件」となっている。また、当該設備

は、その基本部をコンピュータ機能によって構成し

ており、いわゆる「建設工事」を伴わない、あるい

は工事部分が極めて微少な事例が多く見受けられ

る。

「ＬＡＮ（Local Area Network）設置」や「コンピュータ

機能を有した機器設置調整」等、配線や据付・調整

などが主体で、いわゆる｢建設工事｣と定義できる作

業を伴わないかまたは軽微な場合においては、｢電

気通信工事｣の適用外とする旨の関連通達および

解説本等への記載を要望する。なお、当該分野は

技術進歩が極めて速いため、適宜適切に事例等の

記述の改版をお願いしたい。

上記の例を含め、いわゆる「ＩＴ設備関連案件」は、

ソフトウェアからシステム運用・保守サービス等まで

一貫したシステム提供となる場合が多い。更に、そ

の設置作業は、建築物への加工を伴わない機器調

整等を含むデータ設定試験等が主体であり、いわ

ゆる「建設工事」とはそぐわない内容である。

関連通達等に見られる工事内容や例示は、旧電電

公社時代の名残やコンピュータが大型の箱物で

あった時に設定されたものと思われる。現在、ＩＴ時

代を迎え、コンピュータそのものがオープン化、ダ

ウンサイジング化、微細化され、その形状も、ＬＳＩ

や小型機器に組み込まれる等、多様化している。

昭和６０年に出された下記通達において、「電気通

信工事の内容として、情報制御設備工事にはコン

ピュータ等の情報処理設備の設置工事も含まれる」

とある影響で、上記の「ＩＴ設備関連案件」が、「電気

通信工事」として適用される事例が数多く見受けら

れる。これは、ＩＴに関する技術革新のスピードが、

建築土木を基幹とした多くの他建設工事に比し特段

に速く、そのトレンドを数年先すら予見する事が困

難な状況からやむを得ないと思われる。しかしなが

ら、ＩＴの技術革新が急速に進展する中、建設業法

第二条や関連通達、解説本の内容や例示にあては

まらない事例が存在するにも拘わらず、これらに対

する具体的な対処方法が明示されていない為、｢電

気通信工事｣適用の濫用を誘発している事は、本許

可業種を適正に運用する上で課題と考える。更に

は、現状にて運用された場合には、経営事項審査に

おける工事完成高申請において、適正を欠く恐れ

があると思われる

また、ＩＴ技術の急速な進展に鑑み、定期的にＩＴ設

備・技術を吟味し、適宜、内容や例示に加える場合

もしくは除外する場合を明確にしていく事も、本許可

業種を適正に運用する上で不可欠であると考え

る。

添付資料CIAJ-04-09

z1200050 国土交通省
通訳案内業の試験科目の変更お

よび試験内容の変更
5064 50640026 11

株式会社東京リーガルマイ

ンド
26

通訳案内業の試験科目の変更および試

験内容の変更

現行試験を、より実務に即した内容の試

験にしていくため、案内標識に盛り込む

べき情報等の決定手法や景観への配

慮方法に関する問題を出題し、また外国

人旅行者等を適切に誘導する案内手法

を実際に会話試験の中で試験すること

通訳案内業に、外国人旅行者と外国語

でコミュニケーションを図り、もって日本

を紹介していく、といういわば「民間の外

交官」的な役割を果たさせ、外国人旅行

者の増大を図る

外国語の筆記試験については、受験者

数が一番多い英語の試験に関していえ

ば、通訳案内業としては直接に関係の

ない「3枚目」「迎え酒」等の英単語の問

題がある一方で、通訳案内業として必要

な知識をダイレクトに問う問題は多くな

い。

日本地理、日本の歴史、その他の一般

常識(日本語試験)については、地理、歴

史等は通訳案内業としてはもちろん必

要な知識であるが、試験としてはもう少

し工夫の必要があると考えられる。

添付資料：

「通訳案内業」についての提言

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 282/316
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z1200051 国土交通省
通訳案内業試験の採点基準および合

格基準の明確化

通訳案内業法第５

条の４第１項

　通訳案内業を営む者として必要な

知識及び能力を有するかどうかの

判定に関する事務については、通

訳案内業者試験委員に行わせなけ

ればならない。

d,c

通訳案内業試験においては、既に

解答例を公表するとともに、合格判

定のための基準を公表している。

外国語試験の合格基準について

は、各外国語毎の合格水準を一定

に設定する必要があることから、相

対評価を行っている。

回答では、各外国語の合格水準を

一定に設定する必要があることを

根拠に絶対評価の採用は困難とさ

れているが、受験者の予見可能性

を高め過度の負担を可否する観点

からは、現行の日本語筆記試験と

同様に、外国語筆記試験について

も絶対評価を採用していくべきと考

えられる。なお、行政書士試験でも

受験者の点数と毎年変わる可能性

のある合格の点数を受験者に通知

している。この点を踏まえ、①改め

て本要望の実施に向けた具体的対

応策を検討され、示されたい。②上

記①を踏まえた実施時期につい

て、その時期となる理由も含め具体

的に示されたい。

c

通訳案内業試験の外国語筆記試

験においては、複数の外国語の試

験を行い、全ての外国語試験にお

いて共通の、一定水準以上の能力

を持つ者を合格させる必要がある

が、９種類にも及ぶ異なる外国語試

験を実施するため、それらの試験レ

ベルの差異が生じる蓋然性が高

い。このため、各外国語の試験レベ

ルの誤差を考慮した上で、各外国

語試験共通の一定水準以上の能

力を確保するべく、合否判定のため

の基準につき、各外国語試験の受

験者の得点の分布を利用する相対

評価を行っているものである。

＜上記回答後の調整結果＞

日本語筆記試験については、「お

おむね○○点以上」という現行の

合格基準に係る公開形式を改め、

ピンポイントでの合格基準を公開

するよう措置するとともに、外国語

筆記試験について、過去に実際に

実施された試験に関して合格点を

公表する方向で調整を行い、１７年

度早期に結論を得る。（１７年度早

期に結論）

（参考：規制改革・民間開放推進本

部決定事項）

受験者の予見可能性を高めるた

め、既に公開している解答例につ

き、周知徹底を行う。（１６年度措

z1200052 国土交通省
他の資格試験有資格者、他の検定試験

合格者に対する科目免除

通訳案内業法第５

条

通訳案内業施行

規則第３条

通訳案内業試験は、①外国語、②

日本地理、③日本歴史、④産業、

経済、政治及び文化に関する一般

常識、⑤人物考査について行う。

c

通訳案内業者は、外国人旅行者に

付き添い、我が国について案内す

ることで、我が国に関する正確な理

解を通じて、我が国の魅力を認識

してもらうため重要な役割を果たし

ていることから、一定の資格要件が

必要とされている。一方、旅行業務

取扱主任者は、取引条件の説明、

契約書面の交付等旅行業務に関す

る契約について、旅行者の理解を

十分に得た上で契約締結につな

げ、ひいては旅行者保護に資する

ため、営業所ごとに設置された、専

門的な旅行実務、法律の知識を備

えた者である。上記２資格は、資格

制度の設置趣旨も、資格の必要要

件もまったく異なることから、一方の

資格を有する者に、他方の資格試

験についてその一部を免除するこ

とは不可能である。

回答では、通訳案内業者と旅行業

務取扱主任者について、当該二資

格の設置趣旨及び必要要件が異な

ることを根拠に、一方の資格を有す

る者に他方の資格試験についてそ

の一部を免除することは不可能で

あるとされているが、受験者への過

度の負担を回避する観点からは、

（ａ）当該二資格間について、また、

要望にあるとおり、（ｂ）通訳案内業

試験と歴史検定１級（日本史）の二

資格間について、科目免除の措置

を速やかに講ずる必要があると考

えられる。なお、他の資格について

は既にこうした措置が講じられてい

る例も見られる。例えば、大学の税

法マスターには税理士の一定科目

が免除されているし、社会保険労

務士制度ができる前の行政書士資

格保有者は社会保険労務士の資

格をも有する。後者の例で言えば、

別の専門性や法律の知識が必要

でﾆｰｽﾞがあるからこそ新設された

国家資格であり、貴省のご見解に

従えば資格を付与する必要がない

こととなる。こうした点を踏まえ、①

改めて上記（ａ）及び（ｂ）の要望の

実現に向けた具体的な対応策を検

討され、示されたい。②上記①を踏

まえた実施時期について、その時

期となる理由も含め具体的に示さ

れたい。

c

　ご提案のような２つの例は、いずれも税理

士や社会保険労務士に関する専門の講義や

試験を行っているものであり、それぞれ共通

する内容であることから、一方の資格を有す

る者に他方の資格試験の一部を免除してい

ると考えられる。

　ところが、通訳案内業と旅行業務取扱主任

者については、制度設置当初より、そもそも

目的が異なり、必要とされる能力も異なること

から、試験において求めるべき内容も異なっ

ている。従って、一方の資格を有する者に、

他方の資格試験についてその一部を免除す

ることは不可能である。

　通訳案内業試験で問う日本歴史の試験内容

は、歴史検定と異なり、訪日外客に対する旅

行案内をする上で必要とされる日本歴史に関

する内容である。さらに、①日本地理②日本

歴史③産業、経済、政治及び文化に関する

一般常識試験は、すべてを一体として受験し、

合否判定を行い、それらの能力を総合的に

判断している。よって、日本歴史に関する試

験についてのみ、試験免除を行うことは不可

能である。

　なお、通訳案内業試験においては、一の外

国語で合格している者は、他の外国語で受験

する場合、①日本地理、②日本歴史、③産

業、経済、政治及び文化に関する一般常識

試験を一体として免除しているところである。

＜上記回答後の調整結果＞

通訳案内業試験の内容の適正化に向けた検

討とあわせて、専門家の意見等も踏まえつ

つ、通訳案内業試験の一部科目の合格ライ

ンを満たす者と同等の知識、能力を有すると

認められる者について、当該科目の受験免

除措置の検討を行い、１７年度中に結論を得

る。（１７年度結論）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 283/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200051 国土交通省
通訳案内業試験の採点基準および

合格基準の明確化
5064 50640027 11

株式会社東京リーガルマイ

ンド
27

通訳案内業試験の採点基準および合格

基準の明確化

模範解答の公開等の手法を通じて、合

格基準を明確にすること

外国語の試験においても、日本語筆記

試験と同様、絶対評価を取り入れること

受験者に対して、準備に過度の負担を

課さないようにすることで、より多くのか

つ幅広い層の受験者が受験することが

期待され、結果的に優秀な人材が通訳

案内業試験を受験するようになり、もっ

て通訳案内業のレベル向上に資すると

ともに、日本の観光産業振興をもたら

す。

他の国家試験においても、模範解答の

公開等を通じて基準がオープンにされて

いる。受験者に対する負担を軽減するた

めには、採点基準の明確化が望まれ

る。

また、合否が相対評価により決定される

と、相対評価の基準自体が明確であっ

たとしても、受験者から見るならば合格

の要件（どこまで勉強すれば合格するの

か）が不明確であることになり、受験者

への負担増が避けられないものとなる

ため好ましくない。

添付資料：

「通訳案内業」についての提言

z1200052 国土交通省
他の資格試験有資格者、他の検定

試験合格者に対する科目免除
5064 50640028 11

株式会社東京リーガルマイ

ンド
28

他の資格試験有資格者、他の検定試験

合格者に対する科目免除

旅行業務取扱主任者の資格を有する者

は日本地理の試験を、歴史検定１級（日

本史）の合格者は日本の歴史の試験を

免除すること

多様な合格への道を開くことによって、

より多くのかつ幅広い層の受験者が受

験することが期待され、結果的に優秀な

人材が通訳案内業試験を受験するよう

になり、もって通訳案内業のレベル向上

に資するとともに、日本の観光産業振興

をもたらす。

他の国家試験では、その他の資格を有

していれば、その資格に関連した科目の

試験を免除する制度が多数存在する。

これは、免除される科目については、す

でに知識を有していると認定できるから

である。

これは、通訳案内業の試験においても

同様に当てはまる。

添付資料：

「通訳案内業」についての提言

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 284/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200053 国土交通省 通訳案内業の分化
通訳案内業法第２

条、第３条

報酬を得て通訳案内業を営もうとす

る者は、国土交通大臣の行う試験

に合格し、都道府県知事の免許を

うけなければならない。

b Ⅰ

「外客受入環境整備のための具体

的施策検討委員会（本年７月８日

第１回開催）」を立ち上げ、この中

で、それぞれの地域の持つ独自の

魅力を伝えるインタープリターとし

て通訳ガイドを活用していくため、

制度面の見直しを含め具体的施策

を検討中であり、本年中に得られる

予定の提言を踏まえ、所要の措置

を講じることとしている。

＜構造改革特区推進室（地域再生

推進室）で一元的に取扱う＞

z1200054 国土交通省 旅行業者の通訳案内業者設置義務
通訳案内業法第２

条、第３条

報酬を得て通訳案内業を営もうとす

る者は、国土交通大臣の行う試験

に合格し、都道府県知事の免許を

うけなければならない。

d

旅行業者は、そのすべてが訪日旅

行を扱っているわけではなく、ま

た、通訳案内業は、報酬を得て、外

国人に付き添い、外国語を用いて

旅行に関する案内をする業である

が、外国人旅行者のニーズは多様

化しており、そのすべてが有償での

旅行案内を求めていないのが現状

である。したがって、旅行業者に一

律に、各営業所における通訳案内

業者の設置を義務づけるのは、必

要以上の規制である。

なお、旅行業法においては、無資

格の通訳ガイドによる通訳案内

サービスを提供する等の行為は、

法第１３条第３項第２号の旅行業者

等の禁止行為に該当し、その違反

は業務停止又は登録の取り消し事

由とされており（旅行業法第１９条

第１項第１号）、これによって通訳案

内業免許を持つ業者が利用される

よう制度上の担保がされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 285/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目

要望

管理番号

要望事項

管理番号

要望

事項

補助

番号

要望主体名
要望

事項番号

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由
その他

（特記事項）

z1200053 国土交通省 通訳案内業の分化 5064 50640029 11
株式会社東京リーガルマイ

ンド
29 通訳案内業の分化

「通訳案内業(総合)」と「通訳案内業(地

域限定)」の、２種類の通訳案内業者を

創設すること

「民間の外交官」としての役割を有する

「通訳案内業(総合)」と、「動く観光案内

所」としての役割を有する「通訳案内業

(地域限定)」の二本立てとすることによ

り、できる限り能力の高い通訳案内業

者を多数生み出し、日本の観光産業振

興をもたらす。

平成９年６月、地域を限定する代わりに

日本の知識は若干緩和したような免許

である、地域限定型の通訳案内業が施

行されている。

しかし、この地域限定型の通訳案内業

は、指定された地域が九州(沖縄を除く)

のみであり、また、中国語、朝鮮語につ

いてのみのものであったことから、利用

の頻度が高くなかったこともあり、平成

18年２月末で廃止されることとなってい

る。

このような廃止の経緯を踏まえ、通訳案

内業(地域限定)は、外国人旅行者が多

く訪れる観光地を中心に業務を行うもの

へと再構築していくべきと考える。

また、以前の地域限定型通訳案内業

は、受験要件として通訳案内業の外国

語筆記試験、外国語会話試験に合格し

た者であることを挙げており、その他にも

受験制限がかなり厳しいものであった

が、「通訳案内業(地域限定)」の試験科

目としては、①外国語筆記試験（ただ

し、英検１級及びそれに準ずる資格を有

していれば免除される）、②外国語会話

試験(外国人旅行者等を適切に誘導す

る案内手法)及び③日本語筆記試験（特

定地域の地理・歴史、ただし一定の資格

を有している者は免除される）について

の試験を行うようにし、通訳案内業(総

合)との差別化を図る。

添付資料：

「通訳案内業」についての提言

z1200054 国土交通省
旅行業者の通訳案内業者設置義

務
5064 50640030 11

株式会社東京リーガルマイ

ンド
30 旅行業者の通訳案内業者設置義務

旅行業法において、通訳案内業者を旅

行業者の従業員の300人ごとに1人、か

つ、各営業所に1人以上の通訳案内業

者を設置する旨を定めること

外国人旅行者に対して、質の高い観光

案内を実施することにより、外国人旅行

者の増大が見込まれる。

そもそも「通訳案内業」とは、有償で外国

人に対し旅行に関する案内をすることが

できる者であると定められている。しかし

現在、通訳案内業者でない者が、有償

でガイドを行う行為が横行しており、この

ままでは通訳案内業者の信頼は落ち込

む一方となることが予想される。

添付資料：

「通訳案内業」についての提言

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 286/316
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z1200078
厚生労働省、国土

交通省

建設業退職金共済制度の健全化につ

いて

中小企業退職金

共済法第４１条第

１項

中小企業者は建設業退職金共済

制度に加入することができることと

されている。

ｃ Ⅳ

  建設業退職金共済制度は、従業

員の福祉の増進と中小企業の振興

を目的としている制度であり、そも

そも当該共済制度を活用するかど

うかは中小企業者の自由であるた

め、御要望である一律に電気通信

工事分野の適用を除外することに

ついては、お応えすることはできな

い。

    また、ＩＣカードによる納入につい

ては、現在、独立行政法人勤労者

退職金共済機構において建設業界

と連携しつつ「新たな掛金納入方

式の導入に関する意見交換会」の

場で検討しているところであり、当

省としてはその状況を踏まえながら

新たな掛金納入方式のあり方につ

いて検討してまいりたい。

【対国土交通省、厚生労働省】

①建設業退職金共済制度の活用を一律に経

営事項審査における評価項目にすることは、

同制度を活用するかどうか中小企業者の自

由であるという前提に反する。この点の改善

について、具体的な対応策を検討され、示さ

れたい。

②建設業退職金共済制度の活用を官公庁の

入札参加資格の要件とすることは、同制度を

活用するかどうか中小企業者の自由であると

いう前提に反する。この点の改善について、

具体的な対応策を検討され、示されたい。

③公共工事の入札や元請業者決定段階など

では施工体制が未確定の場合もあり、発注者

が建設業者に対しこの段階で掛金収納の証

（領収書）の提示を必須要件とするのは適切

ではない。この点の改善について、具体的な

対応策を検討され、示されたい。

④「新たな掛金納入方式のあり方」について

は、ＩＣカードによる納入の早期実施に加え、

要望内容にある、掛金納入の勤労実績によ

るカウント、余剰証紙の払戻し又は他工事で

の使用可能化、証紙を購入しなくともよい場

合の明確化及び手続の簡素化の改善が必要

と考えられる。この点を踏まえ、「新たな掛金

納入方式のあり方」の検討の方向性及び実施

時期について、その時期となる理由を含め具

体的に示されたい。

⑤上記④に関連して、平成15年度に試行した

掛金の新納入方式の評価について明らかに

されたい。

①e

②ｅ

③ｅ

①経営事項審査は、「技術と経営に優れた建設業者

の成長を促し、また工事の質、工期等施工の信頼性

を確実にするために企業の総合的能力を明らかにす

ること」をねらいとしており、建設企業の労働福祉の状

況を客観的に評価することも必要であることから、建

設工事現場で働く労働者の福祉の増進のため、建設

業という一つの業種に就労した全期間を通算して退

職金を支給する制度である建設業退職金共済制度を

活用していれば、従業員の福祉の増進と中小企業の

振興に寄与しているという観点から「加点」評価してい

るものである。当該共済制度を活用するかどうかは中

小企業者の自由であるという前提に反しているもので

はない。（経営事項審査のその他の審査項目（Ｗ）で

加点評価している項目は「規制」ではない。）

②国土交通省直轄工事（港湾空港関係を除く。）にお

いて、一般競争入札では、建設業退職金共済制度に

加入していることは入札参加資格の要件とはなってい

ない。

　一方、指名競争入札においては、地方整備局の一

部において、指名業者の選定の際に当該制度への加

入の有無を確認し、加入している場合には「加点」評

価している場合があるのは事実であるが、これは、建

設業退職金共済制度の普及による建設労働者の雇

用労働条件の改善を通じた勤労意欲の向上が工事

の質の確保、向上等に資するという観点から評価して

いるに過ぎず、当該制度への加入の有無が競争入札

における指名の際の絶対的な基準とはなっていない。

このため、当該制度を活用するかどうかは中小企業

者の自由であるという前提に反しているものではな

い。

③国土交通省直轄工事（港湾空港関係を除く。）にお

いては、建設業退職金共済制度の対象雇用者を雇用

している場合、建設業者から建設業退職金共済制度

の発注者用掛金収納書を工事契約締結後1ヶ月以内

に提出するよう求めており、入札や元請業者決定段階

で提示は求めていないことから事実誤認である。

z1200029 全省庁
国・地方自治体向け金銭債権の証券化

に係る債権譲渡禁止特約の解除

平１４年５月１日以降、物品・役務

の調達契約については、一定の金

額以下等について債権譲渡禁止特

約の解除を行っている。

ｄ

債権譲渡禁止特約については、物

品・役務の調達契約の一定の金額

以下等のものについて、解除を

行っているところである。

①要望者から下記のとおり意見が

提出されていることを踏まえ、譲渡

禁止特約の解除の対象となる契約

及び譲渡対象者（特別目的会社、

特定債権等譲受業者等を含む）の

更なる拡大の可否について、その

理由も含めて、回答いただきたい。

②　①の検討を踏まえ、平成17年

度までに措置することの可否につ

いて、その理由も含めて、回答いた

だきたい。

(要望者再意見）

「資産流動化のため、早急に債権

譲渡禁止特約の解除の対象となる

契約（リース契約等）及び譲渡対象

者の拡大（特別目的会社、特定債

権等譲受業者等）を望む（なお、経

済産業省においては本年7月から

譲渡対象者の拡大が行われてい

る）。また、各省庁によって対応が

異なっており（措置済み、検討中、

対応可、対応不可）、前述の要望

が実現される形での統一的な対応

が望まれる。なお、一部の省庁の

回答では｢売掛債権担保融資制度｣

を利用する場合における譲渡禁止

特約の解除を行ったことをもって、

本要望に対する回答を｢現行法制

で対応可」等との回答があるが、前

述の要望趣旨を踏まえ、再度の回

答が望まれる。」

b

　債権譲渡禁止特約については、

平１４年５月１日以降、物品・役務

の調達契約について、「売掛債権

担保融資保証制度」に係る物品・

役務の調達契約の一定の金額以

下等の契約について、債権譲渡禁

止特約の解除を行っている。今後、

債権譲渡禁止特約解除に係る仕組

み作りの状況等を踏まえ、新たに

対象となる契約及び譲渡対象者の

拡大等について検討を行いたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 287/316
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z1200078
厚生労働省、国

土交通省

建設業退職金共済制度の健全化

について
5030 50300010 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 10

建設業退職金共済制度の健全化につ

いて

公共工事では、労働者保護、労働者福

祉を目的とした制度として、建設業者に

対し着工前に掛金納入（証紙購入）が求

められる。この掛金の額は、必要枚数分

であるが、実質は発注者指定計算（率）

式により算出された額の証紙を購入す

る事となっている。また、本制度の加入

と履行は、官公庁の入札参加資格の要

件とされることがあり、経営事項審査に

おける評価項目にもなっている。

電気通信工事分野に置いては、本制度

の適用を除外していただきたい。

それがかなわぬなら、現在検討されてい

る掛金のＩＣカードによる新納入方式で

は、掛金納入は就労実績カウントし、余

剰証紙は払戻可能とするか、もしくは、

余剰証紙でも他の工事の掛金納入に使

用可能とする、購入しなくとも良い場合

などの制度として頂きたい。（平成15年

度試行しているとのことであるが評価に

ついて是非公開していただきたい）

電気通信工事では当制度の保護対象と

なる季節労働者等はほとんど存在せ

ず、従って証紙払出しニーズは少なく、

実態として購入した証紙の大半が余剰

となっている。更に、仕様書上で現行の

発注者指定の計算（率）式により購入を

規定され、払戻不可、転売不可および

購入業者での処理等、ＩＴ通信業界には

適さない制度と思われる。

建退共本部が販売し建設業者が購入し

た証紙は、100％労働者に交付され“退

職金”として還元されるべきものである

が、建退共本部の収支はバランスして

いないと考えられる。

建設業の労働福祉制度としての意義は

認めるが、一律に経営事項審査の評価

要素にしたり、入札参加資格の要件にす

ることは適当ではない。

添付資料CIAJ-04-10

z1200029 全省庁

国・地方自治体向け金銭債権の証

券化に係る債権譲渡禁止特約の解

除

5039 50390022 11 社団法人 リース事業協会 22
国・地方自治体向け金銭債権の証券化

に係る債権譲渡禁止特約の解除

経済産業省などの一部の国の機関にお

いては、債権譲渡禁止特約の解除が行

われているが、すべての国の機関及び

地方自治体においても速やかに債権譲

渡禁止特約を解除すること。

企業の資金調達の円滑化が図られる。
債権譲渡禁止特約が資産流動化の適

格要件の障害となっている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 288/316



管理コード
制度の

所管官庁
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z1200030

内閣府、総務省、

財務省、文部科学

省、厚生労働省、

農林水産省、経済

産業省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

外国為替及び外

国貿易法第26条

第1項（外国投資

家の定義）、第27

条（事前届出）、第

55条の5（事後報

告）

「外国投資家」の定義のうち、「非

居住者である個人」または「外国法

令に基づいて設立された法人その

他の団体又は、外国に主たる事務

所を有する法人その他の団体」に

より直接または間接に保有される

議決権の合計が50％以上を占める

会社については「外国投資家」と規

定され、対内直接投資等の事前届

出、又は事後報告が義務づけられ

ている。

C -

（理由）

　ご指摘の点については、多数の

外国機関投資家が株式市場で株

式を取得した場合であっても、個々

の投資家間の関係がどのようなも

のであるかについて外形では判断

できないことから、適用除外とする

ことは不適当である。また、仮に、

個別に審査することとした場合に

は、手続が煩雑となり、投資家等の

負担となる。

　対内直接投資については、国の

安全保障等に支障をきたすことにな

るおそれがある業種等限られた業

種について事前届出制としている

が、外国人による企業支配を管理

する観点から、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場

合を対象とすることが適当である。

同様に、事後報告についても、国際

収支統計や事業所管官庁において

取引の実態を把握する観点から外

国資本の流入の状況を把握する必

要があり、非居住者等の議決権比

率の合計が50％以上である場合を

対象とすることが適当である。

要望の趣旨を踏まえ、再度検討さ

れたい。また、手続きの簡素化等に

ついても検討され、示されたい。

c -

ご指摘の件については、「外国投資家」が対

内直接投資等を行う場合は、外為法27条に

よる事前届出又は同法55条の5による事後

報告が義務づけられている。

事前届出制は、国の安全保障等に支障をき

たすことになるおそれがある業種等必要最小

限の業種（例えば、武器製造業、核燃料製造

業等）について、当該業種を所管する省庁に

おいて外国資本（法令上は外国投資家）によ

る経営支配を排除し得るようにする趣旨のも

の。

したがって、経営支配の主体となり得る外国投

資家についても、単に外国法令に基づいて設

立された又は外国に主たる事務所を有する

法人といった「非居住性」にのみ着目するに

止まらず、国内法人であっても外国資本に支

配されている可能性があるものについては、

事前届出制の対象業種に含める必要があ

る。

その際、「支配」の判断については、外国資本

が50％以上の株式を占めるか否かとの形式

基準に基づいて行うこととしているが、これ

は、投資家同士がいかなる関係にあるかに

ついて外形では判断しえず、また、経営支配

的な投資であるか一般的な投資であるかに

ついて判断することも困難であるからであ

る。仮に個別に審査することとした場合には、

手続が煩雑となり、投資家等の負担となる。

また、事後報告制についても、事業所管官庁

において、国の安全保障等に支障をきたすこ

とになるおそれが生じた場合への適切な対応

を図る必要性や所管分野における実態把握

をする必要性等から、外国資本の流入の状

況を把握する必要があり、非居住者等の議

決権比率の合計が50％以上である場合を対

象とすることが適当である。

z1200030

内閣府、総務省、

財務省、文部科学

省、厚生労働省、

農林水産省、経済

産業省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

外国為替及び外

国貿易法第26条

第1項（外国投資

家の定義）、第27

条（事前届出）、第

55条の5（事後報

告）

「外国投資家」の定義のうち、「非

居住者である個人」または「外国法

令に基づいて設立された法人その

他の団体又は、外国に主たる事務

所を有する法人その他の団体」に

より直接または間接に保有される

議決権の合計が50％以上を占める

会社については「外国投資家」と規

定され、対内直接投資等の事前届

出、又は事後報告が義務づけられ

ている。

C -

（理由）

　ご指摘の点については、多数の

外国機関投資家が株式市場で株

式を取得した場合であっても、個々

の投資家間の関係がどのようなも

のであるかについて外形では判断

できないことから、適用除外とする

ことは不適当である。また、仮に、

個別に審査することとした場合に

は、手続が煩雑となり、投資家等の

負担となる。

　対内直接投資については、国の

安全保障等に支障をきたすことにな

るおそれがある業種等限られた業

種について事前届出制としている

が、外国人による企業支配を管理

する観点から、非居住者等の議決

権比率の合計が50％以上である場

合を対象とすることが適当である。

同様に、事後報告についても、国際

収支統計や事業所管官庁において

取引の実態を把握する観点から外

国資本の流入の状況を把握する必

要があり、非居住者等の議決権比

率の合計が50％以上である場合を

対象とすることが適当である。

要望の趣旨を踏まえ、再度検討さ

れたい。また、手続きの簡素化等に

ついても検討され、示されたい。

c -

ご指摘の件については、「外国投資家」が対

内直接投資等を行う場合は、外為法27条に

よる事前届出又は同法55条の5による事後

報告が義務づけられている。

事前届出制は、国の安全保障等に支障をき

たすことになるおそれがある業種等必要最小

限の業種（例えば、武器製造業、核燃料製造

業等）について、当該業種を所管する省庁に

おいて外国資本（法令上は外国投資家）によ

る経営支配を排除し得るようにする趣旨のも

の。

したがって、経営支配の主体となり得る外国投

資家についても、単に外国法令に基づいて設

立された又は外国に主たる事務所を有する

法人といった「非居住性」にのみ着目するに

止まらず、国内法人であっても外国資本に支

配されている可能性があるものについては、

事前届出制の対象業種に含める必要があ

る。

その際、「支配」の判断については、外国資本

が50％以上の株式を占めるか否かとの形式

基準に基づいて行うこととしているが、これ

は、投資家同士がいかなる関係にあるかに

ついて外形では判断しえず、また、経営支配

的な投資であるか一般的な投資であるかに

ついて判断することも困難であるからであ

る。仮に個別に審査することとした場合には、

手続が煩雑となり、投資家等の負担となる。

また、事後報告制についても、事業所管官庁

において、国の安全保障等に支障をきたすこ

とになるおそれが生じた場合への適切な対応

を図る必要性や所管分野における実態把握

をする必要性等から、外国資本の流入の状

況を把握する必要があり、非居住者等の議

決権比率の合計が50％以上である場合を対

象とすることが適当である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 289/316
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z1200030

内閣府、総務

省、財務省、文

部科学省、厚生

労働省、農林水

産省、経済産業

省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制

の適用除外
5039 50390032 11 社団法人 リース事業協会 32

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基づ

いて設立された法人その他の団体また

は外国に主たる事務所を有する法人そ

の他の団体」により直接または間接に保

有される議決権の合計が50％以上を占

める法人に関し、株式公開企業で極めて

多数の外国機関投資家が株式市場で

株式を取得したことによって、その保有

比率合計が50％以上となってしまったよ

うな場合には、実質的に外国人が事業

を支配している場合に当たらないもの

で、何らかの適用除外を検討いただきた

い。例えば、上場会社の場合、株主１名

の議決権比率が20％未満である場合な

どは、当該法の規制の趣旨の範囲外で

あり、適用除外とする措置等を検討いた

だきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

本来この規制は、外国人による日本企

業への経営支配を管理するのが目的で

ある。その法の趣旨に鑑みれば、実質

的に外国人が支配している場合に当た

らないケースでこの規制を適用する必要

性はないものと考えられる。

z1200030

内閣府、総務

省、財務省、文

部科学省、厚生

労働省、農林水

産省、経済産業

省、国土交通

省、環境省

外為法に基づく「外国投資家」規制

の適用除外
5040 50400027 11 オリックス 27

外為法に基づく「外国投資家」規制の適

用除外

「外国投資家」の定義のうち、「非居住

者である個人」または「外国法令に基づ

いて設立された法人その他の団体また

は外国に主たる事務所を有する法人そ

の他の団体」により直接または間接に保

有される議決権の合計が50％以上を占

める法人に関し、株式公開企業で極めて

多数の外国機関投資家が株式市場で

株式を取得したことによって、その保有

比率合計が50％以上となってしまったよ

うな場合には、何らかの適用除外を検討

いただきたい。例えば、上場会社の場

合、株主１名の議決権比率が20％未満

である場合などは、当該法の規制の趣

旨の範囲外であり、適用除外とする措置

等を検討いただきたい。

適正かつ自由な経済活動の実施

株式公開企業で極めて多数の外国機関

投資家が株式市場で株式を取得したこ

とによって、その保有比率合計が50％

以上となってしまったような場合に、外国

為替及び外国貿易法第27条の事前届

出および第55条の5の事後報告を義務

付けるのは過剰ではないかと思われ

る。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 290/316



管理コード
制度の

所管官庁
項目 該当法令等 制度の現状

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請

措置の

分類

措置の

内容
措置の概要（対応策）

z1200075
全省庁（人事院と

金融庁を除く）
補助金適正化法の運用の一元化

補助金等に係る予

算の執行の適正

化に関する法律

　

同法施行令

補助金等適正化

法第二十二条の

規定に基づく同法

施行令第十四条

第一項第二号によ

り各省各庁の長が

定める期間につい

て

財産処分制限期間については、減

価償却資産の耐用年数等に関する

省令で定めている耐用年数を基礎

とすることを原則とし、これに補助

金等の交付の目的を勘案して、補

助金等ごとに定めている。

C

今後、財産処分制限期間につい

て、統一的な方針が示されることに

なれば、それに基づき対応する。

各府省庁において、処分制限期間

が統一されていないことが問題で

あり、各府省庁が統一して同じ基準

となるように調整されたい。

c

当省では制度を所管していない

が、今後、財産処分制限期間につ

いて、統一的な方針が示されること

になれば、それに基づき対応する。

z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理責任

者要件の判断基準の確認と明示につい

て

建設業法第７条第

１号

「経営業務管理責

任者の大臣認定

要件の明確化に

ついて」（平成１６

年国総建発第356

号）

建設業法第７条第１号ロの規定に

よる国土交通大臣による認定につ

いて、「建設業法第７条第１号イに

掲げる者と同等以上の能力を有す

る者を定める件」（昭和４７年建設

省告示第３５１号）により行ってきて

おり、いわゆる「執行役員」の取扱

については、「経営業務管理責任

者の大臣認定要件の明確化につ

いて」（平成１６年国総建第３５６

号）により、経営業務管理責任者の

要件の認定について明確化したと

ころである。

d

いわゆる「執行役員」については、

商法等の法令上の権限及び責任

等が定められておらず、その業務の

範囲及び権限の決定権は個々の

企業にゆだねられているため、役員

と同等の権限等を有しているか否

かを一律に判断することはできない

ことから、具体的な可否基準として

国総建発第３５６号を示したもので

ある。

・回答では、「執行役員」等に関す

る具体的な可否基準について本年

通達を発出し、建設業法上の経営

業務管理責任者の要件の認定を

明確化したため、現行制度で可能と

されているが、

要望内容では、当該通達の内容に

「執行役員」等の扱いが不明確な

部分がある旨指摘している。このた

め、①当該通達上、いわゆる「執行

役員」を含め、どのような地位、権

限を有する者が何年以上の経験を

有する必要を通達上で明記してい

るのか、②当該地位及び権限を有

する者であれば、「執行役員」と例

えば営業部長の年数を合算し、必

要年数として判断するものであるの

か、について具体的に示されたい。

d

①当該通達中、「１．第７条第１号に

掲げる基準に適合する場合」にお

いて、「法人である場合においては

その役員のうち常勤であるもののう

ちの１人が、〔中略〕法第７条第１号

イに規定する者である場合等に加

え、これらの者が、いわゆる「執行

役員」その他商法等の法令上で権

限及び責任等が定められた地位に

ない場合であっても、次の(1)から

(3)までのいずれにも該当する場合

には告示中二に規定する「許可を

受けようとする建設業に関し７年以

上経営業務の管理責任者に準ずる

地位にあって経営業を補佐した経

験を有する者」に該当し、当該法人

又は個人は法第７条第１号の基準

に適合するものとして取り扱うことと

する。」として(1)で「営業部長その

他の管理職社員以上の地位にある

こと」、(2)で「経営業務の執行に関

し、取締役に準ずる権限を有するこ

と」、(3)で「(1)の地位において、(2)

の権限に基づき、７年以上建設業

の経営業務を総合的に管理した経

験又はこれを補佐した経験を有す

ること」と明記している。

②貴見のとおり、当該地位及び権

限を有する者であれば必要な経験

年数を満たしているとして差し支え

ない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 291/316
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z1200075

全省庁（人事院

と金融庁を除

く）

補助金適正化法の運用の一元化 5094 50940005 11 和歌山県 5 補助金適正化法の運用の一元化

補助金適正化法に基づく処分制限期間

については、各府省庁が別途政令で制

定するのではなく、財務省令にて、処分

制限期間の統一（一本化）を図り、既存

の政令は各府省庁において廃止された

い。

　

・補助金適正化法第２２条に基づく財産

処分制限期間は、各府省庁の政令によ

り別途定めるとされており、現状では、

各府省庁の政令を定める時期によりば

らつきが見られ、さらに改正後の但し書

きには、財務省令に連動した処分制限

期間ではなく、改正後に取得した財産に

のみ適用が受けるように政令で告示さ

れている。国の補助金を活用し、整備し

たもの（例　鉄筋コンクリート）や購入し

たもの（パソコン・サーバ）が同じである

にもかかわらず、補助金の種類によって

異なる処分制限期間となっている。

z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理

責任者要件の判断基準の確認と明

示について

5030 50300003 11 情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ産業協会 3

建設業許可に必要な経営業務管理責任

者要件の判断基準の確認と明示につい

て

国総建発第３５６号により、２００３年４月

に改正された商法に対応して「経営業務

管理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

いわゆる「執行役員」の審査の取扱につ

いては、昨年末の規制改革要望への回

答書にて「平成１６年度中に検討する」と

の回答を確認しているが、いわゆる「執

行役員」の取扱いに関して、具体的な可

否判断基準を明示頂きたい。

社内規定、定款等一定の条件のもとで

定められたいわゆる「執行役員」につい

ては、国総建発第３５６号に記述のある

「法人の場合におけるその役員」に準じ

るものと理解してよいのか確認をした

い。又、国総建発第３５６号は上記の回

答書にある「検討」の結果であるのかど

うかについても確認をしたい。

 国総建発第３５６号により、２００３年４

月に改正された商法に対応して「経営業

務管理責任者」の要件について、いわ

ゆる「執行役員」の取扱が通達された

が、定義付が不明確である為、いわゆる

「執行役員」が「経営業務管理責任者」

の要件を満たすか否かの判断がし難い

状況である。

近年、経営効率化のため、いわゆる「執

行役員」制度を採用している企業が増

加している。企業におけるこのような経

営効率化への動きに合せた制度等の見

直しが必要であると考える。

添付資料CIAJ-04-03

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 292/316
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z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理責任

者要件の判断基準の確認と明示につい

て

建設業法第７条第

１号

「経営業務管理責

任者の大臣認定

要件の明確化に

ついて」（平成１６

年国総建発第356

号）

建設業法第７条第１号ロの規定に

よる国土交通大臣による認定につ

いて、「建設業法第７条第１号イに

掲げる者と同等以上の能力を有す

る者を定める件」（昭和４７年建設

省告示第３５１号）により行ってきて

おり、いわゆる「執行役員」の取扱

については、「経営業務管理責任

者の大臣認定要件の明確化につ

いて」（平成１６年国総建第３５６

号）により、経営業務管理責任者の

要件の認定について明確化したと

ころである。

d

いわゆる「執行役員」については、

商法等の法令上の権限及び責任

等が定められておらず、その業務の

範囲及び権限の決定権は個々の

企業にゆだねられているため、役員

と同等の権限等を有しているか否

かを一律に判断することはできない

ことから、具体的な可否基準として

国総建発第３５６号を示したもので

ある。

・回答では、「執行役員」等に関す

る具体的な可否基準について本年

通達を発出し、建設業法上の経営

業務管理責任者の要件の認定を

明確化したため、現行制度で可能と

されているが、

要望内容では、当該通達の内容に

「執行役員」等の扱いが不明確な

部分がある旨指摘している。このた

め、①当該通達上、いわゆる「執行

役員」を含め、どのような地位、権

限を有する者が何年以上の経験を

有する必要を通達上で明記してい

るのか、②当該地位及び権限を有

する者であれば、「執行役員」と例

えば営業部長の年数を合算し、必

要年数として判断するものであるの

か、について具体的に示されたい。

d

①当該通達中、「１．第７条第１号に

掲げる基準に適合する場合」にお

いて、「法人である場合においては

その役員のうち常勤であるもののう

ちの１人が、〔中略〕法第７条第１号

イに規定する者である場合等に加

え、これらの者が、いわゆる「執行

役員」その他商法等の法令上で権

限及び責任等が定められた地位に

ない場合であっても、次の(1)から

(3)までのいずれにも該当する場合

には告示中二に規定する「許可を

受けようとする建設業に関し７年以

上経営業務の管理責任者に準ずる

地位にあって経営業を補佐した経

験を有する者」に該当し、当該法人

又は個人は法第７条第１号の基準

に適合するものとして取り扱うことと

する。」として(1)で「営業部長その

他の管理職社員以上の地位にある

こと」、(2)で「経営業務の執行に関

し、取締役に準ずる権限を有するこ

と」、(3)で「(1)の地位において、(2)

の権限に基づき、７年以上建設業

の経営業務を総合的に管理した経

験又はこれを補佐した経験を有す

ること」と明記している。

②貴見のとおり、当該地位及び権

限を有する者であれば必要な経験

年数を満たしているとして差し支え

ない。

z1200064 国土交通省 建築業許可要件の緩和
建設業法第７条第

１号

許可の基準として、建設業の許可

を受けようとする者が法人である場

合には常勤の役員のうち一人が、

また、個人である場合には本人又

はその支配人のうち一人が、次の

いずれかに該当することが必要で

ある旨規定している。

①許可を受けようとする建設業に

関し５年以上の経営業務の管理責

任者としての経験を有していること

②国土交通大臣が①に掲げるもの

と同等以上の能力を有するものと

認定した者

ｃ

経営業務の管理責任者は、その業

務の特異性から適正な建設業の経

営を行うにあたり少なくとも日常の

建設業の経営業務を執行する権限

をもつ者が必要であると考えられ

る。このため、法人である場合にお

いてはその役員のうち常勤であるも

のの一人を経営業務の管理責任

者として設置することを規定してい

る。

いわゆる「執行役員」については、

商法等の法令上に権限及び責任等

が定められておらず、その業務の範

囲及び権限の決定権が個々の企

業にゆだねられているため、役員と

同等の権限等を有しているか否か

を一律に判断することはできない。

・回答では、「執行役員」について

は役員と同等の判断を有している

か否かを一律に判断できないため

対応不可とされているが、本件に

類似した要望に関し、「執行役員」

等に関する具体的な可否基準につ

いて本年通達を発出し、建設業法

上の経営業務管理責任者の要件

の認定を明確化した旨の回答があ

る。

　いずれの要望内容においても、

「執行役員」等の扱いが不明確な

部分がある旨指摘しているため、①

当該通達上、いわゆる「執行役員」

を含め、どのような地位、権限を有

する者が何年以上の経験を有する

必要を通達上で明記しているの

か、②当該地位及び権限を有する

者であれば、「執行役員」と例えば

営業部長の年数を合算し、必要年

数として判断するものであるのか、

について具体的に示されたい。

d

①当該通達は、経営業務の管理責

任者の要件について定めたもので

あるが、当該通達中、「１．第７条第

１号に掲げる基準に適合する場合」

において、「法人である場合におい

てはその役員のうち常勤であるもの

のうちの１人が、〔中略〕法第７条第

１号イに規定する者である場合等に

加え、これらの者が、いわゆる「執

行役員」その他商法等の法令上で

権限及び責任等が定められた地位

にない場合であっても、次の(1)から

(3)までのいずれにも該当する場合

には告示中二に規定する「許可を

受けようとする建設業に関し７年以

上経営業務の管理責任者に準ずる

地位にあって経営業を補佐した経

験を有する者」に該当し、当該法人

又は個人は法第７条第１号の基準

に適合するものとして取り扱うことと

する。」として(1)で「営業部長その

他の管理職社員以上の地位にある

こと」、(2)で「経営業務の執行に関

し、取締役に準ずる権限を有するこ

と」、(3)で(1)の地位において、(2)

の権限に基づき、７年以上建設業

の経営業務を総合的に管理した経

験又はこれを補佐した経験を有す

ること」と明記している。

②貴見のとおり、当該地位及び権

限を有する者であれば必要な経験

年数を満たしているとして差し支え

ない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 293/316
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z1200011 国土交通省

建設業許可に必要な経営業務管理

責任者要件の判断基準の確認と明

示について

5032 50320007 11
（社）電子情報技術産業協

会
7

建設業許可に必要な経営業務管理責任

者要件の判断基準の確認と明示につい

て

いわゆる「執行役員」の審査の取扱につ

いては、昨年末の規制改革要望への回

答書にて「平成１６年度中に検討する」と

の回答を確認しているが、いわゆる「執

行役員」の取扱いに関して、具体的な可

否判断基準を明示頂きたい。

社内規定、定款等一定の条件のもとで

定められたいわゆる「執行役員」につい

ては、国総建発第356号に記述のある

「法人の場合におけるその役員」に準じ

るものと理解してよいのか確認をした

い。又、国総建発第356号は上記の回

答書にある「検討」の結果であるのかど

うかについても確認をしたい。

【規制の現状】

国総建発第356号により、2003年4月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

なし

国総建発第356号により、2003年4月に

改正された商法に対応して「経営業務管

理責任者」の要件について、いわゆる

「執行役員」の取扱が通達されたが、定

義付が不明確である為、いわゆる「執行

役員」が「経営業務管理責任者」の要件

を満たすか否かの判断がし難い状況で

ある。

近年、経営効率化のため、いわゆる「執

行役員」制度を採用している企業が増

加している。企業におけるこのような経

営効率化への動きに合せた制度等の見

直しが必要であると考える。

z1200064 国土交通省 建築業許可要件の緩和 5078 50780018 11 (社)日本経済団体連合会 18 建築業許可要件の緩和

　｢常勤役員が、許可を受けようとする建

設業の管理責任者を５年以上経験して

いなければならない｣という建設業許可

要件に関し､｢常勤する役員｣について、

執行役員も認めるべきである。

　確かに建設業は、工事内容に応じ、資

金調達、資材購入、技術者の配置等独

特な経営ノウハウが必要であるため、経

験を積んだ経営管理者が求められる。し

かしながら、役員の経験期間という形式

的な要件をその尺度とすることは疑問で

ある。また、近年、執行役員制を導入し

ている企業が増加している現状を鑑み

れば、企業経営の実態に沿った制度の

構築が求められる。

　現に､地方自治体によっては弾力的な

取扱いを講じており､執行役員が｢常勤

する役員｣として認められているケースも

存在している。審査の取扱い方針を明

確にし、一定の要件の下で｢執行役員｣

について明示的に認められるよう措置さ

れたい。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 294/316
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z1200004 国土交通省 鉄骨造住宅の確認・検査の合理化
建築基準法第６

条、第２０条

階数３以上の木造建築物、階数２

以上の非木造建築物等について

は、構造計算が義務づけられてい

る。

ｃ

建築基準法の仕様規定のうちの多

くは、標準的な建築物について安

全を確保するために必要な規定とし

て設けられているが、鉄骨造等は

様々な工法が存在し、在来軸組構

法のような一定の工法が確立して

おらず、木造のように詳細な仕様規

定を定めることは困難であるため、

階数２以上の建築物については構

造計算によって安全性を確かめる

こととしている。よって、ご要望の提

案を実現することは困難である。

回答によると、鉄骨造の2以上の建

築物には、構造計算を要するとある

が、要望者は、住宅用途に限定し

た鉄骨造に関しての手続きの緩和

を要望しており、鉄骨造の中で、面

積要件など（例えば小規模宅地な

みの延べ床200㎡未満）を付加す

ることにより、木造なみの手続きに

することを検討され、示されたい。

ｃ

建築基準法の仕様規定のうちの多

くは、標準的な建築物について安

全を確保するために必要な規定とし

て設けられているが、鉄骨造等は

様々な工法が存在し不確定要素が

多いため、在来軸組構法のような

一定の工法が確立しておらず、木

造のように詳細な仕様規定を定め

ることは困難であるため、住宅程度

の小規模なものであっても、階数２

以上の建築物については構造計算

によって安全性を確かめる必要が

ある。よって、ご要望の提案を実現

することは困難である。

ご承知のとおり、確認の手続きを

簡素化するための措置として図書

省略、型式適合認定等の制度を既

に設けているので、そちらを活用さ

れたい。

z1200005 国土交通省

建築基準法の「型式適合認定」「型式部

材等製造者認証」及び品確法（住宅の

品質確保の促進等に関する法律）の｢

住宅型式性能認定｣｢型式住宅部分等

製造者認証｣の審査・運用の簡素化

建築基準法第６８

条の10、第６８条

の１１

住宅の品質確保

の促進等に関する

法律第２２条、第２

５条

（型式適合認定）

国土交通大臣は、申請により、建

築材料又は主要構造部、建築設備

その他の建築物の部分で、政令で

定めるものの型式適合認定を行う

ことができる。

（型式部材等製造者認証）

国土交通大臣は、申請により、規

格化された型式の建築材料、建築

物の部分又は建築物で、国土交通

省令で定めるものの製造又は新築

をする者について、当該型式部材

等の製造者としての認証を行う。

（住宅型式性能認定）

国土交通大臣は、申請により、住

宅型式性能認定を行うことができ

る。

（型式住宅部分等製造者認証）

国土交通大臣は、申請により、規

格化された型式の住宅の部分又は

住宅で国土交通大臣が定めるもの

の製造又は新築をする者につい

て、当該型式住宅部分等の製造者

としての認証を行う。

d

（一部

c）

（型式適合認定、型式部材等製造者認証）

指定認定機関においては、平成１６年４月より、建築

基準法の「型式適合認定」については、事前に申請図

書が確定していること等、「型式部材等製造者認証」

については、型式の申請図書に伴う生産工程及び検

査の手順等が確立されていること等を条件として、申

請から認定までの期間の短縮を可能としたところであ

り、簡素化を図っている。

（型式住宅性能認定、型式住宅部分と製造者認証）

指定住宅型式性能認定機関においては、平成１６年４

月より、品確法の「住宅型式性能認定」については、

事前に申請図書が確定していること等、「型式住宅部

分等製造者認証」については、型式の申請図書に伴

う生産工程及び検査の手順等が確立されていること

等を条件として、申請から認定までの期間の短縮を可

能としたところであり、簡素化を図っている。しかしな

がら、製造者認証を取得していない場合には、住宅性

能評価機関による性能評価は、個別の現場検査に

よって評価方法基準との適合を確認することで判定す

るほかなく、型式の認定を受けている場合のような審

査の簡素化はできない。

また、ホルムアルデヒド放散量等級の確認について

は、住宅性能表示制度の趣旨として第三者評価が原

則であるため、施工業者の確認のみをもって客観的な

評価結果とすることはできない。また、換気量の確認

については、確認検査と性能評価とで同じ業務を行う

ものであるため、両機関を兼ねている者が検査と評価

を行う場合については、共通化を図っている。

回答によると型式住宅部分と製造

者認証の審査の簡素化はできない

とのことだが、現実に検査・認定ま

でに数ヶ月要している原因を検討さ

れたい。

d

これらの認定・認証制度について

は、既に国土交通大臣による指定

を受けた主体による制度運用が行

われているところ。これまでも、審

査期間短縮等の要望を踏まえ、可

能なものについては審査を合理化

することで、申請から認定・認証ま

での所要期間の短縮が図られてお

り、平成16年4月からは、標準的な

ケースでは5.5か月程度（従来は、

要望主体指摘によれば9か月）にま

で大幅に短縮されていると聞いて

いる。

指定機関による制度運用に改善す

べき点がさらにある場合は、適宜指

導していきたいと考えている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 295/316
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z1200004 国土交通省 鉄骨造住宅の確認・検査の合理化 5028 50280001 11 社団法人　関西経済連合会 1 鉄骨造住宅の確認・検査の合理化

低層鉄骨造住宅の確認申請・検査上の

取扱いを新築・増改築とも木造住宅と同

様とする。　　　　　　　　　　　　具体的に

は、確認申請時の提出図書（図面、計

算書等）の省略、簡素化等を実施し、木

造住宅と同様の手続きとする。

建築基準法上で鉄骨造と区分されると、

２階建て住宅も（超）高層ビルも基本的

には同じ範疇に属することとなる。安全

性の検証が比較的容易な２階建て鉄骨

住宅においても、程度の差はあれ、「鉄

骨造のビル」と同様の図書の提出を要

求されることとなる。これは、同程度の

木造住宅と比べて過剰な負担であるとも

考えられ、また、増改築に際しても、大き

な負担となっている。

低層鉄骨造住宅においては、「型式部

材等製造者認証」等、確認申請の合理

化につながる制度があり、それによって

申請の簡素化が図られているが、この

認証取得にあたってのコスト・期間の負

担や商品内容の硬直化等を生じてお

り、商品開発上の障害となっている。

z1200005 国土交通省

建築基準法の「型式適合認定」「型

式部材等製造者認証」及び品確法

（住宅の品質確保の促進等に関す

る法律）の｢住宅型式性能認定｣｢型

式住宅部分等製造者認証｣の審

査・運用の簡素化

5028 50280002 11 社団法人　関西経済連合会 2

建築基準法の「型式適合認定」「型式部

材等製造者認証」及び品確法（住宅の

品質確保の促進等に関する法律）の｢住

宅型式性能認定｣｢型式住宅部分等製

造者認証｣の審査・運用の簡素化

申請から認定に至るまでの期間の短縮

への措置（現状約９ヶ月の期間を要して

いる。）

品確法の運用において、製造者認証の

ない建物に関する設計資料、現場審査

を簡素化する。

申請から認定への期間が事業者にとっ

て負担となっており、商品開発等におけ

る支障となっている。

品確法の性能表示制度の運用の簡素

化によって、その利用頻度が高める。

（例えば、ホルムアルデヒド放散量の等

級の証明書について、施工業者が等級

を確認して報告することでも可能。換気

量に関する建築基準法と品確法上のダ

ブルチェックの解消。）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 296/316
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z1200008 国土交通省
市街化調整区域におけるファミリータイ

プ介護施設建設

都市計画法第２９

条第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許

可を受けるためには、都市計画法

第34条各号のいずれかに該当しな

ければならないが、例えば同条第

10号ロでは、開発区域の周辺にお

ける市街化を促進するおそれがな

いと認められ、かつ、市街化区域内

で行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為について、都

道府県知事等が開発審査会の議

を経て個別に許可できることとなっ

ている。

d －

　市街化調整区域における開発行

為は、一定規模以上の計画的開

発、開発区域の周辺における市街

化を促進するおそれがなく市街化

区域内において行うことが困難又

は著しく不適当と認められる開発行

為で、あらかじめ開発審査会の議を

経たもの又は、条例で区域、目的

又は予定建築物の用途を限り定め

たものなどは現行制度上許可で

き、地域の実情に応じた運用が可

能となっている。

　国土交通省では、技術的助言とし

て示した開発許可制度運用指針に

おいて、地域の実情等に応じた制

度運用を行うことが望ましいことを

示すとともに、本年３月に市街化調

整区域における開発許可制度の運

用に関する事例、条例等の制定状

況等について調査・情報提供を行

い、地方公共団体に地域の実情に

応じた弾力的な運用が可能である

こと等を周知したところであり、ご提

案の施設の立地の適否につき、開

発許可権者とご相談されたい。

規制改革・民間解放推進３カ年計

画に基づき措置済み

回答によると周知済みであるとのこ

とだが、要望者が沼津市と協議した

ところ、前例がないため、開発審査

会にかけることは無理であるとの返

答を受けたとのこと。更なる周知の

徹底を即すことを検討されたい。

d －

　本年３月に実施した情報提供の

結果を踏まえ、引き続き、地方公共

団体に地域の実情に応じた弾力的

な制度運用が可能であることを周

知する。

z1200028 国土交通省
準用河川改修事業補助採択基準の撤

廃

通達（国河治第

201号、平成16年

３月30日）

統合準用河川改

修費補助制度に

ついて

統合準用河川改

修事業実施要領

統合準用河川改修事業の採択基

準は、統合準用河川改修事業実施

要領により、次のように規定されて

います。

（採択基準）

三　採択基準一事業の総事業費が

概ね4億円以上24億円以内の準用

河川に係る河川工事であって、次

の各号のいずれかに該当するもの

であること。　（準用河川改修事業）

１　当該河川工事によって氾濫被害

が防止されることとなる区域内に

60ha以上の農地、50戸以上の家

屋又は5ha以上の宅地が存するも

の。　２　過去３箇年に氾濫被害が

３回以上発生した区域に関するも

の。　３　宅地開発、区画整理、土

地改良等の事業に関連して、当該

河川工事が必要となるもの。　４

下水道又は農業用の水路からの排

水を処理するため必要となるもの。

f

①河川に関する国庫補助負担事業については、地方

分権改革推進会議が平成１４年１０月３０日に内閣総

理大臣に提出した「国の事務・事業の在り方に関する

意見」（以下「意見」という。）において「国庫補助負担

事業については、それぞれの性格や広域的な効果に

応じ、採択基準の引上げ等による対象の重点化を

図っていくべきである。」との方向性が示されていま

す。また意見の中で、準用河川改修については、「そ

の影響範囲が市町村にとどまる準用河川改修につい

ては、より一層、市町村の自主性に委ねていくべきで

ある。」とされているところです。

②上記意見を踏まえ、国土交通省河川局としては、準

用河川改修事業の在り方を見直しており、平成１５年

度に採択基準の下限を３億円から４億円に引上げ、

更に平成１６年度には統合補助金化を図ったところで

あり、今後２年間で採択基準の下限を４億円から６億

円に引上げる方針です。

③以上から、貴市の要望にあるとおり準用河川改修

事業の重要性は十分理解しておりますが、国庫補助

負担事業の在り方については、国と地方の役割分担

の明確化及び国の役割の重点化の観点から考えてい

く必要があり、準用河川改修事業補助採択基準の撤

廃は認められません。

【参考】

上記①の意見を受け内閣官房は平成１４年１２月２４

日「国と地方に係る経済財政運営と構造改革に関す

る基本方針」（以下「基本方針」という。）をとりまとめ閣

議報告しています。本基本方針において、準用河川

改修事業については、平成１８年度までに「原則として

新規箇所採択を廃止する。ただし、総事業費が６億円

以上に係るものについては、氾濫被害の状況等一定

の要件を満たすものについて統合補助金化する。」と

いう重点化方針を示しています。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 297/316
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z1200008 国土交通省
市街化調整区域におけるファミリー

タイプ介護施設建設
5029 50290001 11

(有)香和開発　（こうわかい

はつ）
1

市街化調整区域におけるファミリータイ

プ介護施設建設

今後老人人口がますます増えつづける

ことを考えますと現在の要介護者だけが

入居する介護施設だと限界があると思

います。また人生の最期はできるだけ家

族と共に生活するのが理想だと思いま

すが、介護される人たちは全て持ち家と

は限りません、そこで通常建築が制限さ

れている市街化調整区域に特例として

ファリータイプ（3ＬＤＫか4ＬＤＫ）の介護

施設の建築を認めてもらいたいと思いま

す

左記の実施に当り条件を取り決めます

①補助金等一切申請しない

②建物全てバリアフリーにする（2Ｆ以上

全てエレベーター設置）

③入居の家賃の上限を設定する(月７～

８.万円

④　入居者に１名以上要介護者のいる

こと

⑤その他条件は話し合い

この施設を作るここにより税金等の負担

が少なく介護される側も家族と朋に暮ら

せる時間が増えまた家族も今までと同じ

くらいの家賃で広い部屋を借りることが

出来ます。今まで畑か駐車場しか利用

出来なかった土地を利用出来るようにす

ることで、建物に掛かるコストの経費を

補助金がなくても吸収出来ます。その分

グループホームなどを充実することによ

り家族の負担の軽減を図ることにすると

安定した将来設計を営むことが出来ると

思います。

特に無し

z1200028 国土交通省
準用河川改修事業補助採択基準

の撤廃
5036 50360001 11 釜石市 1

準用河川改修事業補助採択基準の撤

廃

統合準用河川改修事業実施要領

第三　採択基準

　一事業の総事業費が概ね４億円以上

24億円以内の準用河川に係る河川工

事であって、次の各号のいずれかに該

当するものであることを撤廃する。

降雨時、上流からの流水及び土石流が

河川沿いの住宅地に溢れ、浸水等で地

域住民の生活環境に支障をきたしてい

ることから、市民の尊い生命や財産を守

るため河川改修整備を行うことにより、

①生活環境の充実、②生活の安全確保

が図られる。

左記内容により河川改修工事を実施し

たいが、総事業費が４億円以上に該当

する準用河川改修工事はない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 298/316
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z1200037 国土交通省 出店緩和への要望

都市計画法第７

条、第２１条

都市計画法第８

条、港湾法第３８

条、第３９条、第４

０条

・各用途地域ごとに建築可能な建

築物の範囲又は建築してはならな

い建築物の範囲が定められてい

る。

また、区域区分は、無秩序な市街

化を防止し、計画的な市街化を図

るため必要がある場合に都道府県

が都市計画として定めるものであ

り、都市計画を変更する必要が生

じたときは、遅滞なく、当該都市計

画を変更しなければならないとされ

ている。

・臨港地区内における建設物等の

規制は、地方公共団体等（港湾管

理者）の定める条例により行われて

いる。

Ｄ

・工業専用地域は、工業の利便を

増進するため定める地域であり、物

品販売業を営む店舗の立地は、工

業生産活動の障害となることから

建築が制限されているものであり、

一律に緩和することは適当ではな

い。用途規制の緩和が求められる

区域の用途地域を変更することに

より対応できるほか、地方公共団

体の条例により建築物の用途制限

の緩和を定めることができる特別

用途地区や用途緩和型地区計画

を活用することにより、きめ細かく対

応することができる。さらに、工業の

利便を害するおそれがないと特定

行政庁が認めて許可することによっ

ても対応が可能である。

また、都市計画を変更する必要が

生じたときは、適宜適切に変更する

ものとされており、都道府県が区域

区分の都市計画の変更を行うこと

が可能である。

・なお、臨港地区内における建築

物等の規制は、地方公共団体等

（港湾管理者）が定める条例に基づ

き行われているものであるため、小

規模店舗の立地は地方公共団体

等（港湾管理者）の判断により可能

であると考えている。

　

回答では、都市計画手続きにより、

用途地域の変更等により、建築可

能とのことだが、要望者は、都市計

画手続きを要することなく建築でき

ることを望んでいる。コンビニエンス

ストアなど生活密着施設について、

工業専用地域の建築が周辺に悪

影響を及ぼすとは考えにくい。工業

専用地域に　カラオケボックスが建

築できて、コンビニエンスストアが

建築できないとする理由は見つか

らない。用途規制の見直しを含め、

検討されたい。

また、港湾地区内における建築物

等の規制については、地方公共団

体の定める条例により、小規模店

舗の出店等は可能であるということ

について、全国的に周知をはかる

べく方策を検討されたい。

さらに、市街化調整区域において、

主要幹線道路から一定範囲内にお

ける出店規制について、交通量や

動線を勘案し緩和する方策を検討

されたい。

d

市街化調整区域における開発行為は、開発区域の周

辺の地域において居住している者の日常生活のため

の店舗の建築のためのもの、開発区域の周辺におけ

る市街化を促進するおそれがなく市街化区域内にお

いて行うことが困難又は著しく不適当と認められる開

発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの又

は、条例で区域、目的又は予定建築物の用途を限り

定めたものなどは現行制度上許可でき、地域の実情

に応じた運用が可能となっており、国土交通省では、

技術的助言として示した開発許可制度運用指針にお

いて、開発区域の周辺における市街化を促進するお

それがなく市街化区域内において行うことが困難又

は著しく不適当と認められる開発行為等に該当する

と考えられ通常原則として許可して差し支えないもの

と考えられるものを例示するとともに、画一的な運用

でなく地域の実情等に応じた運用を行うことが望まし

いことを示している。また、本年３月に市街化調整区

域での開発許可制度の運用に関する事例、条例等の

制定状況等についての調査・情報提供を行い、地方

公共団体に地域の実情に応じた弾力的な制度運用

が可能であること等を周知したところであり、引き続き

上記情報提供の趣旨を周知する。

用途規制は、１２種類の用途地域を地域の実情に合

わせて指定して市街地の類型に応じた建築制限を行

うことにより、地域における住環境の保護又は業務の

利便の増進を図るためのもっとも基本的なものである

ため、安定的な枠組みとして定めるべきものである。

地域内の建築物の用途の特殊性等にあわせてよりき

め細かな用途の緩和等を行う必要がある場合には、

特別用途地区や地区計画の活用による対応が可能と

なっている。

　工業専用地域は、工業の利便を増進するため定め

る地域であり、物品販売業を営む店舗の立地は、物品

の搬入・搬出および買い物客の出入りに伴う交通量

の増加、工業専用地域内に買い物をするために他の

地域から一般住民が入り込むことによる安全上の問

題等、工業生産活動の障害となることが考えられるこ

とから建築が制限されているものであり、一律に緩和

することは適当ではない。

　なお、コンビニエンスストア等を含む用途制限の運用

については、適切な用途地域への変更や地方公共団

体の条例により建築物の用途制限の緩和を定めるこ

z1200038 国土交通省 ・店舗開発申請の効率化

都市計画法第２９

条、第３０条、第３

７条

　開発行為をしようとする者は、都

道府県知事等に所要の申請書・図

面等を提出し、許可を受けなけれ

ばならないが、市街化区域、区域

区分が定められていない都市計画

区域、準都市計画区域並びに都市

計画区域及び準都市計画区域の

区域外における一定規模未満のも

のについては許可不要とされてい

る。

　また、開発許可を受けた開発区

域内の土地においては、都市計画

法第３６条第３項の完了公告がある

までは建築行為等が制限される

が、開発行為に関する工事用の仮

設建築物の建築その他都道府県

知事が支障がないと認めた場合、

実施が可能となっている。

d －

　市街化区域及び市街化調整区域

において、１，５００㎡未満の開発行

為が許可を要することとされている

のは、建築物が密集していることや

無秩序な市街化の防止を図るため

に小規模な開発行為を捕捉する必

要性が高いといったことによるもの

であり、それ以外の区域では３，００

０㎡未満又は1ha未満の開発行為

は許可が不要とされている等、区

域の特性に応じた対応が図られて

いる。

　国土交通省では、技術的助言とし

て示した開発許可制度運用指針に

おいて、開発許可申請に係る提出

書類等の簡素化・統一化を図ると

ともに、小規模な開発行為について

は特に事業者負担の軽減を図るべ

きであると示している。また、本年６

月に都市計画法第３７条ただし書に

基づく建築制限の解除制度の活用

等柔軟な対応を促しており、個別

案件に係る迅速な上記制限解除の

適用については、各開発許可権者

とご相談されたい。

規制改革・民間解放推進３カ年計

画に基づき措置済み

要望者は、開発行為の許可の申請

の手続きの簡素化を望んでいる。

小規模な開発に関し、現行より審

査機関の短縮をはかり、書類の数

など見直しの検討をされたい。

a Ⅳ

　地方公共団体に対し、小規模な

開発行為に係る開発許可申請につ

いて、事業者負担の一層の軽減の

推進を図ることが望ましいことを周

知する（平成１６年度中）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 299/316
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z1200037 国土交通省 出店緩和への要望 5041 50410004 11
（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
4 出店緩和への要望

・工業用地域、湾岸地区での出店緩和

・市街地調整区域において主要幹線道

路から一定範囲内の出店規制緩和もし

くは主要幹線道路沿線は市街化調整区

域に指定しないなど線引きの見直し。

・現在、工業専用地域及び港湾地域な

どへの小規模店舗出店が規制されてい

る。コンビニエンスストアがここまで日常

の生活に入り込んだ中で、この地域で出

店できない生活者の利便性を阻害して

いる。

・市街化調整区域におけるコンビニエン

スストア出店は、緩和の方向にあるが、

都道府県における規制はまちまちであ

り公平に欠ける。

・敷地面積、店舗面積に規制があり出店

が認められておらず、規制地域が緩和さ

れることで、住民、就業者への利便性向

上が図られます。

・車社会の中で、一定の規模の駐車場

を確保できないとお客様にとっては非常

に使いづらい店となってしまい、市街化

調整地域内では事実上出店が不可能で

ある。

z1200038 国土交通省 ・店舗開発申請の効率化 5041 50410005 11
（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
5 ・店舗開発申請の効率化

・開発申請から店舗建設許可までの期

間の短縮を図って欲しい。

・開発申請に関する提出書類を減らして

欲しい。

・開発申請を要する土地面積の規制緩

和（行政により異なるが1,500㎡未満の

除外）

・開発申請は、通常事前打合せを行い、

了解後、事前協議申請書を提出する。

後に市町村長の意見が出され、それを

添付し本申請をする。開発申請許可後、

確認申請が受理され許可され、事前打

合せから建築確認許可まで通常４～５ヶ

月かかる。事前協議、本申請での提出

書類も多く、資源の無駄である。

・無駄な許可待ちの時間がなくなること

で、早期営業開始が可能となり、その分

売上、利益が得られる。また、早期開店

が実現することによって、ビジネスチャン

スを確実に捉えることが可能になり、経

営者の出店意欲も高まり地域活性化に

寄与できる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 300/316
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z1200039 国土交通省
・第1種低層住居専用地区における建

築制限の緩和

建築基準法第48

条第1項

法別表第2（い）

令130条の3

各用途地域ごとに建築可能な建築

物の範囲又は建築してはならない

建築物の範囲が定められている。

ｄ

用途地域を第２種低層住居専用地

域に変更することにより、１５０㎡ま

での一定の小売店舗の建築が可

能となる。また、地方公共団体の条

例により建築物の用途制限の緩和

を定めることができる特別用途地

区や用途緩和型地区計画を活用す

ることで対応が可能である。さらに、

当該用途地域の良好な住居の環

境を害するおそれがないものとして

特定行政庁が認めて許可すること

によっても対応が可能である。

回答のように、コンビニエンスストア

の建築のためだけに、用途地域の

変更や、特別用途地域の設定をす

ることは、手続きの負担が大きくな

りすぎる。住宅用途地域の緩和に

ついては、議論の必要性はある

が、コンビニエンスストアが現代社

会では、生活に定着しており、ま

た、店舗を一律に制限する用途制

限も、高齢化社会を迎えコンビニエ

ンスストアが居住地区に求められる

など社会的ニーズと乖離してしまっ

ている面もある。用途規制の見直し

も含め、検討されたい。また、回答

のように特別用途地区や用途緩和

型地区計画の活用方法について

は、申請方法など周知をはかる方

策を検討されたい。

d

　用途規制は、１２種類の用途地域を地域の

実情に合わせて指定して市街地の類型に応じ

た建築制限を行うことにより、地域における

住環境の保護又は業務の利便の増進を図る

ためのもっとも基本的なものであるため、安定

的な枠組みとして定めるべきものである。その

規制を一律に緩和することは適当でないが、

地域内の建築物の用途の特殊性等にあわせ

てよりきめ細かな用途の緩和等を行う必要が

ある場合には、特別用途地区や地区計画の

活用による対応が可能となっている。

　第１種低層住居専用地域は、低層住居に係

る良好な住居の環境を保護するため定める

地域であり、一定規模以上の店舗の立地は物

品の搬入・搬出および買い物客の出入りに伴

う騒音等の発生により良好な住居の環境が阻

害されるおそれがあるため、認められない。

　一方、低層住宅地において、コンビニエン

スストア等１５０㎡以下の店舗の立地を認め

る用途地域として第２種低層住居専用地域が

ある。両用途地域の指定については、地方公

共団体がそれぞれの地域の実情に応じて、コ

ンビニエンスストア等の立地を認めるか否か

によって使い分けているものであり、これを

一律にコンビニエンスストア等の立地を認め

る地域として統一するようなことは適当ではな

い。

　なお、コンビニエンスストア等を含む用途制

限の運用については、適切な用途地域への

変更や地方公共団体の条例により建築物の

用途制限の緩和を定めることができる特別用

途地区や用途緩和型地区計画制度の適切な

運用について、平成１６年２月２７日国住街３

６７号にて地方公共団体に対して技術的助言

を行ったところである。

z1200040 国土交通省
・既設歩道車両出入り口設置の規制の

緩和
道路法第２４条

　道路管理者以外の者は、道路に

関する工事の設計及び実施計画に

ついて道路管理者の承認を受けて

道路に関する工事又は道路の維持

を行うことができる。

ｄ 0

　既設歩道への車両出入口の設置

に関しては、「１敷地に関して１箇

所、６ｍまで」といった全国一律の

運用基準はなく、道路管理者たる

各地方公共団体において、それぞ

れ一般的な運用基準を定めつつ、

歩行者の安全、沿道施設への車両

の出入りの円滑等のバランスを考

慮しながら、個別具体の箇所に応じ

て各道路管理者が適切に対応する

ものと考える。

0

回答は、一律の運用基準ではない

との趣旨であるが、要望者によると

ほぼ全国的に　一律の基準となっ

ているようであり、実態に則したガ

イドラインの策定など検討され、示

されたい。

ｄ

既設歩道への車両出入口の設置

は、各道路管理者において、歩行

者の安全、沿道施設への車両の出

入りの円滑等のバランスを考慮し

ながら、個別具体の箇所に応じた

対応が必要であり、国土交通省に

おいても、各道路管理者に対し、地

方の特殊性、工事の態様等に応じ

た運用がなされるよう指導している

ところ。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 301/316
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z1200039 国土交通省
・第1種低層住居専用地区におけ

る建築制限の緩和
5041 50410006 11

（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
6

・第1種低層住居専用地区における建

築制限の緩和

・大店法の廃止に伴い、中小小売店の

活性化策が必要となっています。小型点

は大型店には出来ない店、住接近で消

費者の利便性を図る事が重要な小型店

の活性化策の一つと考える。

・将来高齢化社会の到来が確実化して

いる。現状の大型店や商業集積中心の

活性化策では、一人暮らしの老人が買

物に行くだけでも一苦労してしまう可能

性がある。生活に最低限必要な商品が

身近で買物が出来る環境を作ることが

必要と考える。

・現状コンビニエンスストアの来店客の

過半数が歩いて5分以内のところから来

店されている。また学生や若い人が居

住を決定する場合の重要な判断材料と

してコンビニエンスストアが近くにあるか

という項目が上っている。コンビニエンス

ストアが生活に密着した産業であるにも

関わらず、住宅地に出店できないでい

る。

・第1種低層住居専用地区には５０㎡ま

での店舗しか建てられない。

・第２種低層住居専用地区同様、１５０

㎡までの店舗の建築を認めて欲しい。

z1200040 国土交通省
・既設歩道車両出入り口設置の規

制の緩和
5041 50410007 11

（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
7

・既設歩道車両出入り口設置の規制の

緩和

・既設歩道に車両出入り口を設置する

場合には１敷地に関して１ヶ所、６ｍまで

となっている。この基準を緩和して欲し

い。

・コンビニエンスストア店舗駐車場への

乗り入れ口（切り下げ）の幅については

各自治体等によって、統一した基準があ

る。しかし、今のような自動車社会を考

慮すると一律の運用ではなく、例えば、

幹線道路で歩行者の数が少ない場合に

は、安全性を充分配慮した上での切り

下げ幅を広げられるような処置をして欲

しい。

・この規制は歩行者保護の為に設けら

れていると思われるが、現行の規制で

は道路から駐車場へのスムーズな進入

を妨げ、かえって交通の安全の阻害をし

ている。

・車の接近性の確保により、店舗周辺の

交通事故を未然に防げる。

・車客はスムーズに出入りでき、さらに

使いやすく快適な買物ができる。

・車客の便利性のアップにより、出店の

可能な立地が増える。

・「入れやすく、出やすい」店舗が増え、

店頭での事故防止に大きく寄与する。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 302/316
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z1200041 国土交通省
・浄化槽設置容量基準の見直し（人槽算

定基準の統一化）について

昭和４４年７月３日

建設省告示第３１

８４号、日本工業

規格ＪＩＳ　Ａ　３３０

２、浄化槽の設

計・施工上の運用

指針

処理人員の算定方式は、日本工業

規格「建築物の用途別による屎尿

浄化槽の処理対象人員算定基準

（ＪＩＳ　Ａ　３３０２）」に定めるところ

によるものとする。

浄化槽の設計・施工上の運用指針

において、コンビニエンスストアで、

おでん、揚げ物、シェーク等、一般

的に汚濁負荷の高いファーストフー

ドを提供する場合は、百貨店の算

定基準を適用するなどの配慮が必

要とされている。

d

屎尿浄化槽の処理対象人員算定

基準はＪＩＳ　Ａ　３３０２により建築物

の用途に応じて一般的な使用状況

を想定して統一的に定められてお

り、一般的に汚濁負荷の高い

ファーストフードを提供するコンビニ

エンスストアについても衛生上の観

点から必要な処理能力を要求して

いる。

なお、建築物の使用状況により、類

似施設の使用水量その他の資料

から明らかに実状に添わないと考

えられる場合は、当該資料などを

基にしてこの算定人員を増減するこ

とができるとされており、現行制度

下において、実状に即した算定人

員の設定が可能である。

要望者によると、現状、浄化槽の設

置基準が2段階で、油分の濃度に

より浄化槽の大きさが2倍になって

しまい、初期投資など負担が大きく

なりすぎるため、算定基準の分類を

細かく定義してほしいとのことであ

る。設置基準の見直しを検討され

たい。

d

コンビニエンスストアについては、

報道等により油分の濃度が高いこ

と等による放流水の水質問題が指

摘されており、2002年に日本建築

行政会議において検討を行い、実

態調査を踏まえ、処理対象人員算

定基準を設定したものである。

個々の建築物に対して、必要な処

理対象人員数を求めるためには、

個々の建築物の使用状況等を踏ま

えて判断する必要があり、統一基

準を設定することは不可能である

が、前回回答したとおり、建築物の

使用状況により、類似施設の使用

水量その他の資料から明らかに実

状に添わないと考えられる場合は、

当該資料などを基にしてこの算定

人員を増減することができるとされ

ており、現行制度下において、実状

に即した算定人員の設定が可能で

ある。

z1200055 国土交通省
公営住宅家賃算定における経過年数

係数の見直し

公営住宅法第１６

条第１項、同法施

行令第２条第１項

第３項、「公営住

宅法第４４条第３

項並びに公営住宅

法施行令第２条第

１項第１号及び第

３号並びに第３条

第１項に規定する

国土交通大臣が

定める期間等」第

３号

公営住宅の家賃は、入居者の収入

及び公営住宅の立地条件、規模、

建設時からの経過年数その他の事

項に応じ、かつ、近傍同種の家賃

以下で定めることとされている、い

わゆる応能応益家賃となっている。

経過年数係数は、この応能応益家

賃の算定要素のうち、当該公営住

宅の老朽化の程度に応じたもの

で、（経過年数係数）＝１ーｋ×（経

過年数）で算定される。（ｋは、民間

賃貸住宅における経過年数と家賃

との相関関係を勘案して、地域別、

構造別に国土交通大臣が定める数

値。）

ｄ

経過年数係数については、民間賃

貸住宅家賃の経年的変化と均衡し

たものとしなければならない。この

ため、平成１６年度において「公営

住宅法第４４条第３項並びに公営住

宅法施行令第２条第１項第１号及

び第３号並びに第３条第１項に規定

する国土交通大臣が定める期間等

（平成８年建設省告示第１７８３

号）」を一部改正し、左算定式中の

数値ｋについて見直しを行ったとこ

ろである。これにより、例えば、既成

市街地の非木造の公営住宅につ

いては、築後１０年を経過しても家

賃は１％しか下落しない、というよう

に、家賃の下落幅が実情に見合っ

て抑制されることとなったところであ

る。（平成１６年１０月１日施行）

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 303/316
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z1200041 国土交通省

・浄化槽設置容量基準の見直し

（人槽算定基準の統一化）につい

て

5041 50410012 11
（社）日本フランチャイズ

チェーン協会
12

・浄化槽設置容量基準の見直し（人槽

算定基準の統一化）について

・浄化槽設置容量基準、全国統一基準

の設定

・建築物の用途別による浄化槽の処理

対象人員算定基準でコンビニエンススト

アは従来、店舗、マーケットとして算定さ

れていたが、「おでん、揚げ物等、一般

的に汚濁負荷の高いファーストフードを

提供する場合は百貨店を適用するなど

の配慮が必要である」ということで、人槽

の拡大は家主負担、加盟店投資増を招

く。現状、コンビニエンスストアの算定基

準が各自治体によって見解がまちまち

であり不統一。

・人槽設定基準が曖昧であり、コンビニ

エンスストアと百貨店を同一視するのは

規模的に考えても無理がある。また、

ファーストフードの販売も、おでんしか販

売しないチェーンもあれば揚げ物や

シェークその他も販売するチェーンもあ

るので、単純に百貨店の基準を適用す

るのでなく、実情に即した算定基準を設

定してほしい。

z1200055 国土交通省
公営住宅家賃算定における経過年

数係数の見直し
5070 50700002 11 野田市 2

公営住宅家賃算定における経過年数係

数の見直し

　公営住宅法及び同法施行令に規定さ

れている公営住宅家賃算定の係数の1

つである「経過年数係数」を縮減するこ

とにより、家賃の下落幅を抑え、より実

情に合った家賃体系にする。

（縮減例）

経過年数係数を1 － 係数(f) × 経過年

数(p) とすると、経過年数が10年目まで

は低くなりすぎている嫌いがあることか

ら、pを毎年1ずつ増加するのではなく、

例えば2年ごとに1ずつ増加することとす

る（経過年数pは1 ?2年は１、3-4年目

は2・・・9－10年目は5）。11年目以降

は、建物の立地条件等により経年劣化

に差が出ることから、個々の建物の状態

を勘案して、ある一定範囲のpを市町村

の裁量で適用できるようにする（経過年

数pは11-20年は6-20の範囲で、21-30

年は15-30の範囲とするなど）。

　経過年数係数により、家賃は毎年度コ

ンスタントに減少している一方で、修繕

に係る費用は経年ごとに増加傾向にあ

るという事実があり、家賃算定上影響の

大きい経過年数係数の縮減による家賃

の下がり幅を少なくすることにより、より

実情にあった家賃体系にするよう要望す

るものである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 304/316
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z1200065 国土交通省
オフィスビルの住宅転用を目的とした規

制緩和

建築基準法施行

令第１２１条第１

項、第２項

建築基準法に基づき、一定の建築

物については、火災時の避難安全

性能確保のため、２以上の直通階

段を設けて、２方向に避難路を確

保することを求められている。

c

建築基準法は、国民の生命、健

康、財産を保護するため、安全上及

び衛生等の観点から、建築物の用

途、規模等に応じて、建築物の構

造及び衛生等に関する最低限の基

準を定めているものである。火災時

の避難安全性能確保のため、火災

発生のおそれ等の観点から、建築

物の用途に応じて一定規模以上の

場合は、２以上の直通階段の設置

を義務付けており、ご要望とおりの

緩和を行うことは困難である。

要望者は、200㎡と400㎡という差

に技術的な検証など根拠に疑問が

あるとのことである。建築素材の不

燃化等も図られる昨今、住宅用途

においては、200㎡以上で２方向避

難経路が必要との検証などがある

のであれば示されたい。また、200

㎡の面積の緩和についても検討さ

れたい。

ｃ

就寝の用に供する建築物について

は、火災時に居住者が安全に避難

できる性能を確保する必要がある。

共同住宅の用途に供する部分が

200㎡以上あるものについては、一

旦火災が起きると、相当程度の人

的被害が生じるおそれがあること

から、より一層避難安全性能の確

保が必要なため、2以上の直通階

段を義務付けているところである。

z1200066 国土交通省

宅地造成等規制法における変更手続

の緩和

【新規】

宅地造成等規制

法第８条第１項

都道府県知事等が定める宅地造成

工事規制区域内で宅地造成に関す

る工事を行おうとする場合、造成主

は都道府県知事等の許可を受けな

ければならない。

d －

　宅地造成等規制法上、宅地造成

工事規制区域内において行われる

宅地造成工事にかかる許可を得た

後に設計変更を行った全ての場合

について許可を要するという旨の

規定は置かれておらず、大半の都

道府県等において、軽微な変更事

項については許可を再度得ること

なく宅地造成工事を実施することが

可能とされている。

・回答では、大半の都道府県等に

おいて、軽微な変更事項について

は許可を再度得ることがなく現行制

度下で可能とされているが、

　要望内容は、地方自治体によって

は運用が徹底されていないところも

見受けられるとのことである。

　このため、①認められる軽微な変

更の基準は具体的にどのようなも

のか、運用の実態等も含めて、具

体的に示されるとともに、②具体的

な基準の範囲内であれば、軽微な

変更に関しては変更申請を提出す

ることなく、報告のみで対応可とす

る旨の通達等の発出により地方自

治体への周知を図ることについて

具体的に検討され、実施時期も含

めて示されたい。

a Ⅳ

　許可申請内容の軽微な変更時の

取り扱いの簡素化について、全国

の宅地造成等規制法に基づく許可

権者に対して周知する（平成１６年

度中）。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 305/316
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z1200065 国土交通省
オフィスビルの住宅転用を目的とし

た規制緩和
5078 50780020 11 (社)日本経済団体連合会 20

オフィスビルの住宅転用を目的とした規

制緩和

共同住宅(耐火構造)についても､オフィ

スビル(耐火構造)同様､５階以下の部分

では､避難階の直上階については居室

の床面積が400㎡を超える場合につい

てのみ２方向避難路の設置を義務付け

るべきである。

（要望理由の続き）

建築ストックの有効活用が求められるな

か、空室を抱えた既存の事務所ビルを

住宅に転用することは、都市の活性化

や省資源の観点からも有効な方策であ

る。しかも、現在、都心において中型オ

フィスビル(200㎡以上、300㎡以下)の

空室率が最も高く(約8％)、また、この程

度のオフィスビルが規模的にも住宅転用

に適している｡オフィスビルと共同住宅と

の防災･安全基準が異なっていることが

転用を妨げることないよう､措置された

い。

　オフィスビル(耐火構造)においては、5

階以下の階で、且つ避難階の直上階に

あっては、その階における居室の床面

積の合計が400㎡未満の場合、2方向

避難階段が設置されていない｡しかし、

共同住宅(耐火構造)の場合、床面積の

合計が200㎡を超える場合2方向避難

階段の設置が義務付けられている｡よっ

て、５階以下の階で、且つ避難階の直上

階の床面積合計が200㎡以上400㎡未

満のオフィスビルはそのままでは共同住

宅への転用ができないことになる｡

　防災対策､安全対策が十分取られる必

要性についてはオフィスビルも共同住宅

も全く同じである。よって､共同住宅とオ

フィスビルとで２方向避難路の設置が義

務付けられる要件が同じでしかるべきで

ある。要は､安全に避難階に達すること

ができるよう設備が実質的に整っている

ことが大事なのであり､共同住宅(耐火構

造)について居室の床面積が200㎡を超

えているというだけの理由で２方向避難

路の設置を義務付けるのはあまりにも

画一的であると考える。

z1200066 国土交通省

宅地造成等規制法における変更手

続の緩和

【新規】

5078 50780021 11 (社)日本経済団体連合会 21

宅地造成等規制法における変更手続の

緩和

【新規】

　宅地造成工事規制区域内において行

なわれる宅地造成に関する工事につい

ては、当該工事に着手する前に、都道府

県知事の許可を受けなければならな

い。許可された案件については変更が

認められず、例え軽微な変更であっても

申請をし直す必要がある。許可を受けた

後の軽微な変更については再申請を不

要とすべきである。

　宅地造成の工事過程において、軽微

な変更にも関わらず、改めて申請書を提

出し直し､確認を得るのは事業者・行政

双方にとって非効率である。特に､宅地

造成において斜面の切り崩し部分を減

少させる場合、削り出される土砂の量が

減るほか､安全上の問題も少なくなり、

改めて申請する合理性は少ない。例え

ば、建築基準法第6条は、建築申請につ

いて、建築物の高さや階数が減少する

場合等を｢軽微な変更｣(同法施行令第3

条の2)とみなし、申請書を提出して確認

を得るという手続を免除している。宅地

造成等規制法においても､同様の取扱と

すべきである。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 306/316
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z1200067 国土交通省
廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画

審議会の開催頻度の増大等

都市計画法第１８

条第１項

都市計画法第７７

条第１項、第３項

ごみ焼却場その他の処理施設の用

途に供する建築物は、都市計画に

おいてその敷地の位置が決定して

いるものでなければ、新築し、また

は増築することができない。ただ

し、特定行政庁が都道府県都市計

画審議会等の議を経てその敷地の

位置が都市計画上支障がないと認

めて許可した場合等においては、

建築が可能となる。

都道府県都市計画審議会の組織

及び運営に関し必要な事項は、都

道府県の条例で定めることとされて

いる。

d －

都市計画運用指針で、都市計画審

議会の開催間隔の短縮化や開催

予定の事前公表、手続きの短縮化

を図ることが望ましい旨を通知して

おり、地方公共団体において通常

年３、４回程度開催されているとこ

ろ。

都市計画審議会の開催頻度につ

いては、地方公共団体の組織運営

に関わることであり、これ以上の対

応は困難である。

要望者は、都市計画審議会の開催

頻度の増大を要望しており、1年間

の開催回数として、年３，４回を増

やすことを検討されたい。もし、さら

なる開催が不可能であるとするなら

ば、その理由を示されたい。

d －

　都道府県都市計画審議会の組織

及び運営に関しては、都道府県の

条例で定めることとされており、開

催頻度の増大等については、現行

制度で対応可能である。

　なお、前回回答にもあるように、都

市計画運用指針において、「必要

に応じて、都道府県都市計画審議

会及び市町村都市計画審議会の

開催間隔の短縮化や開催予定の

事前公表、手続の短縮化を図るこ

とが望ましい」としているところであ

るが、都市計画審議会の開催頻度

については、地方公共団体の組織

運営に関わることであり、これ以上

の対応は困難である。

z1200072
総務省、

国土交通省

総合振興整備計画基本構想と都市計画

法における整合問題についての規制緩

和

都市計画法第２９

条第１項、第３４条

市街化調整区域で開発行為の許

可を受けるためには、都市計画法

第34条各号のいずれかに該当しな

ければならないが、例えば同条第

10号ロでは、開発区域の周辺にお

ける市街化を促進するおそれがな

いと認められ、かつ、市街化区域内

で行うことが困難又は著しく不適当

と認められる開発行為について、都

道府県知事等が開発審査会の議

を経て個別に許可できることとなっ

ている。

d －

　市街化調整区域における開発行

為は、一定規模以上の計画的開

発、開発区域の周辺における市街

化を促進するおそれがなく市街化

区域内において行うことが困難又

は著しく不適当と認められる開発行

為で、あらかじめ開発審査会の議を

経たもの又は、条例で区域、目的

又は予定建築物の用途を限り定め

たものなどは現行制度上許可で

き、地域の実情に応じた運用が可

能となっている。

　国土交通省では、技術的助言とし

て示した開発許可制度運用指針に

おいて、地域の実情等に応じた制

度運用を行うことが望ましいことを

示すとともに、本年３月に市街化調

整区域における開発許可制度の運

用に関する事例、条例等の制定状

況等について調査・情報提供を行

い、地方公共団体に地域の実情に

応じた弾力的な運用が可能である

こと等を周知したところであり、ご提

案の施設の立地の適否につき、開

発許可権者とご相談されたい。

規制改革・民間解放推進３カ年計

画に基づき措置済み

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 307/316
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z1200067 国土交通省
廃棄物処理施設の設置に伴う都市

計画審議会の開催頻度の増大等
5078 50780023 11 (社)日本経済団体連合会 23

廃棄物処理施設の設置に伴う都市計画

審議会の開催頻度の増大等

　廃棄物処理施設の設置に伴う都市計

画審議会の開催を定期化するとともに、

開催頻度を増大するよう、国土交通省

は都道府県に対して指導を徹底すべき

である。

　都市計画審議会の開催が不定期で、

なかなか開催されないため、建築基準

法に基づく諸手続きを経るのに非常に長

い時間がかかり、廃棄物処理施設の建

設が円滑に進まない。

 　一定規模以上の廃棄物処理施設の

建設にあたっては、廃棄物処理法に基づ

く許認可申請のほかに、建築基準法に

基づいて、都道府県都市計画審議会の

承認を得る必要がある。

　廃棄物処理施設に係る都市計画審議

会の開催が不定期で、なかなか開催さ

れないのが実情である。

z1200072
総務省、

国土交通省

総合振興整備計画基本構想と都市

計画法における整合問題について

の規制緩和

5080 50800001 11 株式会社ABCCオフィス 1

総合振興整備計画基本構想と都市計画

法における整合問題についての規制緩

和

都市計画法における開発許認可におい

て同法運用指針に定める総合振興整備

計画基本構想との整合について具体的

運用指針に対し総合振興整備計画基本

構想は総論的な意味合いから具体的案

件について位置付けがなされていない

ことから個別案件に対し立地検討の特

例（地域振興策もしくはIT関連産業立地

など）をもうけてほしい

総合振興整備計画基本構想に位置付

けされていない産業立地について乱開

発を防止する措置を講じた上で地域振

興に寄与すると判断される案件につい

て特例規定を盛り込む

平成12年、14年の都市計画法の一部

改正をうけ、平成16年6月に地域振興目

的を含めた規制緩和措置的法改正があ

り、各自治体では有益な条例を制定し、

また特区制度の活用により地域再生策

が有効に施行されている行政も存在す

る。一方何もする意思なく具体的方策も

ない地方自治体も目立つ。その様な自

治体に対し企業及び起業者とそこに従

事する従業員は企業存続と解雇の不安

におびえている。統廃合及び著しい地域

振興策をもって立地を希望する起業者

に対し断りの口実を取り除き雇用と企業

の存続及び飛躍の場を確保してほし

い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 308/316
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z1200073 国土交通省
リサイクル施設建設の建築基準法５１条

の適用外について

建築基準法51条

令第130条の2の2

令第130条の2の3

ごみ処理施設、産業廃棄物処理施

設等は、都市計画で位置を決定す

るか、都市計画審議会の議を経て

特定行政庁が許可を行った場合に

建築が可能。

ｃ

リサイクル施設であっても、ごみ処

理施設や産業廃棄物の処理施設

に該当するものについては、周辺

の環境への影響があるものであり、

その立地について都市計画で位置

が決定しているものであるか、又は

都市計画上支障がないかどうかを

判断する必要があることから、建築

基準法第５１条の対象から外すこと

は適当ではない。

要望者としては、建築基準法51条

の対象から外すことができない場

合には、手続きの簡素化を望んで

いる。都市計画審議会の開催につ

いて、開催回数を増やすことの方

策を検討されたい。もし、さらなる開

催が不可能であるならば、その理

由を示されたい。

d －

　都市計画審議会の組織及び運営

に関しては、公共団体の条例で定

めることとされており、開催頻度の

増大等については、現行制度で対

応可能である。

　なお、都市計画運用指針におい

て、「必要に応じて、都道府県都市

計画審議会及び市町村都市計画

審議会の開催間隔の短縮化や開

催予定の事前公表、手続の短縮化

を図ることが望ましい」としていると

ころであるが、都市計画審議会の

開催頻度については、地方公共団

体の組織運営に関わることであり、

これ以上の対応は困難である。

z1200074 国土交通省
中核市の都市計画変更における軽易な

変更の範囲の拡大

都市計画法第２１

条第２項

　市町村が都市計画決定をしようと

する際には、都道府県知事に協議

し、同意を得ること等の手続が必要

であるが、政令で定める軽易な変

更については、一定の手続を省略

することができる。

ｃ －

　市町村が都市計画決定をしようと

する際には、原則として、都道府県

知事への協議・同意を要することと

しているが、これは、都道府県が定

める都市計画と市町村の定める都

市計画相互間の矛盾を防止し、都

市計画が一体のものとして有効に

機能するように、一の市町村の区

域を超える広域の見地からの調整

を図る観点又は都道府県が定め、

若しくは定めようとする都市計画と

の適合を図る観点から行われるも

のである。

　　一方、都道府県が一定の都市

計画を決定をしようとする際に国土

交通大臣の協議・同意を要すること

としているが、これは、広域的・国

家的な観点から国と調整するため、

都道府県の区域を越える広域的な

計画や国の政策や利害に関係のあ

る計画に限って、協議・同意が必要

とされている。

　　以上のように、都道府県知事へ

の協議・同意と国土交通大臣の協

議・同意とでは、その趣旨が異なっ

ているため、協議・同意を不要とす

る軽易な変更の対象も異なるもの

である。したがって、市町村決定に

おいて軽易な変更とされている対

象範囲を、都道府県決定において

軽易な変更とされている対象範囲

と同様に拡大することは適当でな

い。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 309/316
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z1200073 国土交通省
リサイクル施設建設の建築基準法

５１条の適用外について
5083 50830001 11

㈱松下エコテクノロジーセン

ター
1

リサイクル施設建設の建築基準法５１条

の適用外について

リサイクル施設は、建築基準法51条の

対象から外すべきである。もし対象外に

出来ないのであれば、手続きの簡素化・

効率化を図るべき

リサイクル法の趣旨に合致せず、法整

備上の不備。

リサイクル施設であっても、建築基準法

では「その他の処理施設」に当たり、自

治体の都市計画に基づいた地域以外へ

の建設は禁止されており、工場建設立

地の面で障害となっている。

又、都市計画地域外への建設は、都市

計画審議会の審議・承認が必要である

が、年間数回しか開催されない為、時期

を待たねばならないことや、都市計画審

議会に関する資料作成等の準備が必要

となる等、リサイクル施設建設に関る許

可手続きが煩雑になることや期間が長く

なり、経営のロスが発生している。

z1200074 国土交通省
中核市の都市計画変更における軽

易な変更の範囲の拡大
5086 50860002 11 松山市 2

中核市の都市計画変更における軽易な

変更の範囲の拡大

市町村決定の都市計画の変更における

軽易な変更ついては、政令第15条第3

号の規定における、位置、区域、面積及

び省令第13条の２第１号における構造

の変更についてのみである。

県決定で軽易な変更とされている対象

範囲と同様に、中核市において、軽易な

変更の範囲を拡大する。

計画手続きが簡素化されることにより事

業着手までの期間が短縮され、速やか

な事業進捗を図ることができる。

都市計画変更を行う場合、市町村決定

と県決定では、軽易な変更の対象となる

範囲に大きな開きがある。県決定では、

道路、公園、下水道などの都市施設の

変更の場合、面積あるいは延長規模の

小さなものは大臣同意が省略されてお

り、中核市の決定においても、知事の同

意を省略できる対象範囲を拡大し、直

接事業に携わることが多い市町村の決

定において変更できるような措置を講

じ、都市計画事業の円滑な推進を図る

必要がある。

添付資料2-1

都市計画法・施行令・施行規則条文

添付資料2-2

市町村決定においても軽易な変更とし

て欲しい内容

添付資料2-3

県決定において軽易な変更とされてい

る内容

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 310/316
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z1200077
国土交通省、

環境省

ディーゼル車の使用過程車対策の抜本

的な見直し

本制度の所管官

庁は環境省である

ため、以下環境省

の回答をご参照願

います。

z1200024 国土交通省 エレベータシャフト内への通信用配

建築基準法施行

令第１２９条の２の

５第１項第３号、建

築基準法施行令

第１２９条の７第４

号

建築物に設ける給水、排水その他

の配管設備の設置及び構造は、次

に定めるところによらなければなら

ない。

エレベーターの昇降路内に設けな

いこと。ただし、エレベーターに必要

な配管設備の設置及び構造は、こ

の限りではない。

昇降路内には、レールブラケットそ

の他のエレベーターの構造上昇降

路内に設けることがやむを得ないも

のを除き、突出物を設けないこと。

突出物を設ける場合においては、

地震時に鋼索、電線その他のもの

の機能に支障が生じないような措

置を講ずること。

c

通信用配線から発生するノイズに

よるエレベーター制御器への悪影

響等の安全上の支障が懸念される

ことから、エレベーターシャフト内へ

の通信用配線の設置を認めること

は困難である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 311/316
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z1200077
国土交通省、

環境省

ディーゼル車の使用過程車対策の

抜本的な見直し
5095 50950016 11 東京都 16

ディーゼル車の使用過程車対策の抜本

的な見直し

①自動車ＮＯｘ・ＰＭ法では車検制度に

よって、違反車両は対策地域に登録す

ることができなくなるが、当該地域の環

境改善のため、地域外からの流入車を

規制の対象とするなど、抜本的な使用

過程車対策を実施すること。

②車検の時の使用過程車規制につい

て、実効性ある対策を実施するため、大

気汚染防止法に基づく基準値を設定す

ること。

・都における深刻な大気汚染の根本的

な原因は、国の自動車排出ガス規制の

遅れにある。

・大気汚染を改善し、都民、国民の生命

と健康を守るためには、国の責任で使用

過程車対策の抜本的な見直しを行う必

要がある。

z1200024 国土交通省 エレベータシャフト内への通信用配 5032 50320004 11
（社）電子情報技術産業協

会
4 エレベータシャフト内への通信用配

エレベータのシャフト内には、エレベータ

に必要な配管以外を設けることができな

い。このため、ビルリニューアル時にLAN

等の通信用配管を設けるにあたり、コス

ト的には最も有利なエレベータシャフトを

利用することができないという建築基準

法（施行令）の制限を外し、現在のオフィ

スビルでは必須となった通信用配管設

置にエレベータシャフトの利用を可能と

する。

【予想効果】

都市圏を中心に大規模開発が一巡し、

一世代前のビルに空室が目立ち始めて

いる。これらのビルは、IT時代向けの設

備が不十分であることもIT時代の企業か

ら敬遠される理由のひとつである。ビル

リニューアルにより、IT設備を充実させる

にはLAN等の通信配管設備を安価に行

う必要がある。

通信配管をエレベータシャフトに設置で

きれば、これを実現でき、都市部の再建

が容易にできるようになる。

古いビルのリニューアル時などに、低コ

ストで垂直方向の通信配管を設置でき

ることは、ビルの価値を高め（ビルをIT

化する）るのに効果の大きな事項である

ため。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 312/316
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z1200036
金融庁、国土交通

省

不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃

不動産特定共同

事業法第２４条

不動産特定共同事業者は、不動産

特定共同事業が成立するまでの間

に、不動産特定共同事業契約の内

容及びその履行に関する事項で

あって主務省令で定めるものにつ

いて、書面を交付して説明しなけれ

ばならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契約

の申込者が、契約の内容等につい

て十分知らないままに契約締結を

行うと、後々のトラブルの原因とな

る可能性があることから、適切に情

報が開示されていることが不可欠

であり、契約成立前にその内容等

について書面を交付して説明する

ことが、消費者保護やトラブル未然

防止の観点から必要と考えられる。

また、不動産特定共同事業商品は

不動産としての性格が強い商品で

あることから、契約内容に関する説

明は、金融商品販売法上要求され

る説明事項に加えて、不動産特定

共同事業法上要求される個々の対

象不動産に関する事項（賃貸状況

等）について適切に実施されること

が不可欠である。

z1200036
金融庁、国土交通

省

不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃

不動産特定共同

事業法第２４条

不動産特定共同事業者は、不動産

特定共同事業が成立するまでの間

に、不動産特定共同事業契約の内

容及びその履行に関する事項で

あって主務省令で定めるものにつ

いて、書面を交付して説明しなけれ

ばならない。

ｃ

不動産特定共同事業商品の契約

の申込者が、契約の内容等につい

て十分知らないままに契約締結を

行うと、後々のトラブルの原因とな

る可能性があることから、適切に情

報が開示されていることが不可欠

であり、契約成立前にその内容等

について書面を交付して説明する

ことが、消費者保護やトラブル未然

防止の観点から必要と考えられる。

また、不動産特定共同事業商品は

不動産としての性格が強い商品で

あることから、契約内容に関する説

明は、金融商品販売法上要求され

る説明事項に加えて、不動産特定

共同事業法上要求される個々の対

象不動産に関する事項（賃貸状況

等）について適切に実施されること

が不可欠である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 313/316
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z1200036
金融庁、国土交

通省

不動産特定共同事業契約締結に

係る説明義務の撤廃
5039 50390052 11 社団法人 リース事業協会 52

不動産特定共同事業契約締結に係る説

明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列

挙される金融商品においては、読んで

聞かせる説明義務を課しておらず、不動

産特定共同事業法の説明義務の過度

な規制を緩和すべきである。

不動産特定共同事業商品の販売の効

率化とマーケットの拡大に寄与する。

「金融商品の販売等に関する法律」においては説

明義務を販売業者に課しているが、対面による説

明まで要求しているものではない。「説明」の概念の

定義が法律上存在しないが、現在の運用は宅地建

物取引業法第３５条の重要事項説明と同等と解釈さ

れているのが一般的となっており、実務上のコスト

は多大なものである。投資信託や商品ファンド等他

の金融商品を販売する場合には書面の交付義務こ

そあれ、読んで聞かせるような説明義務までは課し

ていない。昨年、同要望に対して金融庁及び国土交

通省から「不動産特定共同事業法の契約成立前に

おける契約内容説明義務に関して、その具体的態

様については、消費者保護やトラブル未然防止等

の観点から、個別の質問応答対応を確保しつつ、

ビデオ、ＤＶＤ等の電子機器の活用を可能とするよ

う、所要の通知を発する。」との回答が示された。ビ

デオ、ＤＶＤ等の電子機器の活用が可能になること

は望ましいが、そもそも多数の不動産をパッケージ

している不動産特定共同事業は投資信託や商品

ファンドと同様に金融商品であり、同等の書面の交

付義務を課すことで投資家保護は図られる。

z1200036
金融庁、国土交

通省

不動産特定共同事業契約締結に

係る説明義務の撤廃
5040 50400021 11 オリックス 21

 不動産特定共同事業契約締結に係る

説明義務の撤廃

｢金融商品の販売等に関する法律｣に列

挙される金融商品においては、読んで

聞かせる説明義務を課しておらず、不動

産特定共同事業法の説明義務の過度

な規制を緩和すべきである。

 不動産特定共同事業商品の販売の効

率化とマーケットの拡大に寄与する。

「金融商品の販売等に関する法律」にお

いては説明義務を販売業者に課してい

るが、対面による説明まで要求している

ものではない。「説明」の概念の定義が

法律上存在しないが、現在の運用は宅

地建物取引業法第３５条の重要事項説

明と同等と解釈されているのが一般的

となっており、実務上のコストは多大なも

のである。投資信託や商品ファンド等他

の金融商品を販売する場合には書面の

交付義務こそあれ、読んで聞かせるよう

な説明義務までは課していない。昨年、

同要望に対して金融庁及び国土交通省

から「不動産特定共同事業法の契約成

立前における契約内容説明義務に関し

て、その具体的態様については、消費

者保護やトラブル未然防止等の観点か

ら、個別の質問応答対応を確保しつつ、

ビデオ、ＤＶＤ等の電子機器の活用を可

能とするよう、所要の通知を発する。」と

の回答が示された。ビデオ、ＤＶＤ等の

電子機器の活用が可能になることは望

ましいが、そもそも多数の不動産をパッ

ケージしている不動産特定共同事業は

投資信託や商品ファンドと同様に金融

商品であり、同等の書面の交付義務を

課すことで投資家保護は図られる。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 314/316
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z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるいはそ

の工事が微少な「IT設備関連案件」の適

用除外について

建設業法第２条第

１項、同法別表第

１

「建設業法第２条

第１項の別表の上

欄に掲げる建設工

事の内容」（昭和４

７年建設省告示第

３５０号）

「建設業許可事務

ガイドラインにつ

いて」（平成１３年

国総建第９７号）

建設業法上の建設工事とは土木建

築に関する工事で別表第１に掲げ

るものと定義されている。また、告

示で建設工事の内容を定めてお

り、通知で建設工事の例示を示し

ている。

e

「IT設備関連案件」であっても告示

及び通知で定めている建設工事の

内容及び例示に該当すれば建設業

法の適用を受けることとなる。

建設工事の内容や例示について

は、告示や通知で定めているが、

現状に即して適宜見直しが行われ

ている。

①回答では現状に即して適宜見直

しが行われているとあるが、昭和６

０年の建設省経建発第１６４号、１７

０号の通達以降具体的な見直しが

なされているのであれば、それを示

されたい。

②建設業とは明らかに進歩のス

ピードが異なるＩＴ関連の工事を建

設業法の中で括ることに対して、IT

設備設置等の適用除外の例示が

可能かどうかも含め、今後どう対応

していくかの見解を示されたい。

ｅ

①建設工事の内容については、

「建設業法第二条第一項の別表の

上欄に掲げる建設工事の内容」（昭

和４７年建設省告示第３５０号）に

よって定めているが、当該告示につ

いては平成１５年７月２５日国土交

通省告示第１１２８号により改正を

行ったところである。

　また、建設工事の例示について

は「建設業の一部を改正する法律

の施行及び運用について」（昭和４

７年建設省計建発第４６号）によっ

て、また建設工事の区分の考え方

等については「許可業種区分の内

容の見直しにあたつての考え方に

ついて」（昭和６０年建設省経建発

第１７０号）等によって定めている

が、当該通知については、平成１５

年７月２５日国総建第１０９号により

改正を行ったところである。

②「ＩＴ設備関連案件」であっても、

作業の内容が建設工事であれば建

設業法上の建設工事に該当すると

考えられるが、「ＩＴ設備関連案件」

の今日の実態を踏まえ、どのような

部分を建設工事とすることが適当

か、検討を行って参りたい。

z1200078
厚生労働省、国土

交通省

建設業退職金共済制度の健全化につ

いて

中小企業退職金

共済法第４１条第

１項

中小企業者は建設業共済制度に

加入することができることとされて

いる。

ｃ Ⅳ

  建設業退職金共済制度は、従業

員の福祉の増進と中小企業の振興

を目的としている制度であり、そも

そも当該共済制度を活用するかど

うかは中小企業者の自由であるた

め、御要望である一律に電気通信

工事分野の適用を除外することに

ついては、お応えすることはできな

い。

    また、ＩＣカードによる納入につい

ては、現在、独立行政法人勤労者

退職金共済機構において建設業界

と連携しつつ「新たな掛金納入方

式の導入に関する意見交換会」の

場で検討しているところであり、当

省としてはその状況を踏まえながら

新たな掛金納入方式のあり方につ

いて検討してまいりたい。

【対国土交通省、厚生労働省】

①建設業退職金共済制度の活用を一律に経

営事項審査における評価項目にすることは、

同制度を活用するかどうか中小企業者の自

由であるという前提に反する。この点の改善

について、具体的な対応策を検討され、示さ

れたい。

②建設業退職金共済制度の活用を官公庁の

入札参加資格の要件とすることは、同制度を

活用するかどうか中小企業者の自由であると

いう前提に反する。この点の改善について、

具体的な対応策を検討され、示されたい。

③公共工事の入札や元請業者決定段階など

では施工体制が未確定の場合もあり、発注者

が建設業者に対しこの段階で掛金収納の証

（領収書）の提示を必須要件とするのは適切

ではない。この点の改善について、具体的な

対応策を検討され、示されたい。

④「新たな掛金納入方式のあり方」について

は、ＩＣカードによる納入の早期実施に加え、

要望内容にある、掛金納入の勤労実績によ

るカウント、余剰証紙の払戻し又は他工事で

の使用可能化、証紙を購入しなくともよい場

合の明確化及び手続の簡素化の改善が必要

と考えられる。この点を踏まえ、「新たな掛金

納入方式のあり方」の検討の方向性及び実施

時期について、その時期となる理由を含め具

体的に示されたい。

⑤上記④に関連して、平成15年度に試行した

掛金の新納入方式の評価について明らかに

されたい。

①e

②ｅ

③ｅ

①経営事項審査は、「技術と経営に優れた建設業者

の成長を促し、また工事の質、工期等施工の信頼性

を確実にするために企業の総合的能力を明らかにす

ること」をねらいとしており、建設企業の労働福祉の状

況を客観的に評価することも必要であることから、建

設工事現場で働く労働者の福祉の増進のため、建設

業という一つの業種に就労した全期間を通算して退

職金を支給する制度である建設業退職金共済制度を

活用していれば、従業員の福祉の増進と中小企業の

振興に寄与しているという観点から「加点」評価してい

るものである。当該共済制度を活用するかどうかは中

小企業者の自由であるという前提に反しているもので

はない。（経営事項審査のその他の審査項目（Ｗ）で

加点評価している項目は「規制」ではない。）

②国土交通省直轄工事（港湾空港関係を除く。）にお

いて、一般競争入札では、建設業退職金共済制度に

加入していることは入札参加資格の要件とはなってい

ない。

　一方、指名競争入札においては、地方整備局の一

部において、指名業者の選定の際に当該制度への加

入の有無を確認し、加入している場合には「加点」評

価している場合があるのは事実であるが、これは、建

設業退職金共済制度の普及による建設労働者の雇

用労働条件の改善を通じた勤労意欲の向上が工事

の質の確保、向上等に資するという観点から評価して

いるに過ぎず、当該制度への加入の有無が競争入札

における指名の際の絶対的な基準とはなっていない。

このため、当該制度を活用するかどうかは中小企業

者の自由であるという前提に反しているものではな

い。

③国土交通省直轄工事（港湾空港関係を除く。）にお

いては、建設業退職金共済制度の対象雇用者を雇用

している場合、建設業者から建設業退職金共済制度

の発注者用掛金収納書を工事契約締結後1ヶ月以内

に提出するよう求めており、入札や元請業者決定段階

で提示は求めていないことから事実誤認である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 315/316
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z1200017 国土交通省

電気通信工事を伴わない、あるい

はその工事が微少な「IT設備関連

案件」の適用除外について
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会
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電気通信工事を伴わない、あるいはそ

の工事が微少な「IT設備関連案件」の適

用除外について

今日、「電気通信工事」として発注されるものの多く

が、IT設備および配線、据付を主体とするいわゆ

る「IT設備関連案件」となっている。また、当該設備

は、その基本部をコンピュータ機能によって構成し

ており、いわゆる「建設工事」を伴わない、あるい

は工事部分が極めて微少な事例が多く見受けられ

る。

「LAN（Local Area Network）設置」や「コンピュータ

機能を有した機器設置調整」等、配線や据付・調整

などが主体で、いわゆる「建設工事」と定義できる

作業を伴わないかまたは軽微な場合においては、

「電気通信工事」の適用外とする旨の関連通達およ

び解説本等への記載を要望する。なお、当該分野

は技術進歩が極めて速いため、適宜適切に事例等

の記述の改版をお願いしたい。

上記の例を含め、いわゆる「IT設備関連案件」は、

ソフトウェアからシステム運用・保守サービス等まで

一貫したシステム提供となる場合が多い。更に、そ

の設置作業は、建築物への加工を伴わない機器調

整等を含むデータ設定試験等が主体であり、いわ

ゆる「建設工事」とはそぐわない内容である。

【規制の現状】

建設業法第二条（定義）1項では、「建設工事」とは、

「土木建築に関する工事で別表の上欄に掲げるも

のをいう」とある。当該別表には、「電気通信工事」

の名称はあるものの、その定義、例示等について

は、関連通達や解説本等を参照する方法をとって

いる。このため、発注者は、当該通達等を参照して

適切と思われる工事業種を設定しており、いわゆる

「建設工事」にそぐわない案件が、「電気通信工事」

の扱いを受けているケースが多く見受けられる。

なし

関連通達等に見られる工事内容や例示は、旧電電

公社時代の名残やコンピュータが大型の箱物で

あった時に設定されたものと思われる。現在、IT時

代を迎え、コンピュータそのものがオープン化、ダ

ウンサイジング化、微細化され、その形状も、LSIや

小型機器に組み込まれる等、多様化している。

昭和60年に出された下記通達において、「電気通信

工事の内容として、情報制御設備工事にはコン

ピュータ等の情報処理設備の設置工事も含まれる」

とある影響で、上記の「IT設備関連案件」が、「電気

通信工事」として適用される事例が数多く見受けら

れる。これは、ITに関する技術革新のスピードが、

建築土木を基幹とした多くの他建設工事に比し特段

に速く、そのトレンドを数年先すら予見する事が困

難な状況からやむを得ないと思われる。しかしなが

ら、ITの技術革新が急速に進展する中、建設業法

第二条や関連通達、解説本の内容や例示にあては

まらない事例が存在するにも拘わらず、これらに対

する具体的な対処方法が明示されていない為、「電

気通信工事」適用の濫用を誘発している事は、本許

可業種を適正に運用する上で課題と考える。更に

は、現状にて運用された場合には、経営事項審査に

おける工事完成高申請において、適正を欠く恐れ

があると思われる。

また、IT技術の急速な進展に鑑み、定期的にIT設

備・技術を吟味し、適宜、内容や例示に加える場合

もしくは除外する場合を明確にしていく事も、本許可

業種を適正に運用する上で不可欠であると考え

る。
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建設業退職金共済制度の健全化につ

いて

電気通信工事分野に置いては、本制度

の適用を除外していただきたい。

それがかなわぬなら、現在検討されてい

る掛金のICカードによる新納入方式で

は、掛金納入は就労実績カウントし、余

剰証紙は払戻可能とするか、もしくは、

余剰証紙でも他の工事の掛金納入に使

用可能とする、購入しなくとも良い場合

などの制度として頂きたい。（平成15年

度試行しているとのことであるが評価に

ついて是非公開していただきたい。

【規制の現状】

公共工事では、労働者保護、労働者福

祉を目的とした制度として、建設業者に

対し着工前に掛金納入（証紙購入）が求

められる。この掛金の額は、必要枚数分

であるが、実質は発注者指定計算（率）

式により算出された額の証紙を購入す

る事となっている。

また、本制度の加入と履行は、官公庁

の入札参加資格の要件とされることが

あり、経営事項審査における評価項目

にもなっている。

なし

電気通信工事では当制度の保護対象と

なる季節労働者等はほとんど存在せ

ず、従って証紙払出しニーズは少なく、

実態として購入した証紙の大半が余剰

となっている。更に、仕様書上で現行の

発注者指定の計算（率）式により購入を

規定され、払戻不可、転売不可および

購入業者での処理等、IT通信業界には

適さない制度と思われる。

建退共本部が販売し建設業者が購入し

た証紙は、100％労働者に交付され“退

職金”として還元されるべきものである

が、建退共本部の収支はバランスして

いないと考えられる。

建設業の労働福祉制度としての意義は

認めるが、一律に経営事項審査の評価

要素にしたり、入札参加資格の要件にす

ることは適当ではない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 316/316


